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新地町告示第２６号

令和６年第７回新地町議会定例会を次のとおり招集する。

令和６年１１月１８日

新地町長 大 堀 武

１ 期 日 令和６年１２月６日

２ 場 所 新地町議会議事堂
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〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員

応招議員（１２名）

１番 大 内 広 行 議員 ２番 村 上 勝 則 議員

３番 牛 坂 毅 志 議員 ４番 寺 島 博 文 議員

５番 吉 田 博 議員 ６番 八 巻 秀 行 議員

７番 三 宅 信 幸 議員 ８番 寺 島 浩 文 議員

９番 菊 地 正 文 議員 １０番 井 上 和 文 議員

１１番 水 戸 洋 一 議員 １２番 遠 藤 満 議員

不応招議員（なし）



第 ７ 回 定 例 町 議 会

（第 １ 号）



- 3 -

令和６年第７回新地町議会定例会

議 事 日 程 （第１号）

令和６年１２月６日（金曜日）午前１０時開会

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸般の報告

第 ４ 請願等の報告

第 ５ 議案の報告上程

第 ６ 提案者の説明
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出席議員（１２名）

１番 大 内 広 行 議員 ２番 村 上 勝 則 議員

３番 牛 坂 毅 志 議員 ４番 寺 島 博 文 議員

５番 吉 田 博 議員 ６番 八 巻 秀 行 議員

７番 三 宅 信 幸 議員 ８番 寺 島 浩 文 議員

９番 菊 地 正 文 議員 １０番 井 上 和 文 議員

１１番 水 戸 洋 一 議員 １２番 遠 藤 満 議員

欠席議員（なし）

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名

町 長 大 堀 武

副 町 長 岡 崎 利 光

総 務 課 長 兼 齋 藤 高 史会 計 管 理 者

企画振興課長 小 野 和 彦

税 務 課 長 中 津 川 秀 樹

町 民 課 長 大 堀 勝 文

健康福祉課長 佐 藤 茂 文

農林水産課長
兼農業委員会 加 藤 伸 二
事 務 局 長

建 設 課 長 小 野 好 生

都市計画課長 岡 田 健 一

教育総務課長 木 幡 邦 枝

職務のための議場出席者

事 務 局 長 佐 藤 武 志

書 記 千 葉 奈 菜

書 記 齋 藤 愛 斗
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午前１０時００分 開 会

◎開会の宣告

〇遠藤 満議長 ただいまから令和６年第７回新地町議会定例会を開会いたします。

なお、佐々木孝司教育長は、病気療養中のため本定例会への欠席届がありましたので、ご報告い

たします。

◎開議の宣告

〇遠藤 満議長 これから本日の会議を開きます。

ただいま出席している議員は12名であります。

◎議事日程の報告

〇遠藤 満議長 次に、本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。

◎会議録署名議員の指名

〇遠藤 満議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第127条の規定によって、

５番 吉 田 博 議員及び

６番 八 巻 秀 行 議員

を指名いたします。

◎会期の決定

〇遠藤 満議長 日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会で慎重に審査の結果、本日から12月11日まで

の６日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、本定例会の会期は本日から12月11日までの６日間に決定しました。

◎諸般の報告

〇遠藤 満議長 日程第３、諸般の報告については事務局長から報告させます。

佐藤武志事務局長。

〇佐藤武志事務局長 ご報告申し上げます。

初めに、議会閉会中の動向につきましては、諸般の報告その２として、印刷してお手元に配付を

令和６年１２月定例会
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いたしております。

次に、監査の結果の受理でありますが、一般会計、特別会計及び下水道事業会計の例月出納検査

が令和６年８月分、９月分、10月分について行われ、その審査結果の提出がありましたので、印刷

してお手元に配付をいたしております。

次に、町長より提出されました議案の受理でありますが、議案第73号から議案第85号までの13件

が提出されております。

次に、一般質問の通告の受理でありますが、１番、大内広行議員をはじめ８名の議員から21件の

通告がありましたので、これらは執行機関に送付をいたしております。

以上であります。

◎請願等の報告

〇遠藤 満議長 日程第４、請願等の報告を行います。

初めに、今期定例会までに受理した請願は１件で、請願第３号 「再審法改正を求める意見書」

採択に関する請願については、別紙請願審査付託表のとおり、総務文教常任委員会に付託したので

報告します。

次に、陳情について報告します。今期定例会までに受理した陳情は２件で、陳情第５号 臓器移

植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等を防止するための法整備等を求める意

見書提出の陳情及び陳情第６号 最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書の提出に

ついては、いずれも郵送のため、印刷してお手元に配付しております。

次に、要望書について報告します。今期定例会までに受理した要望書の件数は２件で、令和７年

度理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い及び令和７年度教育関係事業及び予算に

関する要望書は、印刷してお手元に配付しております。

◎議案の報告上程

〇遠藤 満議長 日程第５、議案の報告上程については、町長から提出された議案第73号から議案第

85号までの13件を上程します。

◎提案者の説明

〇遠藤 満議長 日程第６、町長に提案理由の説明を求めます。

大堀武町長。

〔大堀 武町長登壇〕

〇大堀 武町長 おはようございます。本日ここに、令和６年第７回新地町議会定例会を招集いたし

ましたところ、議員の皆様には、お忙しい中、ご出席をいただき、誠にありがとうございます。
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さて、本定例会には、別添付議事件でお示しをいたしましたとおり、新地町条例の読点の表記を

改める条例の制定についてなど、13件の議案をご提案いたしております。

議案の説明に先立ち、行政の報告を申し上げます。

初めに、総務課関係について申し上げます。

消防・防災関係では、10月20日に新地町住民避難訓練を第７行政区の新地町地区・中島地区を対

象に実施いたしました。大雨の影響により土砂災害警戒情報が発令され、砂子田川が決壊のおそれ

があることを想定し、両地区住民など129名が訓練に参加いたしました。新地小学校体育館に避難

し、地区住民と避難所開設訓練を行うなど、消防意識と防災体制の向上を図ったところであります。

また、同日に新地町消防団秋季演習を行いました。通常点検や中継送水訓練、地区住民も参加し

た水防訓練などを行い、防災力の向上に努めたところであります。

10月26日、令和６年度新地町功労者表彰式を新地町保健センターで挙行いたしました。式では、

自治功労者として４名、教育功労者として５名、産業振興功労者として３名、防災功労者として３

名の方々を表彰いたしました。改めてその功績をたたえ、敬意を表したところであります。あわせ

まして、新地町に多大なご芳志をいただいた13名の方々に感謝状を贈呈いたしました。

次に、10月27日に行われた第50回衆議院議員選挙は、当町の当日有権者数が6,370人、投票者数

3,955人で、投票率は62.09パーセントでした。防災行政無線での周知や期日前投票の活用等により、

投票率アップに取り組んだところであります。

次に、企画振興課関係について申し上げます。

10月26日、新地町農村環境改善センターにおいて、新地町三村合併70周年記念式典を挙行いたし

ました。式典では、三村合併後の新地町の歩みにおいて、町政振興発展に多大な貢献をされた方々

に感謝状を贈呈したほか、ご来賓約70名にご出席をいただき、三村合併70周年を祝いました。また、

26日の式典終了後と翌27日に、新地町文化交流センターにおいて、記念事業として檜枝岐歌舞伎新

地公演を上演いたしました。ご来賓や町民の方々、約700名の皆様にご観覧いただきました。

しんち魅力体感・発信事業については、８月３日から４日に遊海しんちの開催に合わせて、ラジ

オパーソナリティーの本間秋彦さんをお迎えし、仙台圏を中心とした50名のモニターツアーを行い、

釣師防災緑地公園キャンプ場にて新鮮な魚介類を食材に使用した浜キャンプを楽しんでいただきま

した。

また、９月22日には、町内を歩いて楽しむイベント、しんちトレイルウォークを、10月と11月に

は海釣り公園での釣り教室や鹿狼山での登山教室を開催し、海・里・山にある当町の観光資源をＰ

Ｒいたしました。加えて、町のインスタグラム、みたい新地においても当町の魅力を日々投稿し、

フォロワー増加に向け取り組んでおります。

次に、町民課関係について申し上げます。

９月21日から30日までは、秋の全国交通安全運動期間となっており、「反射材 光って気づいて
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事故防止」を運動のスローガンに掲げ、交通関係団体のご協力をいただきながら、広報活動や街頭

指導等を実施し、交通安全思想の高揚と交通事故防止に努めました。

保育所関係では、９月28日に運動会を町内３保育所で行いました。子どもたちは練習の成果を披

露し、保護者の方々は成長した子どもたちの姿に大きな感動を受けておりました。また、町のふる

さと産業まつりに合わせて保育展を開き、保育の状況をより多くの町民の皆様に見ていただきまし

た。

人権擁護につきましても人権擁護委員を中心に、ふるさと産業まつりに参加された方々へ人権啓

発活動を行いました。また、第76回人権週間に合わせ、12月４日に特設人権相談所を開設いたしま

した。

次に、健康福祉課関係について申し上げます。

令和６年度新地町敬老会を９月14日、文化交流センターにおいて開催いたしました。９月１日の

基準日における80歳以上の方は980名で、今年の長寿杯は88歳の方が53名、90歳の方が49名、99歳

の方が５名で、長寿夫婦は26組の方々が対象になっております。

11月９日には健康福祉まつりを開催し、多くの町民の方が来場し、健康相談や体力測定を通して

健康づくりの大切さを体感していただきました。

国民健康保険の被保険者証の一斉更新により、有効期限が10月１日から令和７年９月30日までの

被保険者証を送付いたしました。今年12月２日以降、新たに紙の被保険者証の発行がされなくなり

ますが、有効期限内であれば被保険者証はそのまま使えるなどのお知らせを同封し、医療機関を受

診するときにトラブルが発生しないよう周知いたしました。

インフルエンザ予防接種助成事業におきましては、６か月児から高校生までと60歳から65歳未満

の疾患のある方及び65歳以上の方を対象に、医療機関の協力の下、10月１日から令和７年１月31日

までの期間で実施しております。

また、新型コロナウイルス感染症の予防接種につきましても60歳から65歳未満の疾患がある方及

び65歳以上の方を対象に、各医療機関の協力の下、令和７年３月31日までの期間で実施しておりま

す。

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による令和６年度低所得者支援及び定額減税補足給付

金については、1,577件の給付を11月で完了しております。

次に、農林水産課関係について申し上げます。

初めに、担い手を中心とした将来の農地利用の姿を明確化する地域計画につきましては、９月27日

に協議の場を設け、11月１日に協議の場の結果の公表をしたところであります。

11月９日に開催しましたふるさと産業まつりは、地場産農林水産物や商工業品の展示・販売、農

産物共進会による表彰など各種イベントを行ったところ、町内から多くの来場者があり、会場は大

いに賑わったところであります。今後も農林水産・商工業者が一体となり、地場産品のＰＲと育成、
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地場産業の振興を図るとともに、風評被害に負けない地域の絆づくりの場として開催してまいりま

す。

11月13日には、新地町とふくしま未来農業協同組合との包括連携に関する協定締結式を執り行い、

農業と生産に関することなど５項目について連携・協力をすることで合意したところであります。

食の安全・安心及び風評被害対策につきましては、自家消費農林水産物の放射性物質検査を実施し

ており、11月末で４件の検査を実施しております。なお、基準値を超過した農産物はありませんで

した。

令和６年産米の作柄状況が公表され、福島県浜通りの作況指数は104のやや良の作柄となってお

ります。しかし、夏の猛暑の影響で一部高温障害により、福島県産の１等米比率は10月末現在で89パ

ーセントと例年の90パーセント前後と比べて低い水準にとどまっています。

有害鳥獣被害対策につきましては、電気柵等による農地への侵入防止対策補助が３件、捕獲隊に

よるイノシシ捕獲は累計で60頭となっております。今後も農作物の被害防止のため、継続して事業

を実施してまいります。

農林整備関係につきましては、９月20日に駒ケ嶺排水機場の１号ポンプ用エンジンのオーバーホ

ールが完了し、これまでどおりのかんがい排水機能が確保されたところであります。このほか、各

種の農業施設の修繕等を順次発注しているところであります。

次に、建設課関係について申し上げます。

工事等の発注状況については、10月30日に町道菅谷福田線及び町道鹿狼線の維持修繕工事を、ま

た継続事業として進めております町道駒ケ嶺停車場高田線交通安全事業の測量設計調査業務を発注

いたしました。11月22日には、真弓川落差工修繕工事を発注しました。

県事業については、福田地区において９月20日、県道金山新地停車場線の歩道設置事業の地区説

明会が開催され、今後用地測量等の調査を実施することとなっております。

釣師防災緑地公園では、補助事業を活用したつるしハーブガーデン事業を９月15日と10月13日に、

つるしハロウィンパーティーを10月27日に実施いたしました。このほか民間によるつるし潮風フェ

スなども開催され、公園の利活用が図られております。

次に、都市計画関係について申し上げます。

都市計画事業につきましては、11月末における建築確認関係の事前調査等が37件ありました。住

宅事業につきましては、来てしんち住宅取得支援補助金を５世帯に交付しております。また、高齢

者に優しい住まいづくり助成事業につきましては、２世帯に助成しております。

下水道事業につきましては、駒ケ嶺紙衣沢地内下水道管布設替工事及び下水道布設清掃業務委託、

福田処理場汚水かき寄せ機工事を発注したところであります。また、11月９日には、下水道展を産

業まつりと同時開催し、下水道及び合併処理浄化槽の啓発活動を行いました。汚水処理人口につき

ましては、11月末時点において公共下水道接続件数13件、農業集落排水接続件数３件の新規加入と
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合併処理浄化槽補助につきましては７件の申請があり、それぞれ水洗化率の向上に努めております。

次に、教育総務課関係について申し上げます。

小中学校関係につきましては、10月19日に各小学校において学習発表会を、10月25日には尚英中

学校で校内文化祭、ゆずの香り祭を開催し、児童生徒の日頃の学習活動の成果を発表いたしました。

また、11月６日には、第64回相馬・新地地区小・中学校音楽祭を相馬市民会館で実施し、各中学校

吹奏楽部の演奏や各小学校５年生全児童で合唱を行い、交流を深めました。さらに、11月８日には、

町内全小中学校を会場に令和６年度新地町小中学校ＩＣＴ活用発表会を開催し、公開授業をはじめ、

実践発表や意見交流会、そして宮城教育大学教職大学院特任教授の菅原弘一先生を講師にお招きし

て、「ＧＩＧＡスクール環境を生かした学習者主体の授業づくり」を演題として講演会を行いまし

た。県内外から約250名が参加し、新地町のＩＣＴ教育の先導的な取組を全国に向けて発信しまし

た。

生涯学習関係については、11月３日から６日まで町文化協会主催の新地町文化祭が文化交流セン

ターで開催され、日頃の活動の成果や発表を披露いたしました。

11月23日には、新地町男女共同参画プラン推進事業による新地町男女共生のつどいを町文化交流

センターにて開催し、星野雅子氏を講師に、「男女が共に輝く社会のために～ジェンダー平等から

みるアンコンシャスバイアス～」をテーマとして講演を行い、約100名の方々にご来場いただきま

した。

スポーツ関係では、第18回市町村対抗福島県軟式野球大会に新地町野球リーグが出場し、９月21日

の１回戦は天栄村に、28日の２回戦は湯川村にそれぞれ勝利し、29日の３回戦にて小野町と対戦し、

惜しくも５対１で敗れましたが、チーム一丸となって好試合を見せてくれました。また、第11回市

町村対抗福島県ソフトボール大会においても新地町チームが出場し、10月５日の１回戦で平田村に

勝利し、12日の２回戦に須賀川市と対戦、７対３で惜しくも敗退しましたが、こちらも最後まで諦

めない戦いぶりを見せてくれました。11月17日には、第36回市町村対抗福島縦断駅伝競走大会（ふ

くしま駅伝）が開催され、中学生や高校生、一般選手で構成した新地町チームが、白河から福島ま

での16区間、96.3キロメートルのコースをたすきをつないで走り抜き、総合38位と健闘いたしまし

た。

図書館事業につきましては、11月９日に図書館まつりを開催し、読書感想画コンクール作品展や

親子ふれあい広場・図書館クイズなどを行い、また除籍した本や雑誌のリサイクルでは、1,006点

を配布するなど多くの来場者で賑わいました。

新地町三村合併記念事業としては、10月５日から10月20日までの16日間にわたり、アートのまち

新地絵画祭2024、新地町の風土が生んだ４人の画家たち展を町文化交流センターで開催いたしまし

た。新地町ゆかりの画家、志賀一男氏、坂元郁夫氏、星茂氏、齋藤研氏の４人のすばらしい作品を

展示したほか、同時開催イベントとして新地アートフェス2024を新地公民館にて開催し、東北芸術
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工科大学と東北工業大学の学生たちが新地町を表現したアートの作品展を行いました。期間中は約

2,200人もの方々にご来場いただき、アートを通して新地町の魅力に触れていただくとともに、震

災・原発事故からの復興や交流人口の拡大を図りました。

続きまして、本日提案いたしました議案についてご説明申し上げます。

初めに、議案第73号 新地町条例の読点の表記を改める条例の制定につきましては、国の公用文

及び社会一般の文書における読点の表記の実態に鑑み、本町の条例に用いられている読点の表記を

一括して改めるため、条例を制定するものであります。

次に、議案第74号 新地町犯罪被害者等支援条例の制定につきましては、犯罪被害者等基本法に

基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本事項を定め、犯罪等の被害に遭われた方の権利利益の保

護並びに被害の軽減及び回復を図ることにより、町民の誰もが安全で安心して暮らすことのできる

地域社会の実現を目指すため、条例を制定するものであります。

次に、議案第75号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、福島県人事

委員会勧告に準じ、全ての号給の給料月額を引き上げ、一般職員の期末手当の支給割合を0.05月分

及び勤勉手当の支給割合を0.1月分ずつ引き上げ、定年前再任用短時間職員（暫定再任用職員）の

期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.025月分引き上げるなどの改定を行うため、所要の

改正を行うものであります。

次に、議案第76号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例につきましては、福島県人事委員会勧告及び職員の給与に関する条例の改正を踏まえ、期末手

当の支給割合を0.1月分引き上げるため、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第77号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につきましては、

福島県人事委員会勧告及び職員の給与に関する条例の改正を踏まえ、期末手当の支給割合を0.1月

分引き上げるため、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第78号 新地町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部を改正

する法律の公布に伴い、新地町税条例等について所要の改正を行うものであります。

次に、議案第79号 新地町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行によ

り、令和６年12月２日に健康保険証が廃止されるため、所要の改正を行うものであります。

次に、議案第80号 新地町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律の施行により、マイナンバーカードと健康保険証が一体となることに伴い、

令和６年12月２日より健康保険証が廃止されることから、現在町で行っている各種医療費助成申請

の手続については、健康保険証の記載情報による確認からマイナンバーカードにて医療保険給付関

係情報を確認できるようにするため、所要の改正を行うものであります。
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次に、議案第81号 広葉樹林再生事業 白子下地内外 森林整備等業務委託変更契約につきまし

ては、施業地を追加することにより増額の変更契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第５

号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会

の議決を求めるものであります。

次に、議案第82号 令和６年度新地町一般会計補正予算（第５号）につきましては、歳入歳出そ

れぞれ9,900万円を追加し、総額69億814万円とするものであります。

歳入補正の主な内容は、町税で424万1,000円、法人税交付金で350万円、地方消費税交付金で

1,000万円、減収補てん特例交付金による地方特例交付金で687万2,000円、震災復興特別交付税な

どによる地方交付税で5,492万7,000円、デジタル基盤改革支援補助金などの国庫支出金で884万

9,000円、農地利用最適化交付金などの県支出金で121万1,000円、町有財産貸付収入による財産収

入で100万円、町営住宅維持管理基金繰入金による繰入金で100万円、緊急防災・減災事業債による

町債で740万円を増額しております。

歳出補正の主な内容は、議会費では人件費で85万2,000円の増額、総務費では1,419万5,000円の

増額で、主な内訳は町防犯協会への補助金で119万円、犯罪被害者等支援事業による扶助費で110万

円、戸籍への振り仮名の法改正に伴う通知書作成業務で254万3,000円、自治体システム標準化・共

通化移行業務で506万円などを増額し、庁舎空調設備調査業務などで367万4,000円を減額しており

ます。民生費では3,198万4,000円の増額で、主な内訳は障害福祉サービス費等の扶助費で450万円

増額し、国民健康保険特別会計への繰出金で526万7,000円、基幹相談支援センター運営業務負担金

で106万2,000円減額しております。衛生費では６万9,000円の減額で、主な内訳は予防接種健康被

害給付金で150万円を増額し、相馬方部衛生組合事務費で164万6,000円、相馬方部衛生組合塵芥処

理費で173万5,000円減額しております。農林水産業費では410万6,000円の増額で、主な内訳は農業

委員会委員報酬で178万9,000円増額しております。土木費では963万円の増額で、主な内訳は道路

等維持補修業務で169万4,000円、町営住宅修繕費で357万4,000円、小川定住促進住宅躯体調査委託

料で140万3,000円を増額し、下水道会計への繰出金で221万7,000円、定住促進住宅基金の積立金で

397万7,000円減額しております。教育費では3,330万2,000円の増額で、主な内訳は中学校における

空調機更新工事で1,150万1,000円、中学校における教育振興備品で291万7,000円増額となっており

ます。予備費では500万円の増額となっております。

また、１事業で繰越明許費の設定、１事業で債務負担行為の追加、１事業で地方債の変更をして

おります。

次に、議案第83号 令和６年度新地町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきましては、

歳入歳出それぞれ1,774万3,000円を追加し、歳入歳出それぞれ８億5,513万4,000円とするものであ

ります。

歳入補正としましては、県支出金で2,058万4,000円、財産収入で8,000円、基金繰入金で241万
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8,000円増額し、一般会計繰入金で526万7,000円減額となっております。

歳出補正では、給与費による総務費で31万9,000円、一般被保険者療養費による保険給付費で138万

4,000円、一般被保険者高額療養費による保険給付費で1,920万円を増額し、国保基金積立金による

基金積立金で316万円減額となっております。なお、本補正予算は、国民健康保険事業の運営に関

する協議会の答申を受けてご提案いたしております。

次に、議案第84号 令和６年度新地町介護保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、歳

出補正において保険給付費の介護予防サービス給付費等を253万1,000円、高額医療合算介護サービ

ス費を121万円増額し、介護サービス給付等費を374万1,000円減額する組替え予算となっておりま

す。なお、本補正予算は介護保険運営協議会の答申を受けてご提案いたしております。

次に、議案第85号 令和６年度新地町下水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、収益

的収入及び支出においては、収入支出それぞれ221万7,000円を減額し、収入支出それぞれ３億

3,259万3,000円とするもので、収益的収入としましては、公共下水道事業収益の営業外収益221万

7,000円減額するものです。

収益的支出としましては、公共下水道事業費用の営業費用221万7,000円減額するものです。

以上、提出いたしました議案についてご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、御議決

を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。

〇遠藤 満議長 提案理由の説明が終わりました。

◎散会の宣告

〇遠藤 満議長 以上で本日の日程は全て終了しました。

本日はこれで散会いたします。

ご苦労さまでした。

午前１０時４１分 散 会
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午前１０時００分 開 議

◎開議の宣告

〇遠藤 満議長 これから本日の会議を開きます。

なお、佐々木孝司教育長は病気療養中のため、欠席届がありましたので、ご報告します。

ただいま出席している議員は12名であります。

◎一般質問

〇遠藤 満議長 日程第１、一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

１番、大内広行議員。

〔１番 大内広行議員登壇〕（拍手）

〇１番大内広行議員 おはようございます。受付番号１番、議席番号１番、大内広行でございます。

ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきたいと

思います。

まず初めに、昨年初当選をいたしまして、１年が経過しました。選挙の際には、子育て施策の充

実、協働のまちづくりを公約として当選をいたしましたので、私からは大きな項目として、子育て

に関するもの、あとはまちづくりに関するものとして、大きく大項目の３点をご質問させていただ

きたいと思います。

まずは１つ目でございますが、給食費の無償化についてになります。本年度ですが、隣の山元町

におきまして無償化の政策がスタートしております。これによりまして、新地町の周辺自治体全て

が給食費無償化にされているというような状況になってきております。これを踏まえれば、当町に

おきましても早期に実施しなければ、子ども・子育て世代が流出しかねないという状況になってき

ております。また、そのことは、子育て世代の方々からも多く声を聞く状況になってきております。

小中学生の児童生徒の人数は約600名、それから給食費を試算しますと、トータルでいうと3,800万

円程度、実質的には町の支出をすると3,400万円から3,500万円かなと試算しております。この金額、

財源を早期に確保して課題解決に取り組むべきと考えますので、それにつきまして考えを伺いたい

と思います。

次に、第２点目ですが、小中学校の統合再編についてでございます。前回の議会においても同じ

ような質問はさせていただいております。加速化する少子高齢化、それに伴います人口減少、昨年

の出生数につきましては32名、ちょっとデータでいうと33名というものがあります。この子たちが

６年後に小学校に入学する数字ということを考えれば、もうほぼ１クラスに等しいという形になり

ます。また、転出入、親も含めた転出入を考えると、さらに減少する可能性も出てきているなと。

これは、学校より早めに影響を受けるのは保育所、その在り方も含めて考えていかなくてはならな

令和６年１２月定例会
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いのではないかと思います。小中学校の教育環境に関しましては、文科省作成の公立小中学校の適

正規模・適正配置等に関する手引というものがございます。それに基づきまして小中学校の統合、

再編を含めた検討を進める必要があるのではないかと考えます。また、それには学識経験者、有識

者等を加えて検討委員会を設置し、早期に検討を開始し、方向性を見いだす必要があるのではない

かと思いますので、その考え方について伺いたいと思います。

また、この統合等につきましては、これまでも何度かご質問させていただいております。同じよ

うな回答をいただいているところですが、この課題、どんどん、どんどん進行していけば、大きな

課題となるのは目に見えておりますので、真摯に向き合い、前向きな解決に向けた回答を示してほ

しいなと思っております。

続きまして、第３点目、ＵＤＣしんちについてということで項目を挙げさせていただきました。

2018年に３者協定に基づきまして締結し、運営を進めております。そして、今年２月にようやく組

織化されましたＵＤＣしんち、これはまちづくりの拠点となる組織になります。組織化に伴いまし

て、今後具体的な目標をつくり上げていく段階だと思われますが、次の課題についてということで

３点の課題を挙げさせていただきます。

まず１点目、このＵＤＣしんちにおきまして活動しております東京大学の大学院生が町内で活動

するため、その資金につきましては福島イノベーション・コースト構想推進機構の大学等の復興知

を活用した人材育成基盤構築事業というものの助成金を受けております。その助成金は令和７年度

までと聞いております。その事業終了後を見据えた持続的な活動をするための町としての取組の方

向性について伺いたいと思います。

また、ＵＤＣしんちにつきましては、まちづくり拠点としての組織となっております。その事業

を積極的に行うためには、やっぱり運営スタッフが必要という形になっております。今後の運営ス

タッフの確保について、方向性について伺いたいと思います。

ＵＤＣしんちの役割として、地域人材の育成、また住民の協働、住民による活動という拠点にも

なっております。それを持続的な支援を行うための方向性についてもお伺いしたいと思います。

私からはこの３点について質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。

以上です。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〔大堀 武町長登壇〕

〇大堀 武町長 それでは、１番、大内広行議員の質問にお答えをいたします。

初めに、給食費無償化についての１つ目、当町の周辺自治体は、全て給食費が無償化されている。

当町においても早期に実現しなければ、子育て世代の流出にもつながりかねない。また、子育て世

代からも多くの声を聞く。小中学校の児童生徒の人数は約600人、給食費は三千数百万円程度と試
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算する。財源を確保し早期に対応すべき課題であると思うが、考えを伺うについてお答えをいたし

ます。学校給食費の無償化については、国では学校設置者の判断により、学校給食を受ける児童生

徒の保護者の負担軽減を図ることは可能であるとの見解を示していることから、県内でも多くの自

治体が、全額補助や半額補助、一部補助の取組を行っております。特に浜通りでは、双葉郡内の町

村や飯舘村は、平成23年の福島原子力発電所事故により被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金等

を活用しながら、給食費の全額補助を行っているようであります。相馬市においては、平成30年度

から給食費の全額補助を、南相馬市においては令和４年度に新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金などを活用して全額補助を、またいわき市においては令和５年４月から、18歳までの

子どもが３人以上いる場合に、第３子以降の子どもの給食費について無償とする一部補助を行って

いるようであります。町では、これまで答弁しておりますとおり、令和元年度より学校給食で使用

する米の購入費の全額助成を継続して実施しており、今年度においては約590万円を補助する見込

みとなっております。

また、物価高騰により令和５年度は前年度より値上がりした給食費について、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、小学校においては１食当たり20円、３小学校合わせて

年額145万円、中学校においては１食当たり30円、年総額約113万円補助して、保護者の負担軽減に

つなげております。令和６年度においてもさらなる物価高騰に鑑み、保護者の皆様が納入している

給食費を超える食材等の値上がり分については、町が負担を行っております。また、生活保護を受

給している要保護世帯やひとり親、低所得などの準要保護世帯、特別支援教育就学者など、経済的

理由や心身の障害によって就学困難な児童生徒の保護者に対しては、就学援助制度を適用し、学校

給食はもとより、学用品費、修学旅行費、宿泊活動費を含む校外活動費、新入生には新入学学用品

費を本年度は準要保護世帯の44名に対して町が全額補助し、特別支援教育就学世帯11名には町と国

とがそれぞれ４分の１ずつ補助を行って、義務教育を受けるために必要な支援を実施しております。

今年度、学校給食費に係る経費は、米飯給食補助を含め、小中学校合わせると年間で約4,000万円

程度必要となります。町は、持続可能なまちづくりを求められている中で、学校給食費の無償化を

実現する場合には、新たに財源を捻出しなければなりません。本来の給食費無償化は、子どもの食

の権利や生存権を担保し、健全な学習機会を保障するためのものであることから、町においては自

治体間の格差をなくして取り組むよう国や県に要望するとともに、保護者の子育て支援に資するた

め、前向きに検討してまいりたいと思います。

また、議員から、財源を確保し、早急に対応すべき課題とのことであります。年間4,000万円を

超える額を継続的に確保するためには、増え続ける負担金や継続的な補助金など、どうしても支出

しなければならない事業が多い状況にあります。一般財源の税収も増える要素は少なく、減少が続

く見込みであり、公共施設の老朽化が進み、修繕や建て替えを想定した予算の確保も考えていかな

ければなりません。そして、現在の町の予算は、財政調整基金を取り崩して編成している状況であ



- 20 -

令和６年１２月定例会

りますので、一般財源を投入している事業等の見直し等を行う必要がありますことをご理解いただ

きたいと思います。

次に、小中学校の統合再編についての、加速化する少子高齢化と人口減少、昨年の出生数は32人、

６年後に小中学校に入学する児童は、異動等も考えるとそれ以下になる可能性がある。町内の保育

所の在り方、文科省作成の公立小中学校の適正規模・適正配置等に関する手引を基に、小中学校の

統合または再編について検討委員会等を設置し、早急に検討を開始する必要があると思うが、町の

考えを伺うについてお答えします。第６次新地町総合計画でお示ししているとおり、快適で活力あ

るまちづくりのために、若者定住促進住宅や宅地の分譲など、様々な支援を講じて、若者世代を中

心とした町内への新たな移住定住を促進しているところです。こうした取組を進めていることから、

現段階においては保育所や小中学校の統合、再編については考えておりません。

しかしながら、本町においても少子化傾向にあり、来年度の小学校への入学児童数は12月１日現

在で68名です。令和８年度は52名、令和９年度は51名、令和10年度は47名と、次第に減少していく

見込みとなっております。昨今の世界の情勢においては、情報化社会やグローバル化が進展し、将

来を予測することが困難な変化の激しい時代となっている一方で、人口減少、少子高齢化が急速に

進んでおります。そのような中にあって、学校教育には、主体的・対話的で探究的な深い学びの充

実と、変化の激しい社会を生き抜く力を身につけさせることが求められております。そのため、社

会の変化を見極めつつ、子どもたちの実情に応じた学校教育を着実に推進することはもちろんのこ

と、単に教科等の知識や技能を習得させるだけにとどまらず、児童生徒が集団の中でコミュニケー

ション等を通して多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することで、思考力や表現

力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身につけさせることも重要であります。

そうした力を充分に養うためには、一定の規模の児童生徒集団が確保されていることや、経験年数、

専門性等についてバランスの取れた教職員が配置されることが重要であるとは考えております。

一方、小中学校は児童生徒の教育のための施設であるだけではなく、各地域のコミュニティーの

核としての性格と同時に、防災、保育、地域の交流の場など、様々な機能を併せ持っており、地域

と密接に関係しております。単純に文部科学省が示す公立小中学校の適正規模のみで学校の統合や

再編を進めるのではなく、地域の実情や地域の方々の意見等も考慮しつつ、地域の合意形成の下で

進めるべきものと考えております。前回９月議会で答弁いたしましたとおり、町や福島県の教育目

標、教育方針にのっとり、よりよい教育環境や学校教育の質の向上などを念頭に置きながら、小規

模校が持つ児童生徒一人ひとりの学習習熟度に応じたきめ細やかな指導や様々な活動において意見

発表の機会が多く、リーダーとして活躍する場面が増えるなどのよさも参考にしつつ、町内小中学

校の現状、今後の児童生徒の推移、地域と学校の関わりなど、様々な見地から検討する必要がある

と思っておりますが、現時点で検討委員会等の設置は考えておりません。

次に、ＵＤＣしんちの運営について。2018年に３者協定を締結し、今年２月にようやく組織化さ
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れたＵＤＣしんち、今後の具体的な目標をつくり上げていく段階だと思うが、次の課題に対してど

のように取り組むか、考えを伺うについて。１番目、東京大学大学院生が町内で活動するための福

島イノベーション・コースト構想推進機構、大学等の復興知を活用した人材育成基盤構築事業は、

令和７年度までと聞いている。事業終了後の持続的な活動についてですが、現在ＵＤＣしんちの主

な活動は、東京大学大学院新領域創成科学研究科による大学の復興知を活用した人材育成基盤構築

事業となっております。本事業が令和７年度の事業終了となっていることから、町といたしまして

も事業終了後を見据えた持続的な活動として醸成、定着していくことが重要であると考えておりま

す。ＵＤＣしんちにつきましては、東京大学大学院新領域創成科学研究科、国立環境研究所、新地

町、新地町観光協会、新地町商工会で運営委員会を設置し、それぞれの団体から選出された人材が、

センター長、副センター長、ディレクターを担い、組織を構成しております。現在２か月に１度の

ペースで定例会を開催し、ＵＤＣしんちの活動や運営について、議論し進めているところでありま

す。大学等の復興知を活用した人材育成基盤構築事業の事業終了後も、持続的な活動として定着し

ていけるよう、今後さらに、構成団体と共に検討を深めていただけるよう働きかけてまいります。

２番目、まちづくり拠点として積極的に事業を行うための運営スタッフの確保など、今後の体制

の整備についてですが、先ほどお答えいたしましたように、ＵＤＣしんちにつきましては、東京大

学大学院新領域創成科学研究科、国立環境研究所、新地町、新地町観光協会、新地町商工会で運営

委員会を設置し、それぞれの団体から選出された人材がセンター長、副センター長、ディレクター

を担い、組織を構成しております。定期的に定例会を開催し、ＵＤＣしんちの活動や運営について

のついて議論して進めているところであり、定例会の中では、息の長い活動にするため、無理をせ

ず、できるところから着実に取り組んでいく方向で進めております。運営スタッフの確保等、今後

の体制の整備につきましても、今後構成団体と協議しながら検討してまいりたいと考えております。

次に、３番目、当該組織の目的である地域人材育成と住民による活動の持続的な支援についてで

すが、８月７日から９日にかけて、ＵＤＣしんち主催による新地町中高生「夏の学校」ｉｎ東大柏

の葉キャンパスが開催され、町内在住16名の中高生が参加されました。子どもたちは、東京大学柏

キャンパスにおいて、東京大学の教授による生の講義を受講し、２泊３日のキャンパスライフを経

験することで大いに刺激を受けたものと思っております。ＵＤＣしんちのこのような活動が、当町

の地域人材育成に寄与されているものと考えており、今後のＵＤＣしんちの活動に期待していると

ころであります。また、住民による活動の支援についてですが、地域食堂やイチジクの６次産業化

などの取組が生まれていると聞いております。町といたしましても、ＵＤＣしんちの目的である地

域人材育成と住民による活動の支援について、ＵＤＣしんちの構成団体の一員として、引き続き取

り組んでまいりたいと考えております。

以上です。

〇遠藤 満議長 １番、大内広行議員。
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〇１番大内広行議員 町長から３件につきまして回答いただきました。

再質問ですが、まず１番目、給食費無償化についてということで、今回の回答につきましては前

向きに検討するというような表現をいただきました。この給食無償化につきましては、あとＰＴＡ

協議会でも上がっていて、昨年12月の一般質問におきまして、これは教育長からだったと思います

が、この無償化に関して保護者、教職員から要望があれば考えなくてはならないというような回答

があったと記憶しております。前向きな検討というところではあるのですが、この検討につきまし

て、いつ頃まで、どのような形で検討を進めていくのか、教えていただければと思います。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〇大堀 武町長 年度の途中でのということはあり得ませんので、年度当初を目標に考えて、ただし

一番最後に答弁で書かせていただいたとおり、そのためには、痛むところもあるということもご承

知おきを願いたいと思います。

〇遠藤 満議長 １番、大内広行議員。

〇１番大内広行議員 今町長から年度当初ということのお話がありましたが、年度当初というのは無

償化を開始するのが年度当初からというようなニュアンスということでしょうか、それともその事

前に検討を年度当初からスタートするというような内容でしょうか。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〇大堀 武町長 お答えします。

後段でよければ後段にしたいと思いますが、私のほうでは前段で頭の中では考えておりました。

以上です。

〇遠藤 満議長 １番、大内広行議員。

〇１番大内広行議員 無償化の方向性、引き続き検討していただいて年度当初からのスタートという

ことですので、ぜひとも保護者から意見が出ておる内容、令和７年度の教育予算要望、ＰＴＡから

出ている中にも、第一義として給食費無償化話題が上がっておりますので、早期に実現をよろしく

お願いしたいと思います。

それでは、次に移りたいと思います。次、小中学校の統合再編についてになります。先ほどの回

答におきましては、今後人口の推移を見ながら検討する必要があると思うと。これについては、た

だ、今は実施しないというような内容だったかと思います。具体的にこの検討を進める状況という

ものは、どんな状況になったら検討を進めていくのか、教えていただければと思います。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〇大堀 武町長 町が主体的に主導的にやるのではなくて、地域からの要望というのが非常に大きい

だろうと。町として、これ以上は駄目だから統合しなさいとか、あるいは再編をしなさいというこ

とがあると思います。ただ、現時点で中学校はもう１校しかありません。統合はないと思います。

大内議員が考えている小中学校の統合再編という意味合いが、もっと奥まで考えているのかどうか



- 23 -

令和６年１２月定例会

は分かりませんが、小学校だけというのを統合ということであれば、そういう地域の方々の意見と

いうのは非常に重要だと思います。さらには、もう一つは考えられるのが、複式学級になったとき、

これが一つの大きな目安になっていくのではないかと。そのときには多分地域の方々もそうやらな

ければ駄目でないか、そういう意見が出てくるだろうと思いますので、地域の声を第一に考えてい

きたいと。それを判断にしていきたいと思います。

以上です。

〇遠藤 満議長 １番、大内広行議員。

〇１番大内広行議員 今地域の声をということではありますが、また地域の声となりますと、ＰＴＡ

からどうかというようなところもあるかと思います。まだ具体的にＰＴＡの組織の中でそういった

ものをもんでいるというものは聞いておりませんですが、ただ、この人口減少といいますか、出生

数の推移をやはりご理解している保護者さんからは、かなりの数でありますが、今後の学校ってど

うしていくのというような話題が上がってきております。特に新地町では、この人口推移、第６次

総合計画の中もそうですが、出生数を数値目標として掲げていて、それに基づいて施策を進めてい

るというような状況かと思います。ただ、現状を見ますと、その出生数の数値目標からは大分下ぶ

れしているのではないかなと思っております。そのような状況を考えれば、早期に手を打っていか

なければいけないのではないかなと私は思うところであります。

ここで質問したいところは、当初目標である出生数、これは新地町まち・ひと・しごと創生人口

ビジョン及び総合計画というところに書かれているものではありますが、６年間の出生数が365人

を確保というような目標を掲げています。今現在ゼロ歳、昨年からですから１歳になっていますか、

１歳から６歳ぐらいの人数を数えますと、290名程度となっています。先ほど町長の回答の中の、

今これから小学校入学する子どもたちの数字を見ますと290名を割っているような状況かと思いま

す。この差というものはやはり大きなところであって、これをやはり住民の方もしっかりと見て、

把握はしていないにしても、感じているというところかと思います。ここで私も言いたいところは

あり、この学校の在り方というものは、５か年とかそういう話ではなくて、10年、20年を見据えた

まちづくりの中で検討していかなくてはならないのではないかなと思っています。それで、住民の

意見を聞くということであれば、早期に有識者を含めて委員会を立ち上げ、その中でしっかりと議

論をするということが必要なのではないかなと思います。それを基に10か年の計画を立てて進める

ということは必要なのではないかなと思っておりますので、できれば、６次計画の中でも結構です

が、検討委員会を立ち上げて進めていくというようなことをやっていただければと思います。そう

いったことで、今現在既に数値目標からずれているということを鑑みれば、それを真摯に受け止め

て、計画にのせるための検討委員会をつくるべきと思いますが、再度お答えをいただきたいと思い

ます。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。
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〇大堀 武町長 議員もご承知のとおり、新地高校も、実は数の力で廃校になったわけです。２クラ

ス以下は駄目だと、４クラス以下は学校として。私はそういうものではないと思っておりますので、

地域の方々がしっかりとこの学校を守っていくのだという意識がある以上は、それはいくら行政の

長としても、それはいくら協議会であっても、私は発動したくない、そういう思いであります。た

だ、10年後、20年後どうなるのだと、分かっているのかって言われると、分かっていないかもしれ

ません。ただ、先ほど数字を挙げていますから、一定程度こうなっていくだろうという方向性は私

自身も認識はしております。ただ、そういうふうに学校とか行政機関というのは、それぞれの地域

において非常に大事な意味合いを持っているということも、ぜひ委員におかれましては考えていた

だきたい。それでも、なおかつ、そして地域の方々が、もう統合でも何でもいいからやってくれと、

そのぐらいの気持ちになったのだったら、やはりそれはやっていかなければならん、そういう思い

でおりますので、今のところ私から委員会を設置して検討していくのだということはやらない、そ

ういう気持ちです。

以上です。

〇遠藤 満議長 １番、大内広行議員。

〇１番大内広行議員 小中学校の統合再編というところは、地域等からの意見というところを理解す

る、しないというわけではないのですが、その理解というのはどちらからスタートさせるのかとい

うこと、積極的に統合再編しろというわけではなくて、しっかりと学校の在り方を検討すべきでは

ないかというものも意見として入れさせていただいておりましたので、それを酌みながら第６次計

画の後期計画、そちらに向けて取り組んでいただければと思います。

次に、ＵＤＣしんちについてということで、３件目挙げさせていただきました。ようやく今年の

２月に組織化をされて、副センター長に企画振興課長がなられているというところ、ディレクター

には各組織の方々が入っているというところでございます。今現在、目に見えている活動ですが、

東京大学側からの成果発表、あとは国立環境研究所の設置した機材からのデータに基づく状況報告

というものが見えています。それ以外には、東京大学の大学院生が新地町に、今年度は９名来られ

ていると把握しております。その方が３班編成で各新地町の課題を取り上げて、自分たちで事業を

起こして最終的な成果を上げるというような取組を行っていると聞いています。

先ほど組織の中に商工会、あと観光協会が入っていると伺いました。今私が挙げた３件の実績報

告の中には商工会、観光協会入っておりませんが、商工会や観光協会というのはどのような事業を、

この組織の中で事業を行って参加されているのか、伺いたいと思います。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 お答えいたします。

観光協会、商工会につきましては、まず事業としては特にそこがやっていると、事業自体を持っ

てやっているということはございません。活動としましては、まず運営委員会、東京大学、町観光
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協会、商工会、国環研さんで運営委員会を設立いたしておりますけれども、そこの中にメンバーと

して入っているということと、あとディレクターとして商工会と観光協会から１人ずつ出しており

まして、今のところは、ＵＤＣしんちの活動というよりも商工会と観光協会の活動の中でやってい

て、定例会に参加して情報共有をしているというようなところが現状でございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 １番、大内広行議員。

〇１番大内広行議員 それとともに、東京大学の大学院、国立環境研究所ということで活動されてお

ります。副センター長になっている新地町ですけれども、新地町自体でそのＵＤＣを活用した事業

というものは何か行われているのでしょうか。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 お答えいたします。

町自体ということでありますけれども、町自体がこの先頭というか、事業をやっているという部

分はございません。それでも、例えば町の事業であります遊海しんち、そういった事業があります。

あれも実行委員会ですけれども、そういったことの遊海しんちのときにＵＤＣしんちで出店をいた

だいて、いろいろ活動していただいていると。今現在はそういった状況でございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 １番、大内広行議員。

〇１番大内広行議員 このＵＤＣしんち、ＵＤＣという方向ですか、ＵＤＣというのは全国に今26箇

所設置をされております。そのうち２箇所が廃止となっています。これは、事務局はご理解いただ

いているのかと思いますが、その２箇所というのは、その閉鎖の理由の中には、やはり行政側の参

加の意識といいますか、そういったところと住民との考え方の隔たりというものが大きくて、最終

的に閉鎖に至ったというようなところも課題として上がっているというところです。今、企画振興

課長からご回答いただいたように、行政側がやっぱりこのＵＤＣしんちというものをしっかり活用

して、まちづくりというものに主体的といいますか、しっかりと活動に加わっていかなければ、今

後ＵＤＣしんち、息の長い活動になるというような話もありましたけれども、それがないと、やは

り早期に閉鎖に至ってしまう可能性があるのではないかなと思います。私からは、せっかく組織の

中に入っている新地町が、自分自ら事業を、こんな事業をしたい、していく、それを住民の方々と

共同でやっていくというようなものも、どんどん、どんどんつくり上げていかなくてはならないの

ではないかなと思っておりますので、引き続き定例会等で協働のまちづくりという部分で主体的な

活動を進めていっていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

先ほどの回答の中で、この活動の継続的な部分であるとかのところ、人材育成となっていますか、

について、今年度８月７日から９日、夏の学校が行われて、町内の中高生16名が柏まで行き、大学

の教授の生の授業を聞いたというところです。その行った子どもたちからご意見、いろいろお話を
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させていただいたところ、ぜひともこのような活動は今後とも継続していただきたい。やはりそう

いう先端の最先端の研究というものを見るということは、この新地町、やはり田舎である新地町の

子たちがそういう最先端を見るというものはやっぱり必要なのではないかなと思います。来年度以

降もぜひとも継続してほしいというようなご意見がありました。この活動について今後どのように

していくか、再度お伺いしたいと思います。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 ただいまの質問にお答えいたします。

東京大学、夏の学校を開催いたしまして、本当に参加していただいた方からは有意義だったと、

楽しかったと、勉強になりましたと、そういった話も生の声もお聞きしております。大変有意義な

事業であると私も認識しておりますので、次年度以降も続けられるように、ＵＤＣしんちの定例会

というか運営委員会の中で発言をしていければと考えてございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 １番、大内広行議員。

〇１番大内広行議員 ありがとうございます。最後にちょっと事務手続というか、ＵＤＣしんちで活

動している方からちょっとご意見をいただいた内容についてご質問させていただきたいと思いま

す。先ほど最後の回答文の中に、ＵＤＣしんちの中での活動として、地域の方々の活動が生まれて

いると。その一つとして、地域食堂であるとかイチジクの６次化というところで行われていると聞

いております。その活動には新地町もしっかりと関わっているのだというような話を伺いました。

そこで、地域食堂をやっている方から質問がありましたので、ちょっとご紹介をさせていただき

ます。地域食堂、今現在、町内の公共施設を使って運営をしていると。その際、チラシ等を作って

いますけれども、チラシを作ってやります。公共施設を使いますと、新地町の協賛がなければ有料

というところなのですが、毎度毎回新地町に対して協賛の依頼とともに各種手続を行っているとい

う話を伺っています。直接地域食堂には町が関わっているというところであれば、そういった手続、

不要ではないかなと私は思うのですが、いかがでしょうか。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 ただいまのご質問にお答えいたします。

地域食堂の件で、開催するごとに町に対しての後援依頼というものが今まであったということで、

私もそれも一度、やることは同じというか、年何回今年度やりますという部分を年度当初に出して

いただければ、それは１度の後援の機会ということでいいのではないかということで、そういった

方向で進められればと思っております。ただ、会場の貸し借り、この日何人、このぐらい借ります

というような、そういった手続はそういった部分で必要な部分については事務手続になりますけれ

ども、実施していただければという考えでございます。

以上です。
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〇遠藤 満議長 １番、大内広行議員。

〇１番大内広行議員 最低限の事務手続はやるという話は伺っております。ただ、町に形式的な手続

として後援依頼であるとか、そういったものが何回か提出するということがあったと伺っています

ので、その辺１回の提出で横の連携を取っていただければと思います。ということで、私からは３

件の質問をさせていただきまして、いろいろ回答いただきました。ありがとうございました。

以上で終わらせたいと思います。ありがとうございました。

〇遠藤 満議長 これで１番、大内広行議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩をいたしまして、11時ちょうどから再開をいたします。

午前１０時４８分 休 憩

午前１１時００分 再 開

〇遠藤 満議長 それでは、再開します。

休憩前に引き続き一般質問を続けます。

４番、寺島博文議員。

〔４番 寺島博文議員登壇〕（拍手）

〇４番寺島博文議員 受付順位２位、議席番号４番、寺島博文でございます。

それでは、さきに通告しております３件８点について、順次質問させていただきます。よろしく

お願いいたします。

１件目は、小中学校の給食費無償化についてであります。コロナ禍後、食材費高騰の中で、学校

給食費無償化という言葉を耳にする機会が増えてまいりました。これは、全ての子どもが平等に、

栄養バランスの取れた食事を取り、食育を通じて人間形成をなしていく上で非常に重要な政策であ

ります。2023年３月、日本政府は小中学校の給食費無償化の検討をたたき台に盛り込むことを決定

しております。給食費無償化が実現すれば、全ての子育て世帯において児童１人当たり５万円から

６万円の負担が軽減される見込みです。子育てしやすい環境となり、少子化対策にもつながると、

大いに期待されます。早急に給食費無償化を実現すべきです。お伺いいたします。

次に、新地町文化交流センターについての１点目、コロナ禍明けで文化芸術活動の鑑賞や発表会

の場として施設開催が増えてまいりました。しかし、来場者からは、館内に入って目的の会場ホー

ルに行きたいが、館内マップや案内表示板、床面誘導線などがないため、迷ってしまうとの意見が

ありました。対策として、床面に誘導案内表示をしたり、出入口に案内看板を設置するなど、改善

すべきでないかお伺いいたします。

２点目、町内外からの来場者は、新地駅西側の駐車場をメインに利用しております。駐車場入り

口はゲート式となっており、入場の際に駐車券が発行され、退場の際に精算する仕組みになってお

ります。特に退場の際、駐車場出口に車が殺到し、大混雑になります。混雑防止のため、イベント
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開催時は駐車場ゲートを開放すべきでないか、お伺いいたします。

３点目、文化交流センターには控室が１つしかないため、会議室１、２、スタジオ１、２を共用

し、利用しています。それでも足らない場合や男性陣は、北側の奥通路に仕切り板を立て、控室に

仕立てて活用しております。舞台を利用する行事やイベントが増えてきました。それに伴い、参加

するチーム数も増えて、控室の問題が発生してまいりました。参加団体の控室を確保すべく、改装

増設すべきでないかお伺いいたします。

件名２、地域公共交通についての１点目、新公共交通しんちゃんバス、しんちゃんタクシーにつ

いて。新たな地域公共交通として、７月から運行を開始し、５か月がたちました。しんちゃんバス、

しんちゃんタクシーの乗車状況はどうなっているのか。８月から10月までの運行状況についてお伺

いいたします。

２点目、しんちゃんバスの乗車率を向上させる施策についての考えを伺う。しんちゃんバスの基

本は、町内を巡回運行し、町民の交通の利便性を考慮したバスと考えます。乗車率を向上させる施

策はあるのかお伺いいたします。

３点目は、令和７年度しんちゃんバス運行継続の是非について伺うであります。しんちゃんバス

は、運行を開始して５か月がたちました。しかし、実際に利用している人は、当初の計画に対し、

大幅に少ない状況にあることは明らかであります。運行継続について当局はどう考えているのかお

伺いいたします。

３件目は、ごみ焼却灰の処分についてであります。町から出る燃えるごみは、相馬市と新地町で

設置する一部事務組合、相馬方部衛生組合のごみ焼却場で処理されております。焼却後の焼却灰に

ついて、当町にも一般廃棄物最終処分場があるにもかかわらず、遠方いわき市の灰処理業者に、運

搬、搬入し、処理しております。焼却灰運搬費、焼却灰処理費など、多額の費用がかかっておりま

す。現在の処理方法を改め、町の一般廃棄物最終処分場に埋立処分すべきでないかお伺いいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〔大堀 武町長登壇〕

〇大堀 武町長 ４番、寺島博文議員の質問にお答えをいたします。

初めに、教育行政についての１番目、小中学校の給食費について、全国規模で学校給食費無償化

の動きが広がりつつある。当町においても、本年６月議会で議会として、国、県に対し学校給食費

の無償化を実現することを求める意見書提出について請願した。子育て世帯の負担軽減のため、新

地町独自子育て支援事業として学校給食費無償化すべきでないかについてですが、学校給食費の無

償化については、国では学校設置者の判断により、学校給食を受ける児童生徒の保護者の負担軽減

を図ることは可能であるとの見解を示していることから、県内でも多くの自治体が全額補助や半額



- 29 -

令和６年１２月定例会

補助、一部補助の取組を行っております。特に浜通りでは、双葉郡内の町村や飯舘村は、平成23年

の福島原子力発電所事故により、被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金等も活用しながら、給食

費の全額補助を行っているようであります。相馬市においては平成30年度から給食費の全額補助を、

南相馬市においては令和４年度に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを活用し

て全額補助、またいわき市においては令和５年４月から18歳までの子どもが３人以上いる場合に、

第３子以降の子どもの給食費について無償とする一部補助を行っているようであります。町では、

これまで答弁しておりますとおり、令和元年度より、学校給食で使用する米の購入費の全額助成を

継続して実施しており、本年度においては約590万円を補助する見込みとなっております。

また、物価高騰により、令和５年度は前年度より値上がりした給食費について、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、小学校においては１食当たり20円、３小学校合わせ

て年総額145万円、中学校においては１食当たり30円、年総額約113万円補助をして、保護者の負担

軽減につなげております。令和６年度においてもさらなる物価高騰に鑑み、保護者の皆さんが納入

している給食費を超える食材等の値上がり分については、町が負担を行っております。また、生活

保護を受給している要保護世帯やひとり親、低所得などの準要保護世帯、特別支援教育就学者など、

経済的理由や心身の障害によって就学困難な児童生徒の保護者に対しては就学援助制度を適用し、

学校給食はもとより、学用品費、修学旅行費、宿泊活動費を含む校外活動費、新入生には新入学学

用品費を本年度は、準要保護世帯の44名に対して町が全額補助をし、特別支援教育就学世帯11名に

は町と国とがそれぞれ４分の１ずつ補助を行って、義務教育を受けるために必要な支援を実施して

おります。

今年度、学校給食費に係る経費は、米飯給食補助金も含め、小中学校合わせると年間で約4,000万

円程度必要となります。町は持続可能なまちづくりを求められている中で、学校給食費の無償化を

実施するためには、新たな財源を捻出しなければなりません。本来の給食費無償化は、子どもの食

の権利や生存権を担保し、健全な学習機会を保障するためのものであることから、町においては自

治体間の格差をなくして取り組むよう国や県に要望するとともに、保護者の子育て支援に資するた

め、前向きに検討してまいりたいと思います。

また、学校給食費の無償化を行うためには、年間約4,000万円を超える額を継続的に確保しなけ

ればなりません。町の状況は、増え続ける負担金や継続的な補助金など、どうしても支出しなけれ

ばならない事業が多い状況にありますし、一般財源の税収も増える要素は少なく、減少が続く見込

みであり、公共施設の老朽化が進み、修繕や建て替えを想定した予算の確保も考えておかなければ

なりません。さらに現在の町の予算は、財政調整基金を取り崩して編成している状況でありますの

で、一般財源を投入している事業の見直し等を行う必要があることをご理解いただきたいと思いま

す。

次に、新地町文化交流センターについての１番目、各種イベントが開催されているが、来場者か
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ら会場ホールの入り口やトイレの位置が分かりづらいとの意見が寄せられている。床面に案内表示

をしたり、入り口に案内看板を設置するなど、改善すべきではないかについてですが、文化交流セ

ンターは文化の交流、発信や様々な人の交流の場として整備され、令和２年度から供用を開始しま

した。また、障害や不自由さを感じることなく、多様な人が社会に参加できることをコンセプトに、

施設内の段差をなくし、自然光を利用した明るく落ち着いた空間となるよう木の素材感を活かした

温かみのあるデザインとしております。案内表示についても、利用者の流れを理解して、目的の場

所へ容易に行くことができるよう配慮して整備してきたつもりであります。入り口の案内看板につ

いては、現在、施設入り口前に設置しております大型ディスプレイに施設全体の案内図や施設の利

用予定を表示するなど対応しております。施設内の案内表示について、現状で分かりづらいとご意

見をいただいた部分については、利用者の皆様が利用しやすくなるよう、できる範囲で改善してま

いりたいと考えております。

２番目、イベント開催の際、町内外からの来場者は、大半が新地駅駐車場を利用している。その

際、駐車場利用券を使用するため、入退場において駐車場が混雑する。イベント開催時は混雑防止

のため、駐車場を開放すべきでないかについてですが、新地駅前駐車場は文化交流センターの駐車

場のほか、商業施設の駐車場、またＪＲ新地駅の一時利用者と月極駐車場の駐車場も兼ねておりま

す。利用料金については、３時間未満の駐車については無料、３時間以上の利用については１日最

大300円となっております。また、文化交流センターや商業施設利用者については、無料処理を行

うことで入庫後24時間は無料となっております。イベント開催時のゲートの開放ですが、先ほど述

べましたとおり、当該駐車場は駅駐車場を兼ねておりますので、ゲートを開放してしまうと、入庫

した台数の管理ができなくなるため、収容台数以上の車両が入ることで月極駐車場の区画を占領し

てしまう可能性もあります。このようなことから、駐車場の開放は現在のところ考えておりません。

イベント開催時の駐車場混雑緩和対策につきましては、混雑が予想されるイベントについては、こ

れまでどおり駐車場入り口に職員等が立ち、駐車場が混雑されると予想される時間帯に駐車券の発

券、挿入等のサポートを行うことで車両の駐車場へのスムーズな入退出を行い、混雑緩和に取り組

んでまいります。また、町イベント以外については、イベント主催者に同様の協力依頼をしてまい

ります。

３番目、各団体の控室が確保できなく苦慮している。改装増設し、控室を確保すべきではないか

についてですが、出演者の控室については、文化交流センターの整備計画の当初よりスタジオの２

室を演者の控室として使用することを想定しており、その他会議室の２室、多目的ホール南側にあ

る部屋と合わせて５室を控室として使用可能です。ただし、出演団体が多いイベントの開催では、

限られた部屋の数の中でそれぞれの控室の確保が難しいところもありますが、出演時間に合わせて

使用時間を調整するなど、各イベントで工夫しながら、今ある施設を使用していただいております。

以上のことから、控室の増設については、そのスペースを確保することも困難なため、増設は考え
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ておりません。

次に、地域公共交通について。新公共交通しんちゃんバス、しんちゃんタクシーについての１番

目、新たな地域公共交通として５か月がたった。しんちゃんバス、しんちゃんタクシーの乗車状況

について伺うについてお答えします。見直しを進めておりました新地町のりあいタクシーしんちゃ

んＧＯにつきましては、新たな公共交通サービスとして新地町タクシー助成事業、愛称しんちゃん

タクシーと新地町コミュニティーバス、愛称しんちゃんバスの運行を７月１日より開始いたしまし

た。実乗車状況につきましては、８月から10月までの実績として、しんちゃんバスが228人、しん

ちゃんタクシーが1,952台出動し、同乗者を含めた乗客数は2,186人であります。

２番目、しんちゃんバス乗車向上させる施策について考えを伺うについてですが、しんちゃんバ

スは、町民だけでなく町外からの来訪者も含め、誰でも利用可能な公共交通として運行しておりま

す。まずは町民の方々はもちろんですが、観光等で来町した町外の方々にも利用されるよう、周知

ＰＲをしてまいりたいと考えております。また、今後、運行を進めていく中で得られる乗車実績の

データや利用者等のご意見も踏まえ、新地町地域公共交通会議で議論を行い、必要により見直しを

検討していきながら、利用者の皆さんに親しまれる公共交通サービスとして定着するよう、事業運

営に努めてまいります。

３番目、令和７年度しんちゃんバス運行継続の是非について伺うについてお答えします。先ほど

お答えしたように、しんちゃんバスの運行は今年度７月１日から始めたところであります。令和７

年度においてもしんちゃんバスの運行を継続してまいりたいと考えております。

次に、環境行政について。ごみ焼却灰の処分について。ごみ焼却後の灰は、現在いわき市の灰処

理業者へ搬入し処理している。当町にも一般廃棄物最終処分場がある。当初の計画どおり埋立処分

すべきでないか伺うについてお答えをいたします。町の一般廃棄物最終処分場の事業計画では、第

１期計画、平成６年から平成17年、第２期計画が平成18年から令和元年の約26年間で埋立てが完了

する計画でした。現在の埋め立てている箇所は第１期計画の部分であり、平成４年度から５年度に

かけて建設した施設に、令和６年４月からごみの搬入が開始されました。昨年、令和５年度には、

堰堤を第１期工事の計画最終高まで築造し、約8,400立方メートルの埋立容量を確保したところで

あります。

相馬方部衛生組合の光陽クリーンセンターから排出される新地町分14パーセントの焼却残渣は、

年間約300トン弱あります。現在いわき市にあるメルテックいわき株式会社において処分しており

ますが、それらにかかる費用は、いわき市までの運搬費及び溶融資源化処理費です。令和５年度決

算額では285トンの運搬処理に対して1,832万7,000円支出したところであります。本年３月議会予

算審査委員会において、町一般廃棄物最終処分場に不燃物ごみだけを埋め立てた場合、埋立可能期

間を約17年間と申し上げたところですが、これは平成６年４月当時からの分別による埋め立てた不

燃物ごみを基に試算したものです。現在は、収集した不燃物ごみをさらに分別し、破砕等で容量を
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圧縮したり、出た木質ごみは一部プラスチックを焼却対応するなど、埋立てごみの減量化に努めて

おり、さらなる延命化が図られると思います。

一方、不燃物ごみのほか、焼却残渣を年間約300トン埋め立てた場合は、約10年で埋立ての終了

が見込まれ、第２期計画の施設建設が必要となります。施設建設に当たっては、第１期計画当時か

ら法改正等により環境基準や施設構造基準も改正されており、基本計画の見直し、基本設計、実施

設計、生活環境影響調査、さらには新たな水処理施設を含めた施設建設となることから、多くの事

業費が見込まれます。近年建設された施設を参考に当町の第２期計画規模とした場合、多額の事業

費が見込まれます。施設建設をするための財源として国の補助制度はありますが、補助金の交付対

象は人口５万人以上または400平方キロメートル以上の地域面積要件があり、当町は対象とならな

いため、全額自己財源となります。県内外を見ても、単独で最終処分場を有する小規模な自治体は

少なく、広域で処理しているところが多く見られます。また、イニシャルコスト、ランニングコス

トを考え、施設を持たず、民間事業者に処分を委託する自治体もあるようです。第１期分の埋立て

を延命化することが、第２期分の施設建設費用を大きく下回ると考えられ、中長期的に見た場合、

町の財源負担の大幅な軽減になると考えております。仮に焼却残渣を埋め立てることで第２期分の

埋立てが促進され、一般廃棄物最終処分場の寿命を縮めれば、新たな埋立処分地の検討が必要とな

り、難航することは必至であります。

以上のことから、ごみの減量化を町民に働きかけつつ、焼却残渣の処分については、当分の間は

民間処理業者に委託し、まずは第１期分の施設延命化に努めてまいります。

以上であります。

〇遠藤 満議長 ４番、寺島博文議員。

〇４番寺島博文議員 町長のご答弁ありがとうございました。

それでは、再質問させていただきたいと思います。まず、給食費無償化についてですけれども、

この件については今までもいろんな、数名の議員の方が一般質問して、今まで実現しなかったので

すが、先ほど１番議員の答弁にもあったように、前向きな検討をさせていただきたいというような

答弁だったと思います。ただ、ちょっと気になったのは、確かに財源の問題があって、ほかの予算

を減額したりするようなことがあるかもしれないということでご了承いただきたいというような話

だったと思います。本当財源的なところで今までなかなかできなかったわけですけれども、１つ今

回、昨年の12月にある議員が一般質問したときにはそういった回答だったのですけれども、今回前

向きな回答になったといいますか、検討するということに至った、その方針転換の要因とか何かあ

ったら、もし分かればお聞かせください。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〇大堀 武町長 その部分について、答弁にはならないと思いますが、我々も先ほどから言っている

とおり、児童生徒に対しては全国民が同じように取り扱うべきだということで、国に行ったときは



- 33 -

令和６年１２月定例会

必ず申し上げてきております。そういった方向で、少し国の方向ももしかするとという思いもあり

ます。そういう中であれば、町としても一定先で見込めるのではないかという思いもありますが、

どうなるか分かりませんが、そういった中で、先ほど答弁したとおり、一般財源というのを常に確

保していかなければ継続的にはできないので、そういった部分で、例えを挙げれば、使用料の見直

し等を含めて実施することで、そこの必要な一般財源の部分を少しでも補えるのではないかという

思いもありましたので、今回は年度当初でぜひやっていきたいというような方向の検討をさせてい

ただくということで答弁をさせていただいたということであります。

以上です。

〇遠藤 満議長 ４番、寺島博文議員。

〇４番寺島博文議員 前向きな答弁で、予測、今現在、国会でもそういった給食無償化についての論

議がされておりました。そういったことの先取りというようなことも含まれているかなと思います。

ぜひ前向きな方向で検討を進めていただければと思います。

あと、もう一つ、財源的なことでいえば、完全無償化というと100パーセントなのですけれども、

いろんな自治体で給食無償化というか補助とかやっていますけれども、半額とか、それからあと当

面の間とか、何かそういった時限立法とか、そういったこともやっているところもあるようでござ

いますので、そういうところも検討にして、無償化から半額というのはあれなのですけれども、ほ

かの事業でいろんな各部署で被害を被るようでも困りますので、そういったことも念頭に入れなが

ら検討していただければと思います。

次行きます。新地町文化交流センターについての件ですけれども、これ私もその施設でのイベン

ト開催時に携わっていて、よく私会場係やっているのですけれども、特に中に入ってから、会場入

り口からトイレの場所って見えないのです、あの場所から。だから、その脇に壁に表示あるのです

けれども、なかなか分かりづらいというようなこともありますので、そういったところ。あと、入

り口です。会場ホールに入り口、一応看板マニュアルというか作ったやつを立てるのですけれども、

なかなか分かりづらということと、あと裏側の控室にしている通路、そういうところに行くところ

が分からないというようなこともありますので、そういったところで、大型看板あるということな

のですけれども、細かいところが網羅されていないので、先ほどの回答では何かできる範囲で配慮

したいというようなことだったのですけれども、そういったところ、目に見えるような、視覚に訴

えるようなことも必要かと思うのですが、その辺お願いいたします。

〇遠藤 満議長 木幡邦枝教育総務課長。

〇木幡邦枝教育総務課長 ただいま議員から再質問ありました、目に見えるような形でということで

ございますので、施設の案内表示につきましては、利用者の皆様の目線で確認できるようなところ

に、できる範囲で改善してまいりたいと考えております。

以上です。
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〇遠藤 満議長 ４番、寺島博文議員。

〇４番寺島博文議員 ぜひ目に訴えるような看板をつけていただければと思います。

次行きます。イベント開催時の駐車場の開放なのですけれども、先ほどの回答では、今現在駐車

場が新地駅駐車場で187台、あと文化交流センターのところで23台、トータル210台ですけれども、

ここは確かに観海ホールの利用者の方、あと駅利用者の方が混在しているので、キャパというかオ

ーバーしないようにというような管理しているのだというような答弁でしたけれども、かなり入場

の際はそれほどばらばらというか、そんな混雑しないのですけれども、帰りは非常に、先ほども訴

えましたけれども、かなり混雑するのです。ですから、入場時は発券、帰りは完全にゲートを開け

にして、ある程度時間過ぎたら、開催が終わったら閉めるのでしょうけれども、その後残った方で

も発券利用して帰れるような姿に変えれば、対応可能では、できるのではないかなと思うのですが、

その辺いかがですか。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 駐車場の入り口のとき発券をして、帰りのときは開放するという

ことなのですが、先ほども言いましたとおり、ここの駐車場はイベント利用だけではなく、駅の駐

車場も兼ねております。仮にそういった対応した場合、何日か使われる方というのも確実におられ

て、そういった方も無料で出れてしまうということがございます。そういった不公平な部分も出て

きてしまいますので、イベントで混雑が事前に予測される場合に関しましては、やはりサポートの

職員とかイベントの主催者がついて、入室、発券、駐車券を入れるサポートするという対応で、ス

ムーズな入退室をサポートしたいと思っております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ４番、寺島博文議員。

〇４番寺島博文議員 今総務課長答弁しましたけれども、そういう要するに漁夫の利だか何だかいい

のだか、うまくそれを利用して帰るがために料金を免れるというような、今、回答だったのかなと

思うのですけれども、そういう方って、かなり少ないと思うのです、実際には。実際に利用、今回

このゲートを開けて、スムーズにお客様を帰すことのほうが、よほど利点というか、喜んでいただ

ける部分ではないのかなと。結局課長が回答した、そういう不心得の方を防止するというようなこ

とですけれども、そっちよりは利用者の利便性を考えて、これ私の意見ではなくて、そこを利用す

る方々からの要望なのです、ゲートを開けてやってほしいというのは。これは、私もそう思ってい

ましたし、多くは利用している町民の方々、あるいは町外から来る方の意見というか要望なのです。

その辺を、どっちを優先するかですけれども、私としてはそういうお客様、要するにこれから交流

人口を増やしていこうということであれば、そういったことを優先して開放するべきだと思うので

すけれども、もう一度答弁をお願いいたします。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。
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〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 今の寺島議員のお話、ご意見として承ります。

先ほども言いましたとおり、退出時には、混むような場合は、駐車券の挿入のサポートをするこ

とで、かなりの時間短縮が見込めますので、事前に混むようなイベントに関しましては、そういっ

たサポートをして対応してまいりたいと思っております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ４番、寺島博文議員。

〇４番寺島博文議員 今までどおりという答弁だったと思います。多くの町民からのそういう要望、

そういうことがあるということは、知っていてほしいと思います。

次行きます。控室の問題です。控室という控室は１つしかなくて、今スタジオ１、２と会議室１、

２を使っているわけですけれども、先ほどそういう主催している団体がうまく利用して使ってほし

いのだというような話だったと思うのですけれども、実際に私も一つの団体にいるのですけれども、

そういったところの中で、実際に来て、着替えたり、あるいはリハーサルの練習をしたり、そこか

ら今度出て、実際に出演したり、また戻ってきて着替えて、やると。これ非常に、言葉悪く言えば

非常に面倒というか、厄介なのです。そういったところもありますので、今回の一般質問になった

わけですけれども。１つ、施設の中央に中庭みたいな、ちょっときれいな中庭あるのですけれども、

そういったところ、何か工夫して使えれば、控室に利用できるのではないかななんて単純に考えた

のですけれども、その辺はどうですか。

〇遠藤 満議長 木幡邦枝教育総務課長。

〇木幡邦枝教育総務課長 ただいまの議員からのご質問にお答えしたいと思います。

中庭を控室に使えないかということでございますが、中庭のほう、施設の利用としてホール、ホ

ワイエ、中庭、展示コーナー、それから観海堂公園といったものを一体化にして利用するというコ

ンセプトも併せ持った施設でございますので、そこを控室に改装するとか、そういった考えはござ

いませんので、これまでどおり会議室とか、あとはスタジオ等を工夫してご利用いただければと考

えております。

〇遠藤 満議長 ４番、寺島博文議員。

〇４番寺島博文議員 そういう、今一体的に利用して使うのだというような、そういうことで設計さ

れてつくられた構造なのだろうと思います。そういうことで、控室が足りなくて困っているという

ことの実情を分かっていただければと思います。

次に行きます。新公共交通しんちゃんバス、しんちゃんタクシーについて。先ほどトータルでし

んちゃんバスとタクシーについて報告ありましたけれども、私のほうで独自で調査したところによ

りますと、しんちゃんバスについては、８月61人、９月99人、10月68人、あわせて７月が77人、平

均でいくと一月76人です。それから、しんちゃんタクシーについては、７月が689人、８月が636人、

９月が697人、10月が853人で、一月平均でいきますと728人になります。しんちゃんバスの町の計



- 36 -

令和６年１２月定例会

画は、年間といいますか、９か月で8,600人でした。これ月にすると955人です。計画の955人に対

して実績は平均で76人、これ実に８パーセント弱、7.95パーセントです。それから、しんちゃんタ

クシーについては年間で１万800人、９か月ですけれども。それを割ると1,200人、これが目標です。

計画です。それに対して実績は728人、60.7パーセントになります。そういう現状を今皆さんに共

有していただいて、次のしんちゃんバスの乗車向上施策についての考えについて、２番目に行きた

いと思います。

先ほどの答弁では、住民から要望、意見とか、あと審査委員会とか、そういったところの要望と

か、そういうのを検討して見直ししていくのだというような回答だったと思います。それについて

は大方私としてもそれでいいと思いますけれども、先日会津若松の金川町、あと田園町の住民コミ

ュニティーバスについてのニュースがテレビでやっておりました。これ成功事例の一つだと思うの

ですけれども、私１つ感心したのは、驚いたのは、10年間、毎月１回、住民との話合いをしている

と。何をしているかと、それはどうすれば利用客を増やすことができるかと。今利用していない方

をどう利用する方向に持っていくかということでした。こういったやり方というか、これは新地町

も、ぜひ参考にすべきだと思うのです。そういう意味で、実際今、新地町で町民で利用できていな

い、利用したいけれども利用していない方もらっしゃるかと思いますので、そういった話合いの場

を設けてほしいなと。あと、このところ、成功事例、ぜひ行政視察とかそういうところに行って、

参考にしていただきたいと思いますが、どうですか。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 お答えいたします。

会津若松市の住民バスということで、コミュニティーバスの運営協議会、そういったものを設立

して取り組んでいるという部分でお聞きをしております。先ほどいただいた議員からの提案もあり

ますけれども、そういった先進事例も今後参考にしていきながら、事業を運営してまいりたいと考

えてございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ４番、寺島博文議員。

〇４番寺島博文議員 ぜひそういった成功事例を参考しながら、これからしんちゃんバスの乗車率が

アップするようにやっていってほしいなと思います。

では、次の３番目のしんちゃんバス運行継続の是非についてですけれども、答弁では令和７年度

も今までどおり継続するのだというような回答だったと思います。先ほど一番最初に数字出したと

思うのですけれども、10パーセントにもいかないような現状の中で、これをまた来年度、事業費で

数千万円取ってあるわけですけれども、非常に現在の町民からの話を言われると、空気を運んでい

て無駄なのではないかというようなことを言われています。現にそういうようなところで苦情がか

なりあります。そういう予算をまた来年度もこのしんちゃんバスに使うというのは、有効活用する
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ということでの予算にはちょっと程遠いのではないかなと思いますけれども、私的には、民間なら

即刻廃止ですよね。だけれども、地域公共交通ということもありますので、ここは一旦立ち止まっ

て、もう一度初心に戻って再検討していただいて再出発するような方向も一つの方法かなと思うの

ですけれども、その辺についていかがですか。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 お答えいたします。

利用者が少ないので、一度立ち止まって考えたらどうかということでございますけれども、先ほ

ど町長から答弁させていただきましたとおり、今年度の７月から始めたところであります。今乗車

実績のデータも集まってきておりますし、出前講座十数箇所開催をして、いろんなご意見もいただ

いております。そういったご意見も踏まえて、見直しをしていきながら、また運行を継続していき

たいと考えてございます。以上です。

〇遠藤 満議長 ４番、寺島博文議員。

〇４番寺島博文議員 始まったばかりということで、すぐにはやめられないということなのだと思い

ますけれども、ぜひ町民の皆さんが納得するような形で変更できるようなバス運行にしていただき

たいと思います。毎日時間どおり定期的に巡回しているわけですけれども、燃料代もかなりかかっ

ているのではないかと思います。今現在ガソリン価格もかなり、170円を超えるような形になって

おります。隣の市ではメタンガスを使用したおでかけミニバスが動いています。当町についてもそ

ういったバス導入するときには、そういった代替燃料とか、あと電気自動車、そういったことの導

入なんかも今後検討すべきではないかなと。経費とか、そういうことも含めて、新地町にエネルギ

ーセンターなんかもあるわけですから、その電気を利用するとか、そういったことも考えるべきだ

と思うのですがいかがでしょう。

〇遠藤 満議長 ちょっと休憩します。

午前１１時５８分 休 憩

午前１１時５８分 再 開

〇遠藤 満議長 それでは、再開いたします。

大堀武町長。

〇大堀 武町長 今の意見で、片方では見直しをしろと言っています。片方では今度は燃料費もかか

るから違うものにしろと。非常に私としては頭があっち行ったりこっち行ったりして、どうやった

らいいか分からないというのが現実であります。今のところ、バスに対してこれ以上いろんなもの

に投資をする考えはございません。その中で利用客の動向を見ながら、そういった部分を最終的に

判断をさせていただくということになるとお考えいただければと。

以上です。
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〇遠藤 満議長 ４番、寺島博文議員。

〇４番寺島博文議員 了解です。

あと、最後の一般廃棄物処分場についてですけれども、１つ質問したいのですが、この一般廃棄

物処分場というのは、最初の目的は、こういった焼却灰を搬入するということにはなっていなかっ

たことなのでしょうか。

〇遠藤 満議長 大堀勝文町民課長。

〇大堀勝文町民課長 質問にお答えいたします。

今回のこの新地町の一般廃棄物最終処分場を認可申請する中で、ごみの処分する内容等について

は、灰から、不燃物から、そういったものが含まれた形での許可となっております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ４番、寺島博文議員。

〇４番寺島博文議員 先日というか去年、今年か、堰堤築造工事ありまして、17年間の延命というこ

とでやりました。先ほど丁寧に、２期工事とかいろいろ今度新しいところを見つけると、かなり多

額のお金がかかるということも理解しましたので、これはこれまでどおり継続ということで、認め

られないというか、そういうことになったと思います。

以上で終わります。

〇遠藤 満議長 これで４番、寺島博文議員の一般質問を終わります。

昼食で休憩をいたしますので、午後の一般質問は１時30分から再開いたします。

午後 零時０１分 休 憩

午後 １時３０分 再 開

〇遠藤 満議長 それでは、再開いたします。

休憩前に引き続き一般質問を続けます。

５番、吉田博議員。

〔５番 吉田 博議員登壇〕（拍手）

〇５番吉田 博議員 議席番号５番、吉田博であります。通告に従って一般質問をいたします。

私の質問は、異常気象及び地震等自然災害の対策であります。国連と世界気象機関で設立したＩ

ＰＣＣが、人間の影響により、大気、海洋及び陸域を温暖化させたことに疑いはないというような

ことを断じて発表いたしました。ということは、私たち人間が異常気象を発生させたということに

なるわけであります。その異常気象により、これまで見慣れない線状降水帯や竜巻、そして気温の

上昇による農作物の被害や熱中症による人的被害など、多くの災害が人間によってもたらされてい

ることに大きな不安を感じているところであります。今から約30年前に阪神・淡路大震災が発生し、

6,437名の方が犠牲になり、その13年後に東日本大震災が発生し、関連死を含め、２万2,222名の犠
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牲者となったことが、先月11月の新聞に掲載されておりました。当町においても、119名の貴い命

が奪われております。この８年後に熊本地震が発生し、277名が犠牲になり、さらに今年の１月１

日には能登半島に地震が発生し、341名の犠牲者が出ております。最近は地震回数の多いことに心

配をしておりますが、過去2010年から2020年まで、この10年間に地震発生件数の統計から、地震の

多い都道府県を見たところでありまして、7,457回、この10年の間に7,457回の地震があった福島県

が断トツ第１位であります。次いで多いのが茨城県の6,696回、３位が宮城県5,693回、４位が岩手

県の5,041回、そして５位が熊本県4,733回、その後に続くのが千葉県、栃木県、北海道、青森県、

長野県というようなことで、全国で最も少ない富山県が10年間で160回の地震が起きております。

しかし、地震が多いから不安、少ないから安心というようなことではありません。油断は禁物であ

り、日頃から地震は来るということで、避難時における最低限の生活用品の備蓄等、家族の安全の

ために、住まいの点検、補強を心がけることが必要であると思いますが、同時に、町としての町民

の命と安全を確保することを怠ることなく防災事業を進めることが必要ではないかという思いか

ら、次の質問を行いたいと思います。

初めに、異常気象等で、これまで体験したことのない新たな災害が日本国内で多く発生しており

ます。これらの対策を行うべきとの思いから、順次質問していきたいと思います。通告書の１項目

①として、各地で、線状降水帯による災害が多く発生しております。河川の氾濫だけではなく、平

地での浸水や土砂災害を念頭に入れて、必要な資機材を準備するべきではないかと思いますが、町

長のお考えをお伺いいたします。

次に、通告書１項目の②として、町内で竜巻が発生した場合、町民を避難させる安全な場所の周

知をしてあるかどうかというようなことであります。これもお伺いいたします。

次に、通告書１項目の③番として、高気温や熱波等による農作物や人畜の被害が各地で多く発生

しております。これらによる災害を未然に防ぐことはなかなか大変なことと思います。特に熱中症

による救急搬送が年々多くなっていると聞いております。65歳以上の高齢者の搬送の人員が50パー

セント以上を占めているとのことであり、個人の体調管理は必要なことは当然ですけれども、町と

してどのような対策ができるのか。これを検討すべきではないかと思います。町長のお考えをお伺

いいたします。

次に、自然災害による対策についてお伺いいたします。通告書２項目の①として、近年、国内の

地震が頻繁に起こっております。学校、保育所、町営住宅等、公共施設の耐震調査をすべきではな

いかと思いますが、町長のお考えをお伺いしたいと思います。

同じく通告書２項目②として、町内の活断層調査や地震の研究者による講演等も必要ではないか

と思いますが、町長のお考えをお伺いいたしたいと思います。

最後に、通告書３項目でありますが、町の防災体制の見直しについてであります。世界的に、異

常気象や地震、津波等が頻繁に発生しております。我が町だけが安泰というようなことにはいかな
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いと思います。これまで行ってきた防災訓練の在り方などを再検証して、各世帯に配布した防災用

品を避難訓練に持参しているかどうかなどを点検することによって、防災意識の高揚を図ることが

できると思いますが、この点についてお考えをお伺いいたしたいと思います。

以上、３項目６件についてのご回答をお願いします。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〔大堀 武町長登壇〕

〇大堀 武町長 ５番、吉田博議員の質問にお答えをいたします。

初めに、異常気象及び自然災害の対策についての１番目の、異常気象等で、これまで体験したこ

とのない新たな災害の対策を行うべきと思うが、町長の考えを伺うの１つ目、各地で線状降水帯に

よる災害が多く発生している。河川の氾濫だけではなく、平地での浸水や土砂災害を念頭に入れて、

必要な資機材を準備すべきと思うが、町長の考えを伺うについてですが、近年頻繁に発生する局地

的集中豪雨や台風の大型化、大規模地震など異常気象による災害は、私たちの予想をはるかに超え

た規模になってきております。災害に備え、町では食料品や生活用品、資機材等を備蓄しておりま

す。食料については、アルファ米やおかゆ、保存パン、レトルトカレー、栄養補給ゼリー、水など、

生活用品では、マスクやペーパータオル、簡易用トイレやおむつなど、その他土のう袋やブルーシ

ート、スコップ、発電機など、様々な資機材を備蓄しております。しかし、町の保管スペースには

限界があることから、レンタル機材の優先影響等について、複数の企業と協定を締結しております。

今後も様々な災害を想定した備蓄体制の強化に努めてまいります。

２番目に、町内で竜巻が発生した場合、町民を避難させる安全な場所の周知はしてあるのか伺う

についてですが、竜巻は発達した積乱雲に伴って発生し、短時間で住宅の倒壊や飛来物の衝突、車

の転倒などをもたらす可能性があります。竜巻に関する情報については、気象庁から発表される竜

巻注意情報が挙げられます。これは、竜巻が発生しやすい気象状況をゼロから１時間前に知らせる

ものです。竜巻に関する町民への避難場所の周知については、現時点では竜巻は事前に発生場所を

特定することが難しいことから、事前に避難場所を開設することは現実的に困難であると考えてお

ります。当町における町民への注意喚起としましては、町民の全世帯に配布しております新地町防

災マップにて、竜巻が発生、接近したときの退避行動方法を掲載しており、屋内にいる場合の退避

行動として、雨戸、窓、カーテンを閉めること、窓から離れること、屋外にいる場合は屋内に速や

かに退避することを明記しております。

また、日本全国で平均すると、竜巻は１年間に25個ほどの数が確認されておりますが、近年の気

象を考えると、さらに増加することも考えておかなければなりません。日本の過去のデータの竜巻

発生場所を見ますと、全国どこで発生してもおかしくありませんが、特に海沿いでの発生が多く確

認されております。しかし、太平洋側の東北地方は、非常に少ないデータがあります。そうはいっ

ても、竜巻から身を守る方法としては、とにかく頑丈な建物の中に逃げること、そしてできるだけ
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建物の１階で、家の中心部に近い、窓の少ない部屋、例えば押し入れやトイレ、等々に避難すると

いうことしかないのではないか。そういった啓発活動を今後も続けてまいりたいと思います。

３番目、高気温や熱波等による農作物や人畜の被害が各地に多く発生しているが、これらの災害

を未然に防ぐ方法は少なく、町としてどのような対策ができるのか検討すべきでないか伺うについ

てですが、昨今の異常気象により、全国的な社会的被害があることは承知しております。農業の分

野においては、猛暑により、水稲、大豆、ブロッコリーなどの葉茎菜類、トマトなどの果菜類、里

芋などの根菜類などが生育不良、葉焼け、着果不良などの影響があります。いずれも当町において

栽培されている農作物ばかりであります。高温障害は、作物により発症する温度が報告されており、

今年度のように、気温が35度を超えるような猛暑日が連日となるような場合に発生するようであり

ます。

現在行われている予防策としては、かん水や遮光などがありますが、遮光率や湿度管理など、生

産者による管理が重要となっております。このほか、県においては、高温障害により品質や収量低

下につながらないよう、農作物の品種改良などが行われているところであります。今年度において

は、高温障害に非常に敏感であるとされている水稲においては、福島県産の１等米比率は、10月末

現在で89パーセントとなっており、例年の90パーセント前後と比較して若干低い水準となっており

ますが、作況指数はやや良となっております。今後も高温障害が想定されますので、ＪＡと連携し

て情報提供に努めてまいりたいと考えております。また、人については、環境省より発信される熱

中症警戒アラートを防災無線やホームページでお知らせしたり、塩あめの配布や広報紙等を活用し、

熱中症に関する注意喚起を行っております。あわせて、今年度クーリングシェルターを指定した役

場、図書館、文化交流センター、ふくしま涼み処に登録している。福田、新地、駒ケ嶺郵便局の活

用を呼びかけてまいります。

次に、自然災害による対策についての１番目、近年、国内の地震が頻繁に起こっており、町の公

共施設等の耐震調査をするべきではないか伺うについてですが、まず当町の公共施設の耐震に関す

る方針は、建築物の耐震改修の促進に関する法律及び福島県耐震改修促進計画に基づいており、公

共施設の耐震性については、昭和56年６月１日以降に適用されている新耐震基準に基づき、設計、

建設された建物と、それ以前の旧耐震基準により建設された建物に分かれ、福島県耐震改修促進計

画ではこの旧耐震基準の建築物を対象施設とし、耐震診断や耐震化の実施を規定しております。当

町においても、この基準に沿って、町内の旧耐震基準の建物のうち、耐震診断が必要な12の公共施

設について耐震診断を実施しました。その結果、12施設のうち６施設は新基準に適合していること

を確認し、新耐震基準を満たしていない６施設については、改修を実施したり用途変更を行うなど

して対応していることから、現時点においては当町の公共施設は、この基準をおおむね満たしてい

る状況にあります。今後も新地町公共施設等総合管理計画に沿って、施設の定期的な点検、診断、

予防保全型の計画的な維持管理、更新等費用の抑制、平準化、長寿命化などを行いながら、将来を
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見据えた公共施設の維持管理に努めてまいります。

２番目、町内の活断層や地震の研究者による講演等も必要と思うが、町の考えを伺うについてで

すが、岩手県沖から北側の日本海溝、千島海溝沿いでは、約400年前の地層から、最大クラスの津

波による痕跡が見つかっており、過去の発生間隔から見ると、最大クラスの津波を伴う巨大地震が

切迫している状況であるとされており、日本海溝、千島海溝でマグニチュード９クラスの地震が発

生した場合、北海道から千葉にかけての広い範囲で、３メートル以上の津波が発生する可能性が政

府より既に発表されております。このことから、当町においても、災害は再び起こることを想定し、

備えを行うことが防災において何より重要と考えております。今後も様々な機会を通じ、防災に関

する啓発を行い、町民の自助の力を高めることに努めてまいります。なお、地震の研究者による講

演等につきましては、今後必要性を鑑み、検討したいと考えております。

次に、町の防災対策の見直しについての１つ目、世界的に異常気象や地震、津波が頻繁に発生し

ており、我が町だけが安泰ということはないと思う。これまでの防災訓練の在り方など、検証すべ

きではないか伺うについてですが、当町の近年の防災訓練の実施状況についてですが、平成28年は

第１、第２、第３、第４行政区において炊き出し訓練、心肺蘇生法、ＡＥＤ取扱訓練を消防団と合

同で実施、平成30年は第13行政区において、大型台風による大雨による土砂災害及び立田川氾濫を

想定した住民避難訓練、炊き出し訓練、水防訓練を消防団と合同で実施しました。令和元年から令

和３年は、台風19号や新型コロナウイルスの影響で訓練を行うことはできませんでしたが、令和４

年につきましては、第10行政区、第11行政区において、大津波警報を想定した住民避難訓練及び避

難所設営訓練を実施、令和５年度については第14行政区において大津波警報を想定した住民避難訓

練及び避難所設営訓練を実施しました。そして、今年度は第７行政区において大雨による土砂災害

及び砂子田川の氾濫を想定した住民避難訓練及び避難所設営訓練、消防団との合同の水防訓練を実

施いたしました。このように当町の防災訓練は、地域ごとに、またその地域の災害の優先的なリス

クを想定した訓練を消防団と合同で実施しております。市町村の訓練の優良事例等を研究するなど、

今までの訓練の実施方法の検証を行った上で、今後も引き続き定期的に防災訓練を行い、当町の防

災力の強化を図ってまいります。

以上です。

〇遠藤 満議長 ５番、吉田博議員。

〇５番吉田 博議員 ただいまご答弁いただきました。これらについて、改めて再質問をさせていた

だきたいと思います。

これらの初めに、線状降水帯による被害についてでありますけれども、私がこれまで体験してき

た水害というのは、大雨が降って、その水が川に流れて、川が氾濫するというようなパターンが多

かったのではないかと思っております。そしてまた、それらを警戒している消防団の方々が、この

川が氾濫するのではないかというような巡回、パトロールで、危険と判断したときに周囲の人に避
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難してくださいよというような声かけがあったのが、これまでの住民避難のやり方だったのではな

いかと思っております。しかし、この線状降水帯、これ新地町でこういった状況が起こっていない

のが幸いだと思うのですけれども、ある地方でこの線状降水帯が起こったのは、大きな川があって

も、そっちに雨水を誘導するような、そういうようなシステムがあっても、雨の降ったところの地

区の人たちは何を言っているかというと、川に流れる水よりも自分のところに降った水の量が多い

ので、流れるよりも自分のうちにたまる水が多いというような表現をしているのです。ですから、

これ町として、そういった事案があったときに、消防団の方がいくら行ったとしても、やっぱりあ

る程度の避難器具というのですか、そういったものが少ないような感じするのです。ですから、そ

ういったときに、テレビなんか見ると、車なんか置いていますよね。そういうようなことを見たと

きに、これゴムボートか何かがあれば、何か役に立つのではないかなというような思いから、そう

いったものの資機材も準備したらいかがでしょうかというような提案でございます。いかがでしょ

うか。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 最近の災害、吉田議員おっしゃるとおり、線状降水帯というもの

が発生して、短期間にかなりの量の雨が降るというような状況が各地で頻発しております。そうい

ったことに対応するため、我々としましてはとにかく早めの避難ということを呼びかけるようにま

ずはしていきたいと思っております。避難の注意報から始まって、気象の警報が始まるわけですけ

れども、その前に町としては、もしそのようなことが発生するというようなことが予見される場合

には、空振りを恐れずに高齢者等避難、または避難指示を出していきたいと考えております。

また、ご提案ありました資機材、具体的にはボートということなのですが、ボートは現在町で所

有してはおりません。まずは早めの避難を呼びかけるということに注力をしたいと思っております。

また、様々な資機材を用意するには、やはりスペースの関係上ある程度限界がございます。答弁に

もありましたとおり、様々なところと協定等結んでおりますので、そういった協定を活かしながら、

災害が発生した場合には必要な資機材を集めたいと思っております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ５番、吉田博議員。

〇５番吉田 博議員 今の答弁いただきました。協定しているところがあるというような答弁であり

ますけれども、実はこれ私２回目ぐらいの質問だと思います。そのときは、相馬の消防署にボート

があるから、新地はそこまで必要ないのではないかというような答弁をいただいたと思います。し

かし、あの頃の状況と今の状況というのは、もう全くこの線状降水帯の状況というのは違っている

のではないかと思うのです。というのは、相馬消防署に備えてあるボートというのは、あれは相馬

と新地で使うのだというようなことで配備されてはいるのですけれども、実際相馬で使っていたと

きには、もう新地には来ないのです、そのボートは。ですから、これは転ばぬ先のつえとでも申し
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ましょうか、私は必要ではないのではないかと思います。というのは、前に、町長これすばらしい

ことをやったと私は思っております。給水車を町で準備しております。これまで何回か自衛隊の給

水を町民に提供してもらったというようなことがあって、これではいかんというような思いでそう

いった対応をしたと思うのですけれども、値段的に言えば給水車１台の値段よりも５分の１、ある

いは10分の１で購入できることでありますので、一つ心の片隅にでも置いていただけたらと思いま

す。

次に、竜巻でありますけれども、最初の答弁いただいた中には、全国で１年間に25個の竜巻が起

こっている、そして町内の防災マップにも避難所というような形で掲載しているところがあるとい

うようなことでありました。ただ、このときにやはり竜巻を阻止しろといったって無理な話であり

まして、当然これは早く避難してくださいというようなのが第一に必要なことかなと思います。そ

こで、町民にいち早く避難させるというのは防災無線だと思うのです。ただ、この防災無線、誰が

どのように使ってもいいというようなわけではないと思います。防災無線の使用する規定というの

があると思うのですけれども、これらについて、例えば今町の職員が充分なぐらい仕事をやってお

ります。こういうようなときに、はい、さあ、誰々って町長が命令することもできると思うのです。

ただ、土日の手薄のとき、どういうことかというと、輪島ですか、あそこで震災やったときに、正

月休みでなかなか人の手配がつかなかったというような話がありました。ですから、町では防災無

線を使うというのは、やはり役場の職員でもありますので、いつ誰がどのような方法でも使用でき

るというような、そういった規定、規則が必要だと思います。私ちょっとこの防災無線の使用基準

というのは分かりませんので、これらについてそういったことが可能なのか、すぐに職員が可能な

のかどうか、これをちょっとお伺いしたいなと。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 まずは、基本的に防災無線を発するときには自動音声によるもの、

これは総務課職員が入力して発するということでございます。また、直接声による防災無線の放送

ということもできます。必要に応じて、そういった防災無線は基本的には総務課職員が中心となっ

て対応したいと思いますが、緊急時には職員が直接話すということも可能ですので、そういった対

応をしてまいりたいと思っております。なお、竜巻は基本的に事前の警報というのはないのですが、

少なくとも気象警報が出た場合は、総務課職員は何時であろうと、海上の暴風警報は別ですけれど

も、気象警報が出た場合には職員が登庁しておりますので、そういった防災無線の活用は可能かと

思います。

以上です。

〇遠藤 満議長 ５番、吉田博議員。

〇５番吉田 博議員 親切な答弁ありがとうございますが、今私がお伺いしたかったのは、防災無線

の使用規定というのはあるのですかと、それに誰がこうやっても、いつ使ってもいいような規定が
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あるのですかということをお尋ねしたかったのですけれども、もう一度よろしいですか。

〇遠藤 満議長 ちょっと休議します。

午後 ２時０９分 休 憩

午後 ２時０９分 再 開

〇遠藤 満議長 再開します。

５番、吉田博議員。

〇５番吉田 博議員 解釈の違いだとは思いますけれども、私の質問の中には、町民を避難させる安

全な場所の周知等はあるかというような質問でありましたので、それらについて質問したつもりで

あります。

続いて、質問を変えます。熱中症です。町内の今年も多くの方が救急搬送されました。どういう

ような対処をしているのですかというような問いでありましたけれども、今の答弁の中に、それぞ

れの農作物については遮光するとか、あるいはそういったもの、熱に強いようなシステムを県で品

種改良しているのだというような回答でありました。ただ、ここでこれを全て町単独でできるとい

うようなことは、私はないと思うのです。これを全て対策しろというのではなくて、一つひとつ町

のできることをやっているのですかという問いなのですけれども、先ほど答弁の中に図書館とかそ

ういった施設、ちょっと聞き逃しました。あと福田、新地、駒ケ嶺の郵便局に６箇所ですか、ちょ

っと答弁速くて聞き漏らしてしまった部分があるので、大変申し訳ないのですが、その６箇所の施

設名をもう一度お伺いしたいと思いますが、よろしいですか。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〇大堀 武町長 早口になってしまい大変申し訳ありませんでした。お話ししたのはクーリングシェ

ルター、それが役場、図書館、文化交流センター、要はエアコンが効いていると思われるところ、

ただし土日は非常に厳しいかもしれません。役場は、もしかすると日直がいるから可能かもしれま

せんが、あとは文化交流センター、そういうふうにして人がいるときは大丈夫だと、職員がいない

ときは非常に厳しいかなと思いますが、以上の３箇所がクーリングシェルターです。

そして、福島県が呼びかけをしながらやったふくしま涼み処、当然上の部分もそこに入っている

と理解してもらっても結構ですが、それに福田、新地、駒ケ嶺のそれぞれ郵便局がそういった涼み

処で、それぞれにご用がなくても来ていいですよという、そういうところだということです。

以上です。

〇遠藤 満議長 ５番、吉田博議員。

〇５番吉田 博議員 お手数かけました。すみませんでした。ありがとうございます。

次に移ります。自然災害による対策についてであります。近年の地震が頻繁に起こっております。

先ほどの答弁の中で、町の施設としては12の施設を調査したところ、６施設がその基準になってい
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ると。あとの別な６施設は、順次改良済みだというようなことだったと思います。その６施設、順

次改良した分、６施設の名称はご報告いただけますか。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 もう一度答弁を繰り返しますと、まず福島県の耐震改修促進計画

に沿ってやっているわけですけれども、旧耐震基準のものが12施設ございます。その12施設のうち

６施設は新基準に適合しているということです。残りの６施設については、まず改修を実施して既

に実施したということ、それから用途変更もしておりますので、基準を満たしているということに

ございます。

その６施設は何かといいますと、福田小学校、福田小学校体育館、それから福田小学校給食室、

この３つについては耐震改修実施済みです。それから、基準を満たしていない歴史民俗資料館倉庫、

駒ケ嶺町水防倉庫、それから勤労者体育センターの町民プールの部分に関しては用途変更しており

まして、利用期間を限定的にしておりますので、基準を満たしているといいましょうか、特にこの

部分は対応しているというような実情でございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ５番、吉田博議員。

〇５番吉田 博議員 再確認します。

新地の町民プール、これ用途変更をすることによって対象施設ではなくなったというような解釈

でよろしいのですか。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 プールそのものではなくて、ちょっとうまく表現できないのです

けれども、体育館の更衣室というか、その部分なのですけれども、そこが要は夏季限定の限定的な

施設なので、そういったもので耐震診断はしていないというような状況でございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ５番、吉田博議員。

〇５番吉田 博議員 納得できないというか、要はこれは施設としての対象があったわけですよね。

違うのですか。今の12の施設のうち６施設はオーケーで、あとの６つの施設は、前の答弁だと処理

済みですというような。この処理済みというのは、一般的に考えれば、悪いところを直したという

ような、そういうような考えになると思うのですけれども、用途変更したということでオーケーと

いうようなことになるのですか。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 答弁をもう一度繰り返しますけれども、現時点においては、当町

の公共施設は、この基準をおおむね満たしている状況にありますという答弁をいたしました。

以上です。
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〇遠藤 満議長 ５番、吉田博議員。

〇５番吉田 博議員 もやもや感があるのですけれども、時間がないので、次に進みます。

町内における活断層についてでありますけれども、先ほど町長から答弁をいただきました。活断

層なのですけれども、前にちょっと阪神・淡路大震災があって、神戸で直下型地震があって、大き

な犠牲者が出たというような話があったときに、我々の感覚でしたら、地震イコール津波というよ

うな感覚でこれまでいたのです。新地はもう浜もあるというようなこと、ただあの阪神・淡路大震

災では活断層による直下型地震というようなことだったので、活断層ってどこにあるのだというよ

うなことで新地町も調査した経緯があると思います。しかし、その活断層を調査はしたものの、ど

れぐらいの長さで、どれぐらいの規模でという完全に把握できるような調査ではなかったかと思う

のです、私。ですから、それを例えば地震の研究者とか、そういった人たちに、この前も考古学の

お話も聞いたことがあるのですが、そういった専門家で、今新地町のどの部分に活断層があって、

これぐらいの規模であるのですよ、これぐらいの長さであるのですよというような、そういった講

演なり周知するようなことをやっていただいたらいいのではないかなと、私はそう思うのです。で

すから、そういった計画をぜひやっていただきたいのです。お願いします。答弁がありましたら。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〇大堀 武町長 先ほども答弁したと思うのです。今後必要性を鑑み検討したいということで、吉田

議員の質問にはお答えしたつもりでいたわけです。活断層も新地的には一番は双葉の活断層という

ことで、駒ケ嶺の上手、この辺にあると言われていますが、そういった部分を含めて吉田議員の言

われるような中身を充分に検討して、できるだけそういったことを実施をできればしていきたいと

思います。

以上です。

〇遠藤 満議長 ５番、吉田博議員。

〇５番吉田 博議員 活断層についての講演会をぜひやってください。お願いします。

それでは、質問を変えます。町の防災訓練、防災対策の見直しということについて再質問させて

いただきます。実は、なぜこれを質問したかというと、私は震災前、大戸浜に住んでおりました。

その大戸浜地区には、震災の前の年に地区の全世帯に防災グッズを入れた防災避難袋というのです

か、それはもう配布してあったのです。町としても全世帯に震災後に配布しましたけれども、その

ときに私は、もう3.11の避難したときにそれをまず、避難した翌日ですけれども、体育館に避難し

た人たちを、１軒１軒大戸浜の人たちを見て回って、銀色の防災グッズを入れたリュックをしょっ

てきたのはたった１人だったのです。これでは何の意味もないなというような思いで今回この質問

をさせていただきました。というのは、先ほど消防団を中心とした何箇所、行政区単位でもって何

回かの避難訓練をやったというような報告がありました。やっぱり避難するときに避難訓練みたい

なものを想定してやって、そのときに新地の町内全域にグッズはあるわけですから、それを持って
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きて集合してくださいというような、そういったやり方を周知していただきたいなというようなこ

とで、今この方法を、防災訓練の在り方をもう一回ちょっと見直して、そういったものを徐々にや

っていくべきではないですかという質問をいたしました。これらについてご答弁いただければ。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 防災訓練のやり方、今吉田議員が提案していただいたことも含め

て、現状に満足せずに今までの訓練のやり方検証した上で、今後も防災訓練を定期的にやりまして、

防災力の強化を図ってまいりたいと考えております。

〇遠藤 満議長 ５番、吉田博議員。

〇５番吉田 博議員 答弁いただきました。よろしくお願いしたいと思います。

石破総理大臣になりまして、石破さん、防災庁をつくると言っておりますので、大変期待をして

いるところでありますが、やはり行政の最も大切なことは国民、町民の命を守るというようなこと

であると思います。新地町の皆さんが住んでよかった、生まれてよかったという町になってほしい

という思いをしております。

12日に町民の懇談会が予定されております。この機会に町民の意見を充分聞いていただいて、町

民が望むまちづくりに努力していただきたいということをお願いいたしまして質問を閉じます。あ

りがとうございました。

〇遠藤 満議長 これで５番、吉田博議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩をいたします。

午後 ２時２５分 休 憩

午後 ２時３５分 再 開

〇遠藤 満議長 再開します。

休憩前に引き続き一般質問を続けます。

６番、八巻秀行議員。

〔６番 八巻秀行議員登壇〕（拍手）

〇６番八巻秀行議員 大変お疲れのところ、もうしばらくお付き合いいただきたいと思います。受付

順位４位、議席番号６番、八巻秀行です。よろしくお願い申し上げます。

東日本大震災から早いもので13年９か月が過ぎましたけれども、まだまだ復興は道半ばでありま

す。新地駅東側のスマートアグリ、そして６次化施設用地には進出企業、植物工場を早期に誘致す

るとともに、津波復興拠点整備拡大区域への残る用地約１万平方メートルへのスーパーマーケット

の張りつけ、あるいは被災した大戸浜等の防集元地の活用も全く進んでいない状況であり、課題は

山積しています。一方、相馬港４号ふ頭のＬＮＧ基地ではＬＮＧの取扱量も増え、福島天然ガス発

電所の１、２号機も全面営業運転によって首都圏へ供給され、さらに駒ケ嶺にアンモニア拠点基地
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を造るという壮大な計画であります。石油資源開発株式会社等の５社は2030年にも、あと６年後で

すけれども、輸入から貯蔵、供給まで一貫した基地を建設する見込みであり、アンモニアは燃焼し

ても二酸化炭素を出さない燃料として注目をされ、今後の需要が見込まれるということで、ＬＮＧ

基地の近くに用地も確保できるというビッグニュースに力が湧いてまいります。そして、民友新聞

にそれを現実にする調査本格化の報道があり、ますます力が湧きます。復旧、復興のスピードを早

めて、快適で住みよい笑顔あふれる新しい新地町の創造を目指して一般質問を申し上げます。

今回私は、件名１、快適で活力ある町づくりについて、件名２、災害に強く安全安心なまちづく

りについて伺います。件名１、快適で活力ある町づくりについて。１つは、パック御飯の事業推進

と拡大について。１つ目、ＬＮＧガス関連企業として、パック御飯の製造工場が考えられますけれ

ども、事業推進と拡大をどう考えているか伺います。相馬市は、このほど山形県の鶴岡市、ドリー

ムズファームと工場立地に関する基本協定を結んでおります。新工場は、相馬中核工業団地西地区

に2.1ヘクタールの用地を確保しまして、新工場では30人の雇用を見込みます。2026年、再来年で

すけれども、３月末の操業開始を目指しています。そして、県産米を使用して１年で3,600万食を

製造、年間生産額は25億6,600万円を想定しているようであります。同社は、ＪＡふくしま未来が

昨年市内に整備したそうま日立木カントリーエレベーターの米を使って、相馬周辺の水田で原料米

を生産するとしております。このニュースを聞いて、はっといたしました。私は、12年前から提案

していたＬＮＧ冷熱使用、冷熱といいますとマイナスの162度でありますけれども、これを理由し

て、パック御飯の製造誘致を思うものであります。一足遅い感がありますけれども、当町には石油

資源開発株式会社があって、購入用地もあります。また、パイプライン周辺に工場団地を造って、

新潟東港のパック御飯、包装米飯製造企業でありますけれども、このような企業誘致を図れば、相

馬市のこの話の後押しにもなると思うのであります。この地域の宝を活用しながら、冷熱利用の企

業を誘致して、まちづくりを進めることをどう考えますか、伺います。

２つ目ですけれども、相馬港脱炭素推進に向けて、相馬港脱炭素化を推進する立場から質問を申

し上げたいと思います。１つ目ですが、2050年カーボンニュートラルの現状と具体的な取組につい

て、民友新聞によりますと、県は相馬港での温室効果ガスの削減を目指す相馬港港湾脱炭素化推進

協議会の第３回の会合を相馬市で開きました。脱炭素化に向けた推進計画を策定しようとしており

ます。計画案は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた具体的な取組として、発電時に温室

効果ガスを排出しないフリー電力の導入、石油資源開発などによるアンモニア供給拠点の整備に向

けた共同検討を加えたとしております。この全体の計画はどういうものか伺います。計画は年度内

に策定の見込みであるとしておりますけれども、その背景であるとか、現状であるとか、取組を伺

いたいと思います。どういう計画を意図していますか、伺います。

２つ目ですけれども、温室効果ガスを排出しないフリー電力の導入とアンモニア供給拠点の整備

促進について伺います。相馬地区にアンモニアの供給拠点を整備するために共同検討を実施してい
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る石油資源開発など三菱ガス化学、ＩＨＩ、三井物産、商船三井の５社は、本年度の非化石エネル

ギー等の導入促進対策費の補助金、水素等供給基盤整備事業に採択をされています。これも共同検

討を加えたという表現をしておりますけれども、どういうことを言っているのか伺いたいと思いま

す。そして、計画の策定を含めた今後の推進スケジュールを伺うものであります。

続いて、件名２、災害に強く安心安全な町づくりについて伺います。１つ目は、町盛土条例に係

る首都圏の工事残土について、本計画の状況をどう考えているか伺います。今泉地区の山林に首都

圏の工事残土が運び込まれ、地区町民は困惑をしております。横浜湘南高速道路の掘削の残土で、

土壌の証明もついた土壌でありますけれども、相馬港２号ふ頭に陸揚げをされたものを今泉の大戸

浜へ続く通称いのちの道を通り、西斜面のくぼ地に６月頃から10トンダンプ２台くらいで運搬をし

ておりました。11月の18日に確認をしてまいりましたけれども、最近は運搬していないようであり

ました。現地は新地町に令和６年６月28日に伐採届を出しており、伐採期間は、令和７年の１月末

となっております。町盛土条例にも影響するこの首都圏工事残土について、どう考えているか伺い

ます。

そして、本計画の当該町民に対する説明はどうなっているのか伺います。

さらに、町民に不安を与える事案ということで、これを中止すべきでないかと思いますが、どう

考えますか。お伺いをいたします。

以上申し上げましたが、よろしくご回答をお願いします。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〔大堀 武町長登壇〕

〇大堀 武町長 ６番、八巻秀行議員の質問にお答えをいたします。

初めに、快適で活力ある町づくりについての１つ目、パック御飯の事業推進と拡大についての１

番目、ＬＮＧガス関連企業としてパック御飯の製造工場が考えられるが、事業推進と拡大をどう考

えるか、及び２番目のパック御飯の企業誘致推進についてお答えをいたします。

相馬ＬＮＧ基地内のＬＮＧタンク、ＬＮＧ気化設備及び相馬・岩沼間ガスパイプラインの工事が

完了し、令和２年８月に全面操業を開始しております。パイプライン内航船やＬＮＧローリー車に

よるＬＮＧの供給が行われております。企業誘致の際には、当町にこのような天然ガス供給基地が

あることや、相馬港の利便性を含め、当町の特色をＰＲしながら、進めているところであります。

今後もガス供給会社や関連する企業の営業担当者と情報交換、連携を図るなどして、パック御飯の

企業も含め、県と共に企業誘致に努めてまいります。

次に、相馬港脱炭素推進に向けての１番目、2050年カーボンニュートラルの現状と具体的な取組

について、全体計画案はについてお答えをいたします。国土交通省は、国の輸出入貨物の99パーセ

ントを取り扱い、ＣＯ２排出量の約６割を占める産業の多くが立地する港湾において、脱炭素化に

配慮した港湾機能の高度化を図るカーボンニュートラルポートを形成し、脱炭素社会の実現に取り
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組んでいくこととしております。本年４月、相馬港における港湾脱炭素化推進計画の策定に向け、

港湾管理者である福島県が組織する相馬港港湾脱炭素化推進協議会が設置されました。協議会は、

相馬港に隣接し、港湾を利活用している企業や荷役業者、国、福島県、相馬市、新地町の行政機関、

29機関で構成されているほか、オブザーバーとして次世代エネルギーに関連する技術開発を行う企

業や東北経済産業局などの行政機関、６機関が参加しております。これまで協議会を３回開催して

おり、年度内の相馬港港湾脱炭素化推進計画の策定、公表が予定されております。

２番目の温室効果ガスを排出しないフリー電力の導入とアンモニア供給拠点の整備促進について

お答えをいたします。現在、福島県において、相馬港港湾脱炭素化推進計画の策定作業を進めてい

るところでありますが、目標達成に向けた主な取組として、ＣＯ２フリー電力の導入やアンモニア

受入れ、供給拠点の構築に向けた検討が計画に位置づけられております。

３番目の計画の推進スケジュールについてですが、相馬港港湾脱炭素化推進計画の策定、公表は

年度内が予定されております。

次に、件名２の災害に強く安全安心な町づくりについての１番目、町盛土条例に係る首都圏工事

残土について、本計画の状況をどう考えているかについてですが、町では土砂等の崩落等による災

害の発生の防止を図り、もって町民の安全の確保に資することを目的に、本年３月に新地町土砂等

による盛土等の規制に関する条例を施行しました。許可対象は、事業区域が1,000平方メートル以

上、3,000平方メートル未満の土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積をする行為や一団の土地の

区域における切土、床掘り、掘削する行為、また土砂等の量が1,000立方メートル以上、3,000立方

メートル未満等の場合、対象となります。その後、県では６月に福島県土砂等の埋立て等の規制に

関する条例を施行し、許可対象は事業区域が3,000平方メートル以上となり、ご質問の首都圏工事

残土の埋立てについては、事業規模から、県条例にのっとり許可の可否決定がされるものと認識し

ておりますが、審査手続の中で町への届出や許可に関わる場合がありますので、町が規制できる範

囲で意見していくとともに、町内で見受けられる現場等については県に確認するなど、情報連携等

に努めたいと考えております。

２番目は、本計画の当該町民に対する説明はどうなっているのかについてですが、県条例では第

９条に、周辺の住民に対する周知と規定があります。県の担当者に確認したところ、申請書類に添

付するものとして、工事周知チラシの写しをもって確認しており、町においても、今泉地区におい

て回覧されたことや、事業区域付近の住民に対して事業者から説明があったと確認しております。

３番目の、町民に不安を与える事案は中止すべきではについてですが、１番目の質問にお答えし

たとおり、ご質問の事案は事業規模が県条例に該当するものであり、町が直接的に規制できるもの

ではありませんので、ご理解願いたいと思います。

以上です。

〇遠藤 満議長 ６番、八巻秀行議員。
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〇６番八巻秀行議員 ただいまそれぞれご回答いただきました。再質問申し上げたいと思います。

今この回答をお伺いしますと、関連企業等と一体となって企業の誘致に努めるというようなご回

答をいただきました。大変前に進んだなと思っております。本当に相馬の状況を後押しできる状況

ではないかと思います。しっかりと後押しをしていっていただきたいと思います。そこで相馬の日

立木のカントリーエレベーターの米を使うとか、それから相馬市周辺の水田での原料米の生産であ

るとか、企業が進出することによってどんどんと広がるわけです。農業分野までも拡大してまいり

ますけれども、こうした相乗効果を図ることが大切だと思います。こういうことで、これからもい

ろんな企業の誘致を進めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 お答えいたします。

今農業関係も含めて、そういった広く企業誘致、産業誘致に結びつけていったらどうかというよ

うな提案でございますけれども、そういった広い視野を持って、今後も企業誘致活動を進めてまい

りたいと思ってございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ６番、八巻秀行議員。

〇６番八巻秀行議員 しっかりと進めていただきたいと思います。

そして、今植物工場、新地駅の東側辺りに空いているわけですけれども、あとは大戸浜の防集元

地の活用ですけれども、そういったところにも、やはりパイプラインも近くにありますし、そうい

ったところの活用もひとつ企業誘致を図っていただきたいなと思いますが、どうでしょうか。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 お答えいたします。

今企業誘致、いろいろ町内で新地駅周辺の事業用地とか、駒ケ嶺工業用地とか、あと防集元地と

かもございます。そういった部分、企業誘致ＰＲする際は、当町ではこういったＬＮＧ関連産業が

あると、パイプラインもあるということも含めてＰＲしながら実施しておりますし、今後もしてい

きたいと考えてございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ６番、八巻秀行議員。

〇６番八巻秀行議員 期待して進めていただきたいと思います。

次に移ります。２つ目の相馬港脱炭素化の推進に向けてでありますけれども、ＬＮＧ気化設備で

あるとか、この計画の策定に向けて29の機関が関係しており、６機関が後押しをしているというよ

うなことでありますけれども、ここで計画を共同検討するという表現があるわけですけれども、ど

ういうことを言っているのかちょっとお伺いしたいと思います。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。
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〇小野和彦企画振興課長 お答えいたします。

まず、この計画につきましては、相馬港で脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化を通じ、カーボ

ンニュートラルポートを形成する。水素、アンモニアなどの大量、安価な輸入を可能にしていくと

ともに、国全体の脱炭素社会の実現に貢献するという、こういった目的で計画をつくるということ

で、そこに共同研究という部分でまず相馬港で関係する事業所さん、それと国、県、町、そういっ

た部分で官と民が共同で検討して計画をつくっていくような、そういったイメージだということで

認識をしてございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ６番、八巻秀行議員。

〇６番八巻秀行議員 大体理解しましたけれども、計画をこれからつくるわけでありますけれども、

相馬港の１、２、３号ふ頭というのは荷役の埠頭でありますけれども、ターミナルとして活用する

とか、あとは４号、５号ふ頭については、エネルギーの脱炭素化を推進して、アンモニア基地とし

ての活用をする計画、こういう張りつけといいますか、計画だと思います。この辺について、もう

少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 この計画につきましては、福島県が中心になって今計画を策定中でありま

して、まさに今策定中であります。策定が終わって公表するのが今年度末を予定しているというこ

とでありますので、その計画の中身につきましては、回答はちょっと、私では回答を差し控えさせ

ていただきたいと思います。

以上です。

〇遠藤 満議長 ６番、八巻秀行議員。

〇６番八巻秀行議員 しっかりと進めていただきたいなと思います。

次に移りますけれども、災害に強く安心安全な町づくりですが、当然県の範囲といいますか、

3,000平方メートル以上というようなことで、県の担当する分野でありますけれども、そういう中

で町に対して伐採届が出ているわけです。来年の１月末ということになっておりますけれども、こ

の辺について県との調整といいますか、どんなふうに考えればいいのか、ちょっとお伺いしたいと

思います。

〇遠藤 満議長 休議します。

午後 ３時０７分 休 憩

午後 ３時０８分 再 開

〇遠藤 満議長 再開いたします。

加藤伸二農林水産課長。
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〇加藤伸二農林水産課長兼農業委員会事務局長 ただいまの伐採届についてお答えいたします。

当該現場は、山林部分と、あと原野の部分がありまして、一部山林のところで伐採届ということ

なのですが、面積は今資料を持ち合わせておりませんので、詳しくはお答えできないのですが、町

の部分で伐採届の受理という形ではいただいております。ですので、県との関係は、特段伐採届に

関しましてはございません。

以上です。

〇遠藤 満議長 ６番、八巻秀行議員。

〇６番八巻秀行議員 たしか伐採の、今私も携帯で写真撮ってきたので、ちょっと定かではないので

すけれども、多分６反歩くらいかなと思っております。地域の方々が心配している、雨等が降れば、

鉄道まで流れていくようなところでありまして、大変西側斜面に向かっているわけです。いろいろ

心配するわけですけれども、県あたりに相談をしながらといいますか、情報を共有して、しっかり

現場を見ていってもらいたいなと思います。対応方よろしくお願いしたいと思います。

最後に、今年は令和12年を見据えた第６次総合計画の５年目の年であります。そして、後期計画

の策定年度でもあります。来年を将来を見据えた積極的なまちづくりを期待いたしまして質問を終

わります。ありがとうございました。

〇遠藤 満議長 これで６番、八巻秀行議員の一般質問を終わります。

◎散会の宣告

〇遠藤 満議長 以上で本日の日程は全部終了しました。

これで散会いたします。

ご苦労さまでした。

午後 ３時１１分 散 会
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午前１０時００分 開 議

◎開議の宣告

〇遠藤 満議長 これから本日の会議を開きます。

なお、佐々木孝司教育長は病気療養中のため、欠席届がありましたので、ご報告します。

ただいま出席している議員は12名であります。

◎一般質問

〇遠藤 満議長 日程第１、一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

10番、井上和文議員。

〔10番 井上和文議員登壇〕（拍手）

〇10番井上和文議員 おはようございます。師走となりました。今年１年を振り返ってみますと、ま

さに激動の１年です。能登半島の地震から始まり、豪雨災害、猛暑、総選挙など、海外では、ウク

ライナ、ガザ、最近はシリアなど紛争が続き、国内では、闇バイトという言葉がテレビで度々登場

するなど事件が相次ぎました。その中でも日本被団協がノーベル平和賞を受賞するなど、明るい話

題もございました。安心、安全、平和な社会を目指して、皆さんと共に今後とも活動することの決

意を申し上げ、質問に入りたいと思います。

第１に、物価高騰対策の拡充についてお伺いをいたします。寒さが厳しくなってまいりました。

年末に向けて長引く物価高騰から住民の暮らしを守る取組が一層重要になっております。報道によ

れば、国は物価高への対応を柱とする民間の資金も含めた事業規模が39兆円程度となる新たな経済

対策を決定しました。中身は、１、賃上げ環境の整備、２、物価高対策、３、国民の安心、安全の

確保の３つであり、物価高対策では電気ガス料金への補助、低所得者への支援、ガソリン価格を抑

えるための補助金等を上げているようでございます。いずれも国会での審議を経てからであります

が、国の施策と併せながら、町としても何ができるか考えなければならないと思っております。

先般あるコンビニの経営者と話をいたしましたところ、100円のコーヒーが120円、全体として１

割から２割上がっており、値段を据え置いているものもあるが、中身の量が少なくなっているとい

うことでありました。どうしても家庭の中では、物価高騰の影響で食料品費に占める割合が高く、

年末を迎え、物価高騰が暮らしに直結する状況が見受けられます。国の物価高騰対策と併せて、そ

の拡充策についてご所見をお聞かせください。

次に、福祉灯油の取組についてお伺いをいたします。令和３年度にコロナウイルスの物価高対策

として、非課税世帯の高齢者と障害者、独り暮らし世帯に5,000円等々を助成しておるようでござ

います。福祉灯油については、平成24年度まで社会福祉協議会が歳末たすけあい運動の資金を基に

提供しておりました。平成25年度からは、町内で使える商品券を配布しているようであります。

令和６年１２月定例会
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岩手県では、県が２分の１、市町村が２分の１補助し、非課税世帯、高齢者世帯等に１世帯当た

り7,000円を支給しており、市町村においては1.5万円、１万円、8,000円など、県補助基準を超え

て助成している市町村もあるようであります。

物価高騰の中で、生活の全てが値上がりする中で、寒さの中で我慢をしないよう福祉灯油の取組

が求められていると思います。ご所見をお聞かせください。

次に、電気代、ガス代、ガソリン代の高騰対策を国に求めていくことについてお伺いいたします。

国の物価高対策では、これまでも何度か補正を組んでおるようでありますが、大事なことはこの物

価高対策が単発的でなく、継続的につなげて、国民の暮らし安定に資することだと思っております。

継続的な取組を国に対して求めていくことが大事だと思いますが、いかがでしょうか。

大きな質問の２つ目は、移住定住の取組についてであります。移住とは何か。移住とは、一定の

地域から別の地域へ長期的に居住地を変更することを指し、これは単に住所を変更する以上の意味

を持ち、個人の生活スタイルやキャリア、社会的なつながりなど、多岐にわたる要素に影響を与え、

移住は単なる引っ越しではなく、生活や人生自体にも大きな影響を与える重要な決断であります。

少子高齢化と言われる時代、継続的発展を続けるためには、この移住、定住というテーマを確実に

根づかせなければならないと思います。そのため、３つのテーマについてお伺いをいたします。

第１は、新地町を知ってもらう関係人口の取組であります。関係人口とは、観光客以上定住者未

満として、地域に深い関わりを持つ人々のことを言うわけであります。

先般、産業厚生常任委員会で山形県川西町、西川町、天童市を視察いたしました。特に西川町で

は、アイデア勝負で様々な国の補助金を活用し、交流人口はもとより、若い人にターゲットを絞り、

若者の増加に取り組み、関係人口を増やすことに重点を置き、新たにつなぐ課をつくって取り組ん

でいて、地域おこし協力隊インターン制度を活用し、140人が西川町を訪問、リピート率は20.2パ

ーセントに上っておるようです。地域おこし協力隊は16人となり、移住者は７人につながったとの

ことであります。

総務省が進める地域おこし協力隊制度は、期間がおおむね１年から３年、都市地域からの移住要

件が必要となるなど、ハードルが高いため、新地町でも平成30年７月より取組を始めたわけであり

ますが、やっと１人応募、採用されている状況であります。地方への移住に淡い関心を寄せる方や

地域おこし協力隊をあまり知らない方にも拡大するよう、移住要件がなく、期間が２週間から３か

月など短期間である地域おこし協力隊インターン制度、この活用が求められているのではないでし

ょうか。この制度は、特別交付税措置として、インターンのプログラム作成等に要する経費１団体

当たり100万円が上限、協力隊インターン参加者の活動に要する経費１人１日当たり１万2,000円上

限ということで特別交付税が措置されるようでございます。新潟県においては、Ｉターン留学にい

がたイナカレッジとして、１か月から１年の地域インターンを実施し、短期は主に大学生が113名、

長期は主に社会人が35名参加し、集落の若い人たちが集まり、出かけやすくなったとの声が寄せら
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れたようであります。地域おこし協力隊インターン制度を取り入れて町を知ってもらう、関係人口

増加の取組を図るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

次に、ＳＮＳの取組についてお伺いをいたします。ＳＮＳや動画サイトが選挙に大きな影響を与

えています。11月17日投開票の兵庫県知事選や名古屋市長選でも同様の傾向が表れました。とりわ

けパワハラや県政私物化など告発され、全会一致の県議会不信任決議で失職した斎藤知事が再選さ

れるなど、異例の展開となった兵庫県知事選では、ＮＨＫの出口調査で最も参考にした情報がＳＮ

Ｓや動画サイトで30パーセントで最多、テレビは24パーセントであり、10代、20代のおよそ60パー

セント、30代の50パーセント台後半が斎藤氏に投票したとのことでございます。情報が一方通行で

はなく、双方向にやり取りできるネットを中心としたＳＮＳ、若者を中心に利用者が増えるのも当

然で、まちづくり、新地町を知ってもらう、関係人口の増加にも大きな役割を果たすと思っており

ます。新地町ホームページの移住定住ページのアクセス数は、令和５年11月に67回、12月に49回、

令和６年１月から10月で561回となっているようでありますが、双方向な情報を共有できるＳＮＳ

の取組についてお聞かせをいただきたいと思います。

次に、仙台圏を見据えた取組についてお伺いをいたします。大震災後、仮設住宅に入居した双葉

郡の方々の話を聞いたとき、仙台って近いのですね、びっくりしましたという話を何人かから聞き

ました。ふだん私たちはあまり意識しておりませんでしたけれども、１時間もかからずに大都市仙

台まで行けるということが南相馬以南の方々にとっては新たな発見だったと思います。ＪＲ東日本

によれば、2023年度、令和５年度の新地駅の１日平均乗車人員は263人で、乗り降りを入れれば約

500人強となります。同じくＪＲ東日本の資料を見ますと、2001年、平成13年は414人でありました

から、乗り降りで合計800人ぐらいでありますので、震災を受けて大きく減ってきたわけでござい

ます。改めて、仙台は通勤圏ということで、移住、定住を考えてもらう仙台圏を見据えた取組が重

要かと考えますが、いかがでしょうか。ご所見をお聞かせください。

移住、定住のためには、移住支援や子育て支援策も重要です。全国知事会は、９月総選挙を前に

して、持続可能で活力ある日本と地域を実現するための提言を発表し、各党に申し入れました。各

党の回答は、基本的に賛成で一致しており、国民的運動で実現を迫る機運が高まっております。そ

の中で、子ども・子育て政策の強化と安定的財源の確保という項目で、子どもの医療費助成制度、

幼児教育、保育の完全無償化、学校給食費、高等学校、大学等の授業料の無償化など、全国で一律

で行う施策については、地域間の差が生じないよう、地方負担分も含めて、国の責任において必要

な財源を確実に措置すること。地方がその実情に応じて行うサービスの提供などについては、創意

工夫が活かせるよう、国の責任において地方財政措置を含め、地方財源について確実に措置するこ

と。教育施策との連携、推進では、学校における働き方改革、教師の処遇改善、児童体制の充実、

学習指導要領の見直しを一体的に推進すること。学校給食費等について、国全体として学校給食費

等の在り方を抜本的に整理した上で、国の責任で財源を含め具体的な施策を示すこと。また、国保
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の財政基盤安定のため、国定率負担の引上げや子どもの均等割、保険料軽減措置の対象範囲及び軽

減割を拡充するとともに、重度心身障害者、ひとり親家庭等に対して、現物給付による医療費助成

を行った場合の国庫負担減額調整措置を廃止すること等々も盛り込まれておるわけであります。学

校給食費の無料化については、令和４年の12月、令和５年の12月議会と質問をし、同僚議員も質問

し、昨日も２人の議員が質問してまいりました。ただ、昨日の答弁の中で、前向きに検討するが、

手数料等の値上げ云々というお話もございました。これをするならこちらはやめるという話ではな

くて、教育予算全体、町予算全体の中で検討し、施策を推進していくのが本来ではないでしょうか。

また、移住、定住を促すためには、全国知事会の提言のように子育て支援が重要です。保育料の無

料化についてもお聞かせいただきたいと思います。

次に、移住、定住のために、仕事、子育て支援と来て、暮らしやすさの課題であります。地域公

共交通は、しんちゃんＧＯからしんちゃんバスとしんちゃんタクシーに切り替わりました。地域循

環型のしんちゃんバスは、昨日も議論がありましたが、駅と役場を中心として、住宅地や移転団地

等、全町を網羅して路線を拡大し、利用しやすい対策を急ぐべきであります。また、交通安全の観

点から、停留所で乗ることにしたとのことでありますが、高齢者が大変な思いで停留所まで行くこ

とを考えれば、手を挙げれば自由に乗降できるシステムに切り替えられないかと思っております。

ご所見をお願いします。

最後に、スーパー誘致、買物支援についてお伺いをいたします。令和５年12月議会に質問して以

来、１年ぶりの質問になりますけれども、答弁で生鮮三品を扱う事業者を公設民営方式で取り組む。

公募を行い、選定していくということでありましたけれども、移住、定住、ほかから新地町に住ん

でもらうということを考えれば、日常の買物をする環境づくりは急がなければなりません。ご所見

をお聞かせください。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〔大堀 武町長登壇〕

〇大堀 武町長 10番、井上和文議員の質問にお答えをいたします。

物価高騰対策の拡充についての１番目、物価高騰対策の拡充についてですが、令和５年度、令和

６年度に物価高騰対応臨時特別給付金として、町県民税が非課税の世帯及び町県民税の所得割が課

税されていない世帯に１世帯当たり10万円を、さらに子育て世帯には、子ども１人当たり５万円を

加算して給付しており、令和６年度分につきましても11月で支払いを完了しております。また、現

在政府が閣議決定した国民の安心、安全と継続的な成長に向けた総合経済対策の中に低所得者への

給付金も盛り込まれておりますので、国からの情報に注視してまいります。

２番目の福祉灯油の取組については、令和３年度、令和４年度に県の補助金を活用して、高齢者、

障害者、ひとり親世帯等に給付した経緯はありますが、その後の低所得者等を対象とした給付金の

給付が実施されており、福祉灯油の取扱いは現時点で実施の予定はありません。
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３番目の電気代、ガス代、ガソリン代の高騰対策の継続を国に求めることについては、政府にお

いても最重要課題として、若年者、高齢者を含め、全ての世代の現在及び将来にわたる賃金、所得

を増やすため、日本経済、地方経済の成長力を強化し、同時に誰一人取り残さない形で成長型経済

へ移行することに道筋をつけるため、継続する物価高の中、様々な事情によって働けない方々を含

め、厳しい状況に置かれている方々を対象とし、当面の支援措置を講ずるとしておりますので、町

といたしましても国に要望をしてまいります。

次に、移住、定住の取組についての１つ目、町に関心を持ってもらう関係人口の取組についての

１番目、地域おこし協力隊インターン制度の取組についてお答えをいたします。町では、町外から

新たな発想と機動力を持つ人材を受け入れ、町民と一緒に知恵を絞りながら、地域力の維持、強化

と活性化に取り組み、より魅力あるまちづくりを進めることを目的に地域おこし協力隊、新地町ま

ちづくり応援隊を募集し、令和４年度、７月から地域おこし協力隊として活動を開始しております。

主な活動としては、鹿狼山麓の旧花木山ガーデンの再オープンに携わり、現在は四季折々の花木や

宿根草を楽しめる場所、まぁるの庭として運営しております。また、来年春のオープンを目指して

キャンプ場の整備も進めております。現在は、町内外からボランティアを募集し、一緒に整備を行

っております。整備の様子をＳＮＳ等で発信するなど、来年春のキャンプ場オープンに向け、情報

発信をしながら準備を進めているところのようであります。地域おこし協力隊の対象となる要件に

ついては、各自治体の地域要件区分があり、当町の対象要件は三大都市圏からの移住が対象となっ

ております。他の自治体と比べ、募集のハードルが高くなっておりますが、まずは現在活動されて

いる隊員がしっかりと当町に定着できるよう支援していきたいと考えております。

また、地域おこし協力隊を迎え入れるためには、地域住民をはじめとする受入れ側の理解も必要

であり、そういった部分も周知していきながら、ご提案いただいた地域おこし協力隊インターン制

度の活用も検討していきながら、徐々に隊員を増やしていけるよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。

２番目のＳＮＳの取組についてお答えいたします。当町では、令和４年度から新地町独自の情報

発信事業として、しんち魅力体感・発信事業に取り組んでおります。インフルエンサーやイベント

参加者によるＳＮＳ発信やテレビＣＭ、ラジオＣＭ、雑誌、新聞への記事掲載、ユーチューブ動画

の投稿など、様々な広告媒体を活用し、当町の海、里、山の魅力を発信し、当町に関心を持っても

らい、関係人口増加へ取り組んでいるところであります。ご提案のＳＮＳを活用した関係人口増加

の取組についても引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

次に、３番目の仙台圏を見据えた取組についてお答えをいたします。当町の魅力ある観光資源を

紹介し、交流人口の拡大を図るため、令和４年度から新地町独自の情報発信事業として、しんち魅

力体感・発信事業に取り組んでおります。初年度となる令和４年度は、山の魅力発信ということで、

鹿狼山をメインとし、雑誌編集者、ユーチューバー、インスタグラマーを対象としたインフルエン
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サー招請ツアーを行ったほか、鹿狼山トレイルウォークと銘打ち、仙台圏を中心とした一般モニタ

ーツアーを行いました。令和５年度につきましては、この事業により、町観光ＰＲ動画「新地でデ

ビュー」や町観光ガイドブックを作成し、町内の観光スポットをＰＲしたほか、海の魅力を発信し

て海釣り公園釣り体験を含めた一般モニターツアー等を開催いたしました。こちらも仙台市を中心

とした宮城県をメインターゲットに事業を実施いたしました。今年度も仙台圏をメインターゲット

に、実際に町を訪れ、魅力を体感してもらうために、遊海しんちに合わせたキャンプイベントを実

施したほか、海釣り公園釣り教室や鹿狼山登山教室なども開催いたしました。ここ３年間このよう

なイベントを開催しながら、仙台圏を中心に当町の海、里、山の魅力を発信しているところであり

ます。また、亘理町で開催されている伊達なわたりまるごとフェアへ出店参加しているほか、今年

度は仙台市文化観光局主催によるイベント「ｍｏｒｅ ＴＯＨＯＫＵ マルシェ」が仙台市一番町

で開催され、当町からも出店したところであります。引き続き、このような仙台圏との交流推進に

より、当町に関心を持っていただき、関係人口増加につなげてまいりたいと考えております。

次に、件名２の移住定住の取組についての２つ目、移住支援、子育て支援、１番目、学校給食費

の無料化についてお答えをいたします。学校給食費の無償化については、国では、学校設置者の判

断により、学校給食を受ける児童生徒の保護者の負担軽減を図ることは可能であるとの見解を示し

ていることから、県内でも多くの自治体が全額補助や半額補助、一部補助の取組を行っております。

特に浜通りでは、双葉郡内の町村や飯舘村は、平成23年度の福島原子力発電所事故により、被災児

童生徒就学支援等臨時特例交付金等を活用しながら給食費の全額補助を行っているようでありま

す。相馬市においては、平成30年度から給食費の全額補助、南相馬市においては、令和４年度に新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを活用して全額補助、またいわき市において

は、令和５年４月から18歳までの子どもが３人以上いる場合に、第３子以降の子どもの給食費につ

いて無償とする一部補助を行っているようであります。

町では、これまで答弁しておりますとおり、令和元年度より学校給食で使用する米の購入費の全

額助成を継続して実施しております。本年度においては、約590万円を補助する見込みとなってお

ります。また、物価高により令和５年度は前年度より値上がりした給食費について、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、小学校においては１食当たり20円、３小学校合わ

せて年総額約145万円、中学校においては１食当たり30円、年総額約113万円を補助して保護者の負

担軽減につなげております。令和６年度においても、さらなる物価高騰に鑑み、保護者の皆様が納

入している給食費を超える食材等の値上がり分については町が負担しております。また、生活保護

を受給している要保護世帯やひとり親、低所得など準要保護世帯、特別支援教育就学者など、経済

的理由や心身の障害によって就学困難な児童生徒の保護者に対しては就学援助制度を適用し、学校

給食費はもとより、学用品費、修学旅行費、宿泊活動費を含む校外活動費、新入生には新入学学用

品費を、本年度は準要保護世帯の44名に対して町が全額補助をし、特別支援教育就学世帯11名には
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町と国とがそれぞれ４分の１ずつ補助を行って、義務教育を受けるために必要な支援を実施してお

ります。今年度、学校給食費に係る経費は米飯給食補助を含め、小中学校を合わせると年間で約

4,000万円程度必要となります。町は、持続可能なまちづくりを求められている中で、学校給食の

無償化を実施するためには、新たな財源を捻出しなければなりません。本来、給食費無償化は、子

どもの食の権利や生存権を担保し、健全な学習機会を保証するためのものであることから、町にお

いても自治体間の格差をなくして取り組めるよう、国や県に要望しております。そして、保護者の

子育て支援に資するために、前向きに検討をしてまいります。また、学校給食の無償化を行うため

には、年間4,000万円を超える額を継続的に確保しなければなりません。町の状況は、増え続ける

負担金や継続的な補助金など、どうしても支出しなければならない事業が多い状況にありますし、

一般財源の税収も増える要素は少なく、減少が続く見込みであり、公共施設の老朽化が進み、修繕

や建て替えを想定した予算の確保も考えていかなければなりません。さらに、現在の町の予算は財

政調整基金を取崩しして編成している状況にありますので、一般財源を投入している事業等の見直

し等を行う必要があることをご理解いただきたいと思います。

２番目、保育料の無償化についてお答えをいたします。令和元年10月から国の制度改正に伴い、

３歳以上児の保育料が無料となりました。ただし、給食に係る費用を月額4,500円と国は定めてお

りますが、これは別途徴収することとされましたが、町では保護者に新たな負担をさせないため、

子育て支援の一つとして町が負担しております。現在は、３歳未満児の保育料を納入していただい

ておりますが、町の保育料は国の定める利用者負担の増減額基準に比べ低く設定しております。ま

た、国、県の保育料軽減制度のほか、町独自の子育て支援策として、保育料を完納した保護者には

保育料軽減助成金、月額3,000円を支給しているだけでなく、同一世帯における複数人同時入所の

場合は、２人目以降の保育料を無料にしております。さらに、保育所を利用せずに在宅で３歳未満

児を保育する保護者には、在宅保育助成金として対象児童１人当たり月額4,500円を交付するなど、

子育て支援対策として経済的負担の軽減を行っております。保育料の無償化については、国の動向

に合わせて対応してまいりたいと思います。

次に、件名２の３つ目、暮らしやすさについての１番目、しんちゃんバスの路線拡大と自由乗降

についてお答えをいたします。見直しを進めておりました新地町のりあいタクシーしんちゃんＧＯ

につきましては、新たな公共交通サービスとして新地町タクシー助成事業、愛称「しんちゃんタク

シー」と新地町コミュニティーバス、愛称「しんちゃんバス」の運行を７月１日より開始いたしま

した。しんちゃんバスは、町民だけでなく、町外からの来訪者も含め、誰でも利用可能な公共交通

として運行しております。町民の方々はもちろんですが、観光等で来町した町外の方にも利用でき

るよう、周知、ＰＲをしてまいりたいと考えております。また、今後運行を進めていく中で得られ

る乗車実績のデータ、利用者や出前講座等でいただいたご意見も踏まえ、新地町地域公共交通会議

等で議論を行ってまいります。自由乗降につきましては、どの方がバス利用者なのかの判断を現在
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の運転手に求めることには非常に負担がかかります。そして、利用者の安全利用に問題があると考

えます。町といたしましては、利用者等の安全確保が第一と考えておりますので、どういったとこ

ろで可能なのかなどについては他市町村のケースについても研究してまいりたいと考えておりま

す。

２番目、スーパー誘致等についてお答えします。現在町内では、鮮魚、精肉、野菜といった生鮮

食料品の購入場所が乏しい状況にあり、スーパーマーケットの事業者誘致を進めておりますが、こ

れまで交渉してきた事業者からは商圏人口が少なく、仮に建物の建築費用などの初期投資補助があ

ったとしても、進出は難しいとのことであります。しかし、町では今後もさらに広く誘致活動を行

うため、11月上旬に国内でスーパーマーケット事業を実施している民間事業者約20社に対し、ダイ

レクトメールにより、当町事業用地の案内文書と併せ、進出意向アンケート調査を実施していると

ころであります。また、ダイレクトメールを送った約20社以外の事業者にも今後直接訪問していき

たいと考えております。できるだけ早期のスーパーマーケット誘致につなげられるよう鋭意取り組

んでまいります。

以上です。

〇遠藤 満議長 10番、井上和文議員。

〇10番井上和文議員 では、再質問します。

まず、物価高対策ですが、財源の話から先にしたいと思いますが、国の今審議中でありますが、

重点支援交付金、これが示されているのだろう。11月22日の内閣府事務連絡、重点支援地方交付金

の追加について、自治体に早期の予算化を進めてくださいといったような連絡が出されております

が、確認していますか。

〇遠藤 満議長 佐藤茂文健康福祉課長。

〇佐藤茂文健康福祉課長 ただいまの質問にお答えします。

文書については確認しております。

以上です。

〇遠藤 満議長 10番、井上和文議員。

〇10番井上和文議員 今回のこの追加の中身でありますが、使い勝手は今までのをそのままにこうい

う支援とか、水道料金減免なんかも入っているようです。低所得者支援枠１世帯当たり３万円とか、

２万円とかという数字も出ているようでありますけれども、内閣府は自治体独自の上乗せは可能だ

ということも言っておるようですけれども、この辺については内部ではいろいろ検討されています

か。

〇遠藤 満議長 佐藤茂文健康福祉課長。

〇佐藤茂文健康福祉課長 文書は届いておりまして、重点支援地方交付金ということで低所得世帯支

援枠、あと推奨事業枠メニューということでメニューは来ていますが、予算の配分額につきまして
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はまだ来ておりませんので、そちらの配分がされてからの検討になると思います。

以上です。

〇遠藤 満議長 10番、井上和文議員。

〇10番井上和文議員 これにばかり時間取られていないので、福祉灯油も含めてきちっとこの内部で

検討をしながら、いわゆる大変な物価高ずっと続いているものですから、しっかり物価高騰対策を

拡充していくと、そういった視点についてやはり国の支援も併せながら、県もあるのかもしれませ

んが、そういうのも併せながら、町としてしっかり対応していくということが大事だと思います。

この点について答弁。

〇遠藤 満議長 佐藤茂文健康福祉課長。

〇佐藤茂文健康福祉課長 議員のおっしゃるとおり、検討をしてまいりますが、何分、財源というも

のがありますので、そちらも併せて検討していきたいと思います。

以上です。

〇遠藤 満議長 10番、井上和文議員。

〇10番井上和文議員 福祉灯油の中もあるようですから、しっかりと対応してください。

電気代、ガス代、ガソリン代の問題は、単発的でなくて継続的にやってほしいということを町村

会なりそういうところ、あるいは事務レベルでも国に要望していただきたいと思います。

移住定住の取組についてお話をさせていただきたいと思います。昨日も子どもが少なくなってき

たので、学校統合したらどうかといったような話もあったわけですが、少子化、高齢化、こういっ

た流れの中で大事なのは移住、定住を増やしていくということにやはりベクトルを向けていくとい

うことが大事だろうと思っています。どうやって新地町に住んでもらうのかと、これが一つの大き

な課題なのです。

実は新地町議会の議会だより、これの裏面に移住者のインタビューを載せております。私、この

質問を機会に全部読まさせていただきました。17人いるわけです。すばらしい町なのに町を知らな

い人が多い、移住者を増やすことは移住者起業支援、観光スポットの情報発信が大事だよと。新地

駅前の賑わい、買物場所、相馬に行くのは大変だ、街灯が少ない、冬場は暗くなるのが早い、高速

インターを降りれば、真っすぐ走れば６号バイパス、そこにショッピングモールでもあればいい、

道の駅が欲しい、サイクリングコース、スーパーが欲しい、スクールバス、スーパーが欲しい、今

ある自然環境、施設をもっと町外に発信したほうがいい、スーパーがなく、嫁に来て驚いた、食べ

る場所、買物する場所、泊まる場所、新地町で１日過ごせる場所が欲しい、右近清水、花見、スー

パー、断水時の入浴券に感謝をしたい、衣料品店、学校給食費の無料化、企業誘致、東北最大の都

市仙台に１時間以内で行けるのは非常に便利だ、海、山、体育館、フットサル、パンプトラック、

こういったのを総合して誘致してほしい、スーパー、街灯、防犯灯、駅から６号線までの流れの問

題等々、いろいろ出ておりますが、買物の問題であるとか、誘客の問題であるとか、学校給食のこ
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とも言っているわけですが、移住した人の生の声であります。

新地町に移住する、これも最初に財源の話ししますが、ちょっと調べてみましたけれども、人が

１人新地町に移住すると町民税がいくら増えるか。例えばこれは扶養１人40歳未満ということで計

算しているようですが、約300万円の年収がある場合、扶養控除33万円としても住民税が８万800円、

このうち６割が町に入る。４万8,480円、約５万円入るわけです。10人いれば50万円、100人いれば

500万円。これが400万円の場合だと８万4,720円入る。10人いれば80万円、100人入れば800万円。

要するに、もちろんこれは１人の場合ですから、夫婦あるいは家族、これが移住してくれば、町の

町民税の収入が増えるのです。それで、この間の移住者の数も調べてみました。令和５年８月から

６年３月で45世帯64人が転入している。令和６年度は、４月から11月で38世帯51人が転入している

ようでございます。

質問に入るのですけれども、先ほど答弁の中で、やはりこの新地町を知ってもらうと、このため

にいろんな取組をしなくてはならない。それから、先ほどインターン制度も含めていろいろ検討す

るということがありますけれども、この特交措置もありますから、こういった制度をうまく活用し

て、より多くの若者、何か地域で活躍してもらうと、そこから知見とか、いろんな知恵も出しても

らうと、こういったことが大事だと思います。総務省の事業には、最初から地域おこし協力隊とい

うとハードルが高いから、おためし地域おこし協力隊、インターン制度、こういうふうに段階を踏

んだようないろんな制度も、メニューもそろえてあるようですから、そういったものを有効に活用

しながら、やっぱり積極的に町を発信する、こういった取組が大事だと思いますが、いかがですか。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 お答えいたします。

ただいま議員から質問で、地域おこし協力隊のインターン制度、こういった部分にも積極的に取

り組んでいってはどうかというお話であったと思います。町長ご答弁させていただいたとおり、そ

ういった制度もございますので、今後そういった部分も検討していきたいと考えてございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 10番、井上和文議員。

〇10番井上和文議員 次に、ＳＮＳの取組についてお伺いします。

これ、町のホームページです。ちょっと印刷の都合で長くなっていましたが、ここで私、移住ペ

ージ、どこにあるのかなと一生懸命探したらば、ずっとあって、この辺にあるのです。ここを見て

いると、ずっとこれがバナーというそうですけれども、何秒かでスライドするようだけれども、町

として、やはりこの移住者、定住者、町を知ってもらう。このためには、この辺にぼんっと、こう

やってすぐ分かりやすいようにやるとか工夫が必要だと思うのです。じっと黙って見ていれば出て

きます。でも、どこにあるのかなと私自身もあったので、中身は非常にいいと思いますが、その辺

の工夫についていかがですか。
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〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 ただいまの議員のご質問にお答えいたします。

ホームページのバナーのところに移住定住ポータルサイトということで掲載をしてございますけ

れども、ホームページの構成上、やっぱりいろんなものがあって、それに優先順位つけて、そのと

きそのときということで載せておりますけれども、議員が今おっしゃったとおり、一番目立つとこ

ろ、一番上の動くバナーのところがあります。そこのところには掲載をしてございます。今後状況

にもよりますけれども、今議員のご質問あったとおり、そのバナーの位置も柔軟に変えて工夫をし

ていきたいとは考えてございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 10番、井上和文議員。

〇10番井上和文議員 ＳＮＳってかなり、私も改めて再認識したわけですが、結構若者、スマホなん

かで気軽に見るのです。我々は、ネットというとパソコンに座って見るものだと思っておりました

が、今はもう全て携帯で見れる。そういう意味で携帯で気軽に新地町を見れるような取組、これが

非常に大事なので、課内でも充分研究しながら進めてください、これは。

仙台圏を見据えた取組でありますけれども、やっぱり仙台、大経済圏であります。今までいろい

ろ取組をしてきた。私、前も言ったかと思いますが、隣の道の駅、何であんなに人が来るのかなと

私は思っております。これは戦略なのです。ラジオとかで放送をしょっちゅう流しているやに聞い

ております。山元町さんのいろんな取り組み方もあるかと思いますが、仙台在住の人たちがこちら

に来やすいというようなことがあるのだろうと思います。新地町、鹿狼山と海釣り公園、パンプト

ラック等ぐらいしかありませんが、そういった宣伝というものも充分に戦略を持って取り組んでほ

しいし、経済圏、経済の活性化にもつながるわけですから、取り組んでほしいと思います。

時間がないので、次に行きます。学校給食の無料化、保育料の無料化もそうですが、全国知事会

も国に対して言っておる。総選挙でも各党がこういった軽減、無料化言っておる。こういった中で

前向きに取り組むが、昨日の答弁をちょっと聞いて思ったのですけれども、予算全体の中で、その

施策として推進するためにどうするかという検討がやっぱり大事だと思うのです。子育て支援の一

環とするのか、町の目玉として訴えて、これが移住支援、定住支援につなげていく、こういった方

向がやはり私は大事だと思うのですが、この点についてお聞かせください。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〇大堀 武町長 今井上議員が言われたとおり、国の政策の中でやるのか、町の政策でやるのかとい

うことでしょうが、末端の自治体には独自の政策をやるにはあまりにも大き過ぎる問題だと私は思

っておりますので、できる範囲は一生懸命やっていきます。ですから、保育の部分についても当然

言ったとおりのことを支援していますし、学校についてもそれなりに頑張っています。ただ、これ

以上の部分についてはなかなか末端の自治体で、そして前から言っているとおり、不交付団体であ
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りますが、最悪の不交付団体の中でどこまでできるか、そういった部分も考えなければならないと。

そのためには、先ほど言ったとおり、国はこれをやれば特交で措置しますというのがあっても、不

交付団体の場合は交付されない部分がかなりあるということです。そういった部分も充分参酌をし

ながら、私的には今の部分は末端の小さい自治体としてはできる範囲を、それも国、県に一定程度

のお力を借りながらやっていくしかないと思っています。

以上です。

〇遠藤 満議長 10番、井上和文議員。

〇10番井上和文議員 これも何回も言っておりますが、今県内で35市町村ぐらいに無料化の市町村が

増えました。どこの自治体でもやはり大変な中で、子育て支援に力を入れるという決断をしている

わけでありますから、そういったことも鑑みながら、全庁を挙げて検討、前向きな検討ですから、

進めていただければと思います。

最後になりますから、しんちゃんバスの路線拡大、自由乗降の問題であります。いろいろ昨日来

質問が出ていますが、やっぱり路線を増やしながら自由乗降、そんなに交通渋滞になるというよう

な状況もありませんし、バスの後ろにストップしますみたいなあれをつければ、皆、注意すると思

うのです。そういった意味で、ぜひこの辺の取組、進めていただければと思います。

スーパーは、今いろいろやっているという話がありましたが、一つの視点として、ほかが来ない

のであれば、地元の業者を集めて何とかならないかと商工会に対する相談、真剣な相談がやはり大

事なのかなとちょっと思っています。ここをつかんで離さないような取組が今後の町の商工業の発

展にもつながってきますから、この辺についてしっかり進めてほしいと思います。時間もありませ

んが、簡単に答弁してください。

〇遠藤 満議長 岡崎利光副町長。

〇岡崎利光副町長 ただいまのご意見いただきました部分に関しましては、今後検討してまいりたい

と思います。よろしくお願いいたします。

〇遠藤 満議長 これで10番、井上和文議員の一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

午前１１時０２分 休 憩

午前１１時１０分 再 開

〇遠藤 満議長 それでは、再開します。

休憩前に引き続き一般質問を続けます。

８番、寺島浩文議員。

〔８番 寺島浩文議員登壇〕（拍手）

〇８番寺島浩文議員 受付順位６番、議席番号８番、寺島浩文です。
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さて、私の一般質問は町が現在抱えている課題、そして国の方針により現在取り組んでいる課題

についてお伺いいたします。

そこで件名１として、空き家対策についてお伺いいたします。日本の空き家問題は年々深刻化し

てきており、2023年度で全国およそ899万戸の空き家が存在しているということです。我が町でも

当然空き家が増え続けており、200戸は優に超えておりますが、正確な数は町でも把握はしていな

いようであります。空き家は地域の治安の悪化、火災リスクの増大、衛生上、景観上の問題などに

より、近隣への悪影響が出てきます。また、空き家が多い地域では、地域全体の不動産価格が低下

する傾向にあるようです。こういったことから、空き家対策は早急に取り組まなくてはならない課

題だと考えます。空き家は時間がたてば老朽化し、再利用が難しくなりますので、早い段階で賃貸

や売買によって再利用していただくのが理想です。以前の一般質問でこの問題を伺ったときに、ま

ず一番の問題は空き家、空き地バンクへの登録者が少ないということがありました。担当課では、

登録を促す書面を送付しているということですが、なかなかその後のフォローができていないよう

であります。確かに行政では、そこまではなかなか手が回らないということもあると思います。そ

こでご提案いたしますが、そういった宅地建物取引あるいは不動産関係、相続関係等に詳しい民間

業者と連携し、空き家、空き地の所有者と利用者のマッチングや、併せて移住に関する相談など、

一手に引き受ける組織あるいは団体を立ち上げ、そして相談窓口の設置を検討すべきではないでし

ょうか。やはりこういった難しい問題は、民間との連携が課題解決に欠かせないと思います。考え

をお伺いいたします。

件名２、スポーツ合宿による交流人口増加策をということでお伺いいたします。以前の一般質問

でもこの件に関してお伺いいたしました。新地町では、総合体育館、野球場、陸上競技場、フット

サル場、パンプトラック競技場など、スポーツ施設が充実しております。そして、夏涼しく、冬は

雪が少ないというこの地域の気候もありますので、スポーツ合宿には向いていると思います。過去

には、実は雪国の野球強豪校などが合宿に訪れておりますし、９月の決算審査特別委員会では令和

５年から現在まで４件ほどの大学野球のスポーツ合宿の実績があったという答弁がございました。

そういったことから、スポーツ合宿の誘致にもっと力を入れるべきだと思います。スポーツ合宿に

よる効果としては、商工業、観光業、農林水産業など、地域産業の活性化が期待できます。また、

合宿により町を気に入っていただければ、リピート効果も期待できますので、交流人口の増加も期

待できます。そういったことから３件の質問をさせていただきます。

質問１でございます。町のホームページの動画またはパンフレットなどを見ますと、観光やレジ

ャーについての魅力発信は行われていますが、スポーツ施設に関してはあまり情報発信がされてお

りません。スポーツ施設が充実しているということは、これも町の大きな魅力です。もっとスポー

ツ合宿を誘致するために、動画やパンフレットでのＰＲを強化していくべきではないでしょうか。

考えをお伺いします。
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スポーツ合宿を増やすために、町内の宿泊施設を活用した場合の宿泊費の一部を補助してはどう

でしょうか。今までですと、どうしても相馬市側の宿泊施設を利用する団体が多くなっていると思

います。スポーツ合宿による交流人口を増やせば、宿泊業、飲食業など、地域経済の活性化にもな

ると思います。考えをお伺いいたします。

質問３でございます。質問２の既存の宿泊施設ではなく、合宿の費用をなるべく抑えたいという

団体のために合宿所の整備を検討してはどうでしょうか。地元の食材を使っていただき、スポーツ

施設だけではなく、観光やレジャー施設の魅力も併せて発信できるような施設であれば、スポーツ

以外にリピートで訪れていただく際にも新地を選んでいただける可能性が高まります。そういった

ことから、合宿所の整備を検討すべきだと思いますが、考えをお伺いいたします。

件名３、ＤＸ、デジタルトランスフォーメーション推進ビジョンについてお伺いいたします。

2020年に総務省及び関係省庁により、自治体がデジタル化社会の構築に向けた取組を進めるための

支援策を、それをまとめた自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画が策定され、町でも

新地町ＤＸ推進ビジョンを策定し、ＤＸに取り組んできております。自治体がＤＸに取り組む目的

は、職員の働き方改革、住民の利便性向上というのが大きな目的です。新型コロナウイルス感染症

の影響により、ＤＸ推進が加速されました。対面主義や押印、紙ベースの管理などはもう古い慣例

と言われてきております。また、今後少子高齢化が進み、労働力人口が減少します。職員の確保が

困難になることも懸念されます。そういった中で、どのように人材不足に対応するかが課題となり、

ＤＸが重要になってくると思います。そして、ＤＸは住民の利便性向上にもつながります。オンラ

イン手続が可能になれば、窓口まで出向く必要がなくなり、仕事を持っている人、体調が悪くて出

かけられない方、育児、介護で時間がない方など、時間を気にせず行政サービスを活用することが

可能になります。そういったことから、自治体ＤＸ推進ビジョンを進めていかなくてはなりません。

町としての現状と課題をお伺いいたします。

質問１です。新地町ＤＸ推進ビジョンの進捗状況はどのようになっているのかお伺いいたします。

質問２でございます。この新地町ＤＸ推進ビジョンは、どのようなメンバーで推進していくので

しょうか。また、ＤＸを推進していくにはデジタル、ＤＸに精通した人材がある一定数必要だと思

います。そういった人材は足りているのかお伺いいたします。

質問３でございます。ＤＸ推進ビジョンを進めるためには、既存のシステムを見直し、新たなシ

ステムの構築や環境整備が必要です。そのためには、ある程度の時間がかかることも考えられます。

そこでお伺いしますが、新地町ＤＸ推進ビジョンは何年度までに新たなシステムの構築や環境整備

を進める計画なのでしょうか。また、推進するための財源はどのようになっているのか、どのよう

な財源を充てるのかお伺いいたします。

質問４でございます。新地町ＤＸ推進ビジョンにより、行政側のデジタル化が進んでも活用する

住民側にはまだまだアナログ文化が定着しております。特に高齢者などにデジタル化を浸透させる
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には至難の業だと思います。

以前の一般質問、令和５年６月に、このようなデジタルディバイド対策はということでお伺いし

たところ、今後20回程度のデジタル講座を開催していくということでした。また、役場職員の中で

も年代などにより、ＤＸに対応できないという職員のデジタルディバイドも出てくると思います。

そこでお伺いしますが、ＤＸ推進に合わせたデジタルディバイド対策は進んでいるのかお伺いいた

します。

質問は以上でございます。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〔大堀 武町長登壇〕

〇大堀 武町長 ８番、寺島浩文議員の質問にお答えをいたします。

初めに、空き家対策についての１番目、我が町でも空き家、空き地バンクを設置し、空き家、空

き地の利活用に取り組んでいるが、思うような成果が出ていない。民間事業者と連携し、空き家、

空き地の所有者と利用者のマッチングや移住に関する相談など、一手に引き受ける相談窓口の設置

を検討すべきではないかについてですが、町では空き家にさせない取組の一つとして、空き家、空

き地バンクを設置しております。現在の空き家の登録は３件、空き地の登録は４件、７筆でありま

す。空き家、空き地バンクを設置してからこれまで７件の賃貸や売買が成立しており、毎年１件程

度の賃貸や売買が成立しております。今年度も１件、空き家の売買が成立しております。バンク登

録については、これまで広報紙やホームページ、町外者への郵便等により、空き家の管理、相続、

バンク登録に関する情報など、各種情報を提供しておりますが、登録される件数は少ない状況とな

っております。今後も空き家、空き地の所有者に対し、バンク登録を促すように継続的に広報して

まいりたいと考えております。また、民間業者と連携し、空き家、空き地の所有者と利用者のマッ

チングや移住に関する相談など、一手に引き受ける相談窓口の設置については、現在町では公益社

団法人福島県宅地建物取引業協会と協定を結んでおり、バンク運営について、仲介業者のあっせん

や不動産に関する各種アドバイスなどの協力を受けております。相談窓口の一元化として、都市計

画課内に空き家、空き地などに関する相談窓口を設置しており、相談があった場合は福島県や福島

県宅地建物取引業協会と連携しながら対応を行っております。今後も空き家、空き地対策を進める

ため、相談窓口の周知を図るとともに、空き家、空き地の利活用を促進する方法などについて検討

してまいります。

次に、件名２のスポーツ合宿による交流人口増加策の１番目、我が町ではスポーツ施設が充実し

ている。もっとスポーツ合宿を増やすために、パンフレットや動画などでＰＲしていくべきではな

いかについてお答えをいたします。町では、新地町観光協会及び相馬市の相馬スポーツツーリズム

推進協議会と連携し、新地町及び相馬市への合宿の誘致を進めております。具体的には、新地、相

馬エリアを対象としたパンフレットや動画を合同で作成し、ＰＲしているところであります。パン
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フレットの中には、駅前フットサル場、町民野球場、総合体育館、しんちパンプトラックなどのス

ポーツ施設の概要や町内の宿泊施設の情報も掲載しております。また、ＰＲ動画については動画共

有サービス、ユーチューブに投稿し、ＰＲしているところであります。引き続き、町内の宿泊施設

や観光協会及び相馬市の関係団体とも連携し、作成したパンフレットやユーチューブ動画等を活用

しながらスポーツ合宿の誘致を進めてまいります。

２番目、スポーツ合宿を増やすために、宿泊費の一部を補助することも検討すべきではないかに

ついてですが、宿泊費の一部補助を実施することにより、町内の商業やサービス業者への恩恵とい

った経済効果がどれくらい見込めるかなど、費用対効果も検証していく必要もあるかと思います。

宿泊費の一部補助を含め、スポーツ合宿を増やしていくために、どのような手法が効果的なのか、

今後研究していければと考えております。

３番目、新地の魅力を発信できるような合宿所の整備を検討してはどうかについてお答えをいた

します。交流人口増加の目的の一つは、町内を訪れた方が町内でお金を支出していただくことで町

内事業者の収入増につながるといった経済効果の面があると考えております。町内には複数の民間

宿泊施設があります。町が合宿所を整備することで民間宿泊施設と誘客の面で競合することも考え

られることから、現在のところ、合宿所の整備は考えておりません。

次に、件名３のＤＸ、デジタルトランスフォーメーションについての質問の１番目、新地町ＤＸ

推進ビジョンを策定しているが、進捗状況はどのようになっているのかについてですが、町では新

地町ＤＸ推進ビジョンを令和５年３月に策定しました。本ビジョンは、まず基本理念及び基本方針

を定めており、基本理念としては、「デジタルでみんな便利に 誰も取り残さないデジタル改革」

を掲げ、３つの基本方針として、１つ目、デジタル技術を活用した住民サービスの向上、２つ目と

して、情報格差対策に取り組む社会基盤の整備、３つ目として、デジタル技術応用による効率化を

進め、行政運営の変革を目指しております。これまでの取組としては、３つの基本理念に沿って説

明しますと、基本理念の住民サービスの向上として、令和６年３月に住民票や戸籍、税関係書類の

コンビニ交付を実現しております。情報格差社会対策に取り組む社会基盤の整備として、マイナ保

険証の利用推進やパソコン・スマホ教室の実施を行っております。行政運営の変革につきましては、

住民記録や地方税、福祉など地方公共団体の主要な基幹系17業務システムについて、国の策定する

標準仕様に準拠したガバメントクラウドを活用したシステムへの令和７年度までの移行に向けた準

備業務を令和５年度からスタートし、該当するシステムの統一、標準化の実現に向けての準備作業

が本格化しております。

２番目のどのようなメンバーで推進していくのか。また、ＤＸに精通した人材は足りているのか

についてですが、先ほど述べましたとおり、令和５年３月に新地町ＤＸビジョンを策定し、その推

進体制として、課長以上の職員で構成される新地町ＤＸ推進本部を設置しました。推進本部では、

町長が本部長、副町長を最高情報統括責任者として、全庁的なＤＸ推進体制整備に取り組んでいき
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ます。また、各課においては役職に関わらない庁内ＤＸリーダーを15人配置しました。この庁内Ｄ

Ｘリーダーを中心に研修等を通じたデジタルリテラシーの向上を図りながら、ＤＸ化推進の旗振り

役を担っていきます。また、当町では、ＤＸやＩＣＴ人材での専門職員は雇用しておりませんが、

デジタル分野について高度な専門知識を有する人材として、ＤＸ推進アドバイザーを外部委託によ

り登用しております。ＤＸ推進アドバイザーに当町のＤＸ推進に関するアドバイスや庁内ＤＸリー

ダー等への研修を実施してもらうことでＤＸに対する最新の知見等を補完しています。

３番目のＤＸ推進ビジョンは何年度までの計画か。また、推進していく上での財源はどのように

なっているのかについてですが、新地町ＤＸ推進ビジョンは令和７年度末までの計画としており、

これは国の自治体ＤＸ推進計画の対象期間や標準化、共通化の期限と同じとしております。推進し

ていく上での財源についてですが、導入等の初期経費に関するものとしては、国庫補助であるデジ

タル田園都市国家構想交付金やデジタル基盤改革補助金の活用が可能です。県補助金として主なも

のは、ＩＣＴ推進市町村支援事業費補助金があります。なお、導入に関する国や県の費用の補助金

はありますが、新たなシステム運用経費や接続料等の経費、いわゆるランニングコストについては

補助制度はありません。補助金を最大限活用しながら、町の自主財源の投入を最小限とした上でＤ

Ｘ推進を図ってまいります。

次に、件名４の４番目、ＤＸ推進に併せ、デジタルディバイド対策は進んでいるのかについてで

すが、日本社会全体でデジタル化が急速に発展する中で、国は心豊かな暮らしと持続可能な環境、

社会経済を実現するために、デジタル田園都市国家構想を掲げ、デジタル技術の活用により、地域

の個性を活かしながら地方の社会課題の解決と魅力の向上を図り、地方の活性化を目指しておりま

す。また、国のデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針において、目指すべきデジタル社会の

ビジョンとして、デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、

多様な幸せが実現できる社会、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化が示され、これを受けて

自治体ＤＸ推進計画が策定されております。こうした社会的背景や国の動向を踏まえ、町は令和５

年度に新地町ＤＸ推進ビジョンを策定し、その重点施策８つの柱の一つにデジタルディバイド、情

報格差対策を位置づけ、全ての町民にデジタル化の恩恵を享受できる環境整備に取り組むこととし

ております。町では、昨年６月定例議会の寺島浩文議員の一般質問で答弁しましたとおり、総務省

の補助金を活用して公民館教室に専門講師を招いて分かりやすく、楽しく学ぶデジタル講習会を開

催し、令和５年度にはスマホ教室を６回、パソコン教室を４回、インターネットセキュリティー教

室２回、情報モラル教室を２回開催し、町民62名に参加いただきました。今年度は、好評だったス

マホ教室を中心に年度内に16回開講を予定しております。メールやアプリの使い方だけでなく、ハ

ザードマップポータルサイトで災害リスクを確認したり、マイナンバーカードと健康保険証を連携

してみるなど、幅広い講座内容に取り組んでおり、現時点で46名の町民の方が参加しております。

町では、町民の方々にデジタル技術の必要性の理解と、その活用により、誰もが暮らしの利便性を
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向上させていくことが重要であると考えており、今後もデジタルディバイド対策の推進に努めてま

いります。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 再質問させていただきます。

まず、空き家対策です。現状のお話として、今福島県宅地建物取引業協会ですか、が入ってやっ

ていますということでした。窓口として都市計画課でやっていますということでしたが、それはそ

れでいいのですが、実際に恐らく空き家、空き地バンクというのも５年ぐらいたっていると思うの

ですが、それで恐らく７件ぐらいの成立しか今のところはないということを考えると、実際に現在

の体制は物足りなく感じるのですが、その辺いかがでしょう。これで満足と言えるのでしょうか。

もっと取引量多くなってもいいのではないかと思うのですが。

〇遠藤 満議長 岡田健一都市計画課長。

〇岡田健一都市計画課長 ただいまの質問にお答えいたします。

実績としては回答したとおり、これまで７件ということで、実績としては、町としてはある程度

の、一定程度の成果は上げていると考えております。ただ、町長答弁にもありましたように、登録

される件数がなかなか多くならないということで、登録の件数が上がっていけば、売買や賃貸とい

うところに結びついてくるというところもありますので、今後も引き続き、その登録件数を増やし

ていく取組を進めていきたいと考えております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 なかなか担当課でも登録件数が増えていけばというお話でございました。そこ

で、最初の質問で言ったように、民間がやっぱりフットワークもいいですし、登録件数も増やして、

専門的な知見も持っていますので、していけるのではないかということで質問しました。実際、南

相馬市では既にそういった組織というか、取組を行っております。ミライエというらしいのですけ

れども、法人格持っています。そういったところを立ち上げて、空き家、空き地の所有者と利用者

のマッチングというのに取り組んでいるようです。ただ、南相馬市の場合、原発事故の関係で帰宅

困難区域が存在しますから、国からの補助金も様々あるのだと思います。そういった面で運営する

財源はあるというところは大分新地とは違うのだと思いますけれども、ただ我が町の場合は当然空

き家、空き地の数も存在する数も全然違いますし、財源も少ないということを考えると、もっと小

さな組織または町からの委託で動いてくるような企業を探して、この空き家、空き地問題に取り組

むことを検討するべきではないのでしょうか。空き家、空き地バンクを開設してから、先ほども７

件ということでありましたが、これからのことを考えると、どんどん空き家は増えていくと思いま

す。これでは対策も追いつかないと思うのです。そういったことから民間の力を活用することが必
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要だと思います。南相馬の取組を参考にしながら検討していくべきだと思いますが、再度お伺いし

ます。

〇遠藤 満議長 岡田健一都市計画課長。

〇岡田健一都市計画課長 ただいまの質問にお答えいたします。

議員からありましたように、他市町村でそういった形で運営している市町村もありますので、当

町でも今後民間と連携できる部分については当然連携していきながら、空き家の利活用ができるよ

う進めていきたいと考えております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 ぜひその辺勉強してやっていただきたいと思います。なかなかそういう事業者

っていないのではないかと思っていますが、実際に町のためにそういった仕事をやりたいと言って

いる事業者も実際おりました。名前は言いませんけれども、そういった方もいますので、やはり幅

広くちょっと町内の事業者、町内ではなくてもいいのかもしれませんけれども、話を伺って、最終

的にうまくいくかどうかはともかく話を聞いて前向きに考えていただければと思います。

次に入ります。スポーツ合宿です。まず、質問１ですけれども、先ほどの話だと、要するに合宿

の里ふくしま、相馬、新地エリアということでパンフレットとか動画を出しているというお話です。

ただ、町のホームページには載っかっていないのです、見ると。合宿地を探す場合には、まず自治

体のホームページを見るのではないかと思います。新地町のホームページには載せられておりませ

ん。やっぱりできれば新地独自の動画やパンフレットを作成してホームページに載せるということ

も考えたほうがいいのではないかと思うのですが、その辺、いかがでしょうか。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 ただいまのご質問にお答えいたします。

新地と相馬で合宿ガイド、合宿の里ふくしまというのを作っておりまして、それもホームページ

に、今議員からは載っていないというようなお話だったのですけれども、ホームページには載せて

はおります。ただ、見つけにくいということだと思いますので、目につくような、閲覧しやすいよ

うに今後工夫はしていきたいと考えてございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 では、ちょっと深く入っていかないと見つからないということなのだと思いま

すが、相馬、新地エリア独自のもの、これできないのですか。どのくらい製作費にかかるか分かり

ませんけれども、相馬、新地で選ばれてしまうと、どうしても弱いような気がするのですけれども、

新地のホームページですから、新地独自のものって何か作れないのですか。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。
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〇小野和彦企画振興課長 ただいまの質問にお答えいたします。

新地独自でやってはどうかというご提案でございますけれども、新地と相馬で連携して今やって

ございますので、今のところはこういった形でやっていければと考えてございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 独自のものもひとつご検討していただければと思います。

次に、質問２の宿泊費の一部補助です。スポーツ合宿、新地はスポーツ施設、ある程度しっかり

そろっていますので、交流人口が増えることを目的にやっぱりこういった一部補助、そういったこ

とも考えるべきだと思います。宿泊業、飲食業など、地域経済の活性化ということにもつながると

思います。これもちょっとあれですけれども、南相馬ではやっているのです。そういったところ、

どういったやり方をしているか、ちょっと研究していただいて、先ほど費用対効果ということも話

が出ましたけれども、これは３番の合宿所設置とも関わってくるのですか、費用対効果。ぜひこの

辺は検証していただきたいと、２番については思います。

それと、３番に移りますが、既存の宿泊施設の運営、経営を圧迫するようなお話でしたけれども、

合宿所、それによって合宿所整備の意味合いとしては、利用者の予算に応じた宿泊の選択肢を増や

すということと、さっきの質問でも言ったように、町の魅力を発信できる施設。そこに泊まると、

パンフレットとか、動画とかいろいろあって、町の魅力を知ることができるという場所があればい

いなということです。そういったことで今回合宿で来ていても、次はリピートで個人的に来てみよ

うかとか、そうやって寄ってくれる可能性も高くなると思います。そういった方、再度リピートで

来る方は合宿所には当然泊まらないと思います。交流人口を拡大、大きな目的として整備すること

も検討すべきだと思うのですけれども、再度お伺いいたします。

〇遠藤 満議長 小野和彦企画振興課長。

〇小野和彦企画振興課長 ただいまのご質問にお答えいたします。

単なる合宿所ではなくて、魅力があるものでリピート客が増えるような合宿所ということかと思

いますけれども、町長、先ほど答弁いたしましたとおり、現在のところ、合宿所の整備は考えてお

りません。ただ、将来そういった部分を検討するような状況になった場合は、ご提案いただいた、

そういったアイデアというものも参考にさせていただければと考えてございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 現在は検討されていないということでございました。これもやはり何でという

ような費用対効果という考えからということでよろしいのですか。こういったものを建ててもそれ

だけのメリットはないという考えからということですか。

〇遠藤 満議長 岡崎利光副町長。
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〇岡崎利光副町長 ただいまの質問にお答えいたします。

費用対効果というような部分ではなく、今ある民間の施設の利用を促した中での交流を深めてま

いりたい。そうした中で、先ほどからありますとおり、この施設、新地町の付加価値というものを

位置づけしていく、そうした中で、各施設の中で恩恵が受けられるサービスポイント的なもの、そ

ういった部分も今後協議をして、新地町に宿泊をしていただくというような方法もあるのかなと思

いますので、その辺は今後町としても研究なり勉強をさせていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 了解しました。副町長が申しましたとおり、今後のいろいろ検証、勉強等で、

ぜひそういった方向に向けばいいなと思っております。

次、ＤＸ推進ビジョンについてお伺いいたします。先ほど答弁にありました、今17のシステム業

務ですか、これを令和７年度までガバメントクラウドに移行させるというお話だったと思いますけ

れども、ガバメントクラウド、中身、どこまで、私よく分からない部分もありますが、我が町にと

って、このガバメントクラウドに移行することによって、どのようなメリットが発生し、デメリッ

トはないのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思うのですが。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 ガバメントクラウドへの移行のメリットということについてお答

えいたします。

今町で持っている様々な住民記録ですとか、様々なシステムを町独自で運用しているものをガバ

メントクラウドという政府が音頭を取ったクラウドに移行していくということでございます。この

導入のメリットでございますが、まずはこういった町、自分で要はサーバーの運用ですとか、そう

いったことをしなくて済むようになるということがございます。それから、これ一般的に言われて

いることですと、データ連携が容易になるというようなことも言われております。それは国ですと

か、ほかとのデータ連携が容易になるということが言われております。それから、セキュリティに

関しても強化されるということで、国が主導で行っているガバメントクラウド、セキュリティが非

常に強固だということを言われておりますので、そういったメリットが町にあるということでござ

います。デメリットは、現時点では特にはないとは思いますが、ただ今このクラウドに移行するた

めの作業というものが業務量として出てきているということでございます。７年度末ということで

非常に期限も迫っておりますので、スムーズな移行を実施してまいりたいと思っております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 デメリットはほとんどないということでございました。一番心配なところは、
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やっぱりセキュリティの部分だと思うのですけれども、セキュリティの部分というのはガバメント

クラウドを運営する事業者が対策するので、もう町としてはあまり心配しなくていいよということ

でよろしいのですか。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 セキュリティに関して言ったのは、今のシステムそのもののセキ

ュリティの話をしましたので、情報セキュリティというのは、これは職員一人ひとりがきちんとし

た知識がないと危険になるということがございますので、要はガバクラに移行するから、セキュリ

ティの問題はないということは全くないということでございます。これは、職員の教育等を情報セ

キュリティに関しては定期的に行いまして、町の自治体のセキュリティレベルを上げていきたいと

いうことでございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 すみません。私の質問の仕方が悪かったのか、私が聞いたのは、そちらのガバ

メントクラウド側はもう安全ですねということなので、それであれば問題ないです。今総務課長が

言ったように、職員の間のセキュリティとか、そういった問題はしっかり内部でやっていただくし

かないのだと思いますので、よろしくお願いいたします。

先ほどの答弁の中で、このうち今回の17のシステムをガバメントクラウドへ７年度までに移行さ

せるということでした。確認ですけれども、これで取りあえず新地町ＤＸ推進計画は一区切りとい

う形なのですか。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 新地町ＤＸビジョンは、７年度末までとなっていますけれども、

当然ＤＸの取組、ガバメントクラウドだけではございません。このＤＸビジョンに上げたものを今

後進めていくためには、７年度末で終わりではなく、今後もどういったビジョン立ち上げるか、こ

れを改定するか、いろいろございますけれども、ＤＸの取組はもうずっと、自治体にとってはずっ

と続くものだと思っておりますので、７年度以降も当然ＤＸの取組は進めてまいりたいと思ってお

ります。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 私もそう思って聞いたのですが、当然ＤＸ、その後もいろんなオンラインの手

続とかいろいろ今後も出てくると思うのです。あとはシステムの整備、更新、環境整備、いろいろ

必要になると思いますけれども、７年度までは財源の措置があるというような、先ほどの答弁でし

たが、その後ＤＸを推進していく上での財源というのは見通せているのですか。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。
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〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 様々なＤＸの取組、７年度以降の国の補助金がどうなるかという

ところまでは詳細には承知はしておりませんが、当然自治体、７年度で全てのＤＸが終わるという

ことはあり得ませんので、そういった様々な利用できる補助金等を活用しながらＤＸを進めてまい

りたいと思っています。ただ、町長答弁もありましたとおり、ほとんどがやっぱり導入に関する支

援というものになっておりますので、いかにその運用経費を生み出すかというところの、要は効率

化ですとか、そういったところも見据えながらＤＸ化を進めてまいりたいと思っております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 分かりました。ぜひいろんな補助金を活用して、なるべく自主財源使わないよ

うな形ということをお願いします。ガバメントクラウドに要するに７年度まで全部移行するという

ことで、今度それを活用していくのだと思うのですけれども、このガバメントクラウドを活用する

利用料というのも発生してくるわけなのですか、これは。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 ガバメントクラウドの利用料というのは発生します。当然今まで

自分で作って運用してきたものを、クラウドですから、インターネットとかを利用して使うわけな

ので、接続料及び利用料というのがかかってくるということでございます。そこに関しては基本的

には利用料ですので、自治体負担となってきます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 今言ったように、ガバメントクラウドの使用料というのは発生してくるという

ことでした。これを活用することによって、今までのシステムというか、役場内のシステム運用よ

りもコストの削減とか、そういったことってあるのですか。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 その利用料などについては、若干まだ見えない部分もございます

ので、まだ全て情報が出てきていない部分もございますので、全てをつかんでいないような状況で

ございます。ただ、同程度の負担になることは見通してはおりますが、今のところ、詳細な数字の

提示というのは、算定というのは詳細にはまだできていないような状況でございます。同程度にな

ることが想定されるということでございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 詳細決まっていないということですが、同程度ということであれば、今まで利

便性が高まれば、それはいいのだと思います。

質問４のデジタルディバイドに移ります。昨年からデジタル講座を行っていて、今年も16でした
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か、講座をやるという予定でございました。先ほどこれに対する補助金が出ているということのお

話ありましたが、これはいつまで継続してやっていく予定でしょうか。

〇遠藤 満議長 木幡邦枝教育総務課長。

〇木幡邦枝教育総務課長 ただいまの質問にお答えしたいと思います。

来年度も継続して実施する予定で考えております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 来年度までということですが、これは来年度で、要するに補助金とかいうもの

が終わるという話ですか。

〇遠藤 満議長 木幡邦枝教育総務課長。

〇木幡邦枝教育総務課長 何年度までとははっきり申し上げられませんが、来年度も継続して実施す

るということで、再来年度も必要に応じて実施できればと考えております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 では、その補助もいつまでというのは分からないということですね、よく分か

らないですけれども。やっぱりこのＤＸということも終わりがないので、なかなかそれも見通せな

いとは思いますが、なるべく補助金等を活用してやっていただければと思います。

次、ＤＸ推進ビジョンは先ほど各課からある程度デジタルに精通した職員、あと課長ですか、外

部アドバイザーとか、15名ぐらいの体制ということでしたか、で推進しているということでありま

す。ＤＸも実際に現場で対応する職員もある程度のスキルが必要になってくると思います。職員の

中でも年代とかによって、ＤＸに対応し切れないという職員、デジタルディバイドというのも出て

くるのではないかと思いますが、そういった職員の対策はどのようにやっていくのですか。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 職員のＩＣＴに関するスキルに関してですが、やはり人によって

得意、不得意はあるかと思います。まずは、ＤＸ推進アドバイザーがいらっしゃいますので、その

方の研修ですとか、それからまた新たなシステム等を入れた場合、その操作研修を内部でもやって

いきたいと思っております。そういった庁内の研修を通じて、職員のデジタルディバイド対策を行

ってまいりたいと思っております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ８番、寺島浩文議員。

〇８番寺島浩文議員 職員の中でもそういった取組をやっていくということでした。当然ＤＸはどん

どん進化していくと思いますので、既存の職員が常にこの一定のスキルは持っていないといけない

のだと思います。定期的に今言ったように、リスキリングというのですか、そういったことも考え
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ていっていただきたいと思います。

今社会全体で本当に労働力不足によってデジタル化が急速に進むことが予想されております。地

方の自治体では、本当にアナログ化というのが今定着していますので、まずは組織内、役場内の意

識改革というのが必要になると思います。ＤＸ化の効果が出るまでは結構時間がかかると思います

ので、しっかりと長期的な計画を策定してＤＸを推進していただければと思います。

質問は以上でございます。

〇遠藤 満議長 これで８番、寺島浩文議員の一般質問を終わります。

昼食のため、休憩をいたして、午後１時30分から再開いたします。

午後 零時０６分 休 憩

午後 １時３０分 再 開

〇遠藤 満議長 それでは、再開いたします。

休憩前に引き続き一般質問を続けます。

３番、牛坂毅志議員。

〔３番 牛坂毅志議員登壇〕（拍手）

〇３番牛坂毅志議員 受付順位７番、議席番号３番、牛坂毅志です。よろしくお願いします。私は、

大堀町長が２期目に入り、大堀町長の政策に期待しながら、５件の質問をさせていただきます。

まず、１件目は、新地町が復興交付金を利用した新地駅周辺市街地整備事業（土地区画整理事業）

についてであります。東日本大震災の大津波により甚大な被害を受けた新地駅周辺において、宅地

造成事業を実施し、新地町防災センターや新地町文化交流センターを整備し、商業施設、災害町営

住宅等を整備した新地駅周辺市街地整備事業が完了しました。私はこの事業により、新地町が新し

いタイプのまちづくりになると期待していますが、現在町民の皆さんが心配している、前の議員か

らも出ましたが、スーパーマーケット等がまだ解決に至っていません。

それでは、質問の要旨に入ります。要旨１番目は、駅周辺の土地の固定資産税評価額が国税、県

税、町税、これが町民に影響を及ぼすと考えますが、どのように考えているのか、町長の考えをお

伺いいたします。

要旨２番目は、新地スマートエナジー株式会社について、事業はどのような状態なのか、町長は

どのように考えているのか、町長の考えをお伺いしたいと思います。

次に、２件目は、新地町の農業政策についてであります。駅東側に農業の施設ができるはずがい

まだ解決に至っていないと。町長は大変であると思いますが、一つひとつ解決してください。

要旨１番目は、新聞報道によりますと、新地町とＪＡふくしま未来と農業振興協定と報道がされ

ましたが、どのような内容の農業振興協定かお伺いいたします。

要旨２番目は、町長は新地町の農業政策についてどのように考えているのかお伺いいたします。
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次に、３件目は、新地町の人口増加の政策についてであります。町長は今こそ、この課題のため

の政策をやるべきと思います。

要旨１番目は、新地町の人口増加の政策を町長はどのように考えているのかお伺いいたします。

次に、４件目は、物価高対策についてであります。この件については、いろいろと別の議員から

も出ていますが、やはり今新地町独自のやれる範囲で政策が必要と考えますが、要旨１番目として、

町長は物価高対策について、町民、事業者に対しての対策をどのように考えているのか、町長の考

えをお伺いいたします。

次に、５件目、旧新地高校跡地利用についてであります。これは、前も私質問したのですが、現

地に１回、２回行くと分かるのですけれども、やっぱり旧新地高校の校門がロープ等で張られてい

るのです。そうすると、外から眺めると、それで校舎、校舎の周囲、体育館、荒れた校庭、サッカ

ー場、サッカーなどをやっていた校庭、あと野球場、これも荒れて、それで周辺の方々もこの維持

管理等を含めて、やっぱり私のところに来るのです。ですから、これ、新地高校が、多くの新地高

校生の学び舎が今まさに終わろうとしているのです。これは町長、何か対策がないのかということ

で、私は町長にどのように考えているのか、町長の考えをお伺いいたします。

単純で、私の説明でご納得いただいたかどうか分かりませんが、町長の答弁をよろしくお願いし

ます。

以上で質問を終わります。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〔大堀 武町長登壇〕

〇大堀 武町長 ３番、牛坂毅志議員の質問にお答えをいたします。

初めに、新地駅周辺市街地整備事業（土地区画整理事業）についての１つ目、駅周辺の土地の固

定資産税評価額が国税、県税、町税、町民に影響を及ぼすと考えるが、どのように考えているのか

町長の考えを伺うについてですが、町税の部分ですと、毎年課税となる固定資産税になるかと思い

ます。こちらは、毎年１月１日を基準日として、固定資産税課税標準額に税率1.4パーセントを掛

けたものが税額となります。新地駅周辺市街地整備事業内の宅地に限らず、居住用の建物が建築さ

れていれば、住宅用地に係る課税標準額の特例により土地の固定資産税額は下がります。県税の部

分ですと、土地を取得したときに課税となる不動産取得税があります。こちらは、固定資産税評価

額に税率の４パーセントを掛けたものが税額となります。不動産を取得した方に課税されます。国

税の部分ですと、土地を贈与したときに課税される贈与税や土地を相続したときに課税される相続

税、さらに土地の所有権移転登記のときに必要な登録免許税があります。いずれも固定資産税評価

額を根拠に土地の価格を算出する方法もあり、その価格に課税率を掛けたものが税額になります。

町税、県税、国税全てがそれぞれの根拠法令により課税額や減免の計算方法などが決められており

ます。町税の固定資産税で例えますと、国、総務大臣が定めた固定資産評価基準により課税額の算
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定などを行っております。新地駅周辺市街地整備事業、土地区画整理事業内の宅地の固定資産税評

価額もこの固定資産評価基準や不動産鑑定により算定しており、本事業の実施前後の固定資産税評

価額を比較しても大きな変動はありません。また、他地域においても同基準により算定、不動産鑑

定を実施しており、本事業実施による固定資産税評価額への影響は少ないものと考えております。

次に、２つ目の新地スマートエナジー（株）について、事業内容はどのような状態なのか、町長

はどのように考えているのか、町長の考えを伺うについてお答えをいたします。新地町が事業主体

となり、経済産業省のスマートコミュニティ導入促進事業補助金を活用してエネルギーシステムを

構築した新地エネルギーセンターは、相馬港ＬＮＧ基地の天然ガスや再生可能エネルギーを活用し、

コージェネレーションシステムや熱源設備を用いて新地駅周辺施設へ熱電併給を行うとともに、駅

周辺施設のエネルギー利用を制御するシステムを構築し、効率的なエネルギー利用を管理し、需給

バランスの最適化を図るとして、2019年３月に新地町地産地消型エネルギー利用を核としたまちづ

くり事業の熱電供給の整備が完了しました。新地スマートエナジー株式会社の事業内容については、

指定管理者として2018年12月から新地エネルギーセンターの管理、運営を行っております。新地エ

ネルギーセンターでは、相馬港に荷揚げされた液化天然ガスを利用したガスエンジン５基によるコ

ージェネレーションシステムや太陽光発電システムを活用し、温熱、冷熱、電気をつくり、それら

を熱導管や自営線を通して新地駅周辺施設の新地町文化交流センター、新地町複合商業施設、新地

駅前フットサル場、民間ホテル、温浴施設へ供給しております。新地町複合商業施設と新地駅前フ

ットサル場が2019年３月、民間施設であるホテル、温浴施設が同年６月、2020年８月には新地町文

化交流センターがオープンし、新地エネルギーセンターの運用が開始してから本年で６年目となり

ました。今後電気やＬＮＧ、ガス仕入れも含め、物価上昇が見込まれる中で、安定的な経営基盤の

確立に向け、指定管理者には効率的かつ効果的な施設運営を求めてまいりたいと考えております。

次に、件名２の新地町の農業政策についての１点目、新聞報道によると、新地町とＪＡふくしま

未来と農業振興協定と報道がされたが、どのような内容の農業振興協定かについてお答えいたしま

す。本年11月13日に、ふくしま未来農業協同組合と包括連携に関する協定を締結したところであり

ます。この目的は、両者が連携を図り、相互協力の下で地域の発展、持続性向上を実現するととも

に、安全、安心に暮らせる地域共生社会を創出することとなっており、協定の内容につきましては

大きく４項目あります。１つ目は、農業の生産と向上に関すること、２つ目は、地域の活力に関す

ること、３つ目は、持続可能な農業と地域社会の実現に関すること、４つ目は、東日本大震災から

の復興と風評被害払拭に関することであります。このような内容でありますが、これまでも町とＪ

Ａは協力体制にあります。毎年実施している、ふるさと産業まつりや新規就農者の対応など、各種

業務において連携をしているところであります。今後は農業の状況も大きく変わっていくことと考

えておりますが、従来の活動の継続と今後のさらなる連携強化により、目的にありますように両者

が連携を図り、相互協力の下で地域の発展、持続性向上を実現するとともに、安全、安心に暮らせ
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る地域共生社会を創出していきたいと考えております。

また、町長は新地町の農業政策についてどのように考えているのかについてですが、農業政策に

おいては、現在町が力を注いでいることについてお答えをいたします。農業従事者関連で全国的に

農業従事者が減少していく昨今、新地町においても例外ではありません。国では、このような農業

生産の将来を見据え、令和５年度に改正された農業経営基盤強化促進法に従い、地域計画の策定を

進めることとしたところであります。これは、農業者の高齢化や人口減少に伴う耕作放棄地の発生、

増加など、地域が抱える農業課題や農地の集約に向けた方針などについて話し合い、地域農業の将

来を、農地利用の姿を明確化した設計図として定めるものとなっております。したがって、誰がこ

の農地を耕作しているかが視覚的に分かるようになり、農作業の効率化などが図られ、また将来の

スマート農業を見据えた農地の有効活用につながっていくと考えております。

次に、件名３の新地町の人口増加の政策についての質問で、新地町の人口増加の政策を町長はど

のように考えているのか、町長の考えを伺うについてお答えをいたします。当町は、令和３年度を

初年度とする第６次新地町総合計画を策定し、将来人口の目標値を設定いたしました。町の将来人

口を確保していく中で、人口増加の施策、特に若者の増加が必要と考えております。それらの取組

については、住まい、子育て、福祉、教育などの各分野にわたることから、施策の計画や実施に向

けては関係部署の垣根を越えた横断的な取組が必要であり、第６次新地町総合計画の行動計画で各

課が進める施策や事業を共有し、連携を密にしながら各種施策を進めているところであります。こ

れまで実施してきた事業といたしましては、若者定住化の促進として、若者定住促進住宅助成金支

給事業、「来て しんち」住宅取得支援事業、福田定住住宅建築支援補助事業、結婚新生活支援事

業、若者の出会いと交流の場づくりイベントなどを実施しているほか、子育て支援や教育について

は出生児祝金交付事業、同時入所第２子以降保育料無償化事業、保育料軽減助成事業、保育所副食

費無償化事業、在宅保育支援事業、出産・子育て応援事業、子ども医療費給付事業、奨学金返還支

援事業などを実施しております。このような事業を実施しておりますが、人口減少に歯止めがかか

っていない現状となっております。今年度から来年度にかけて進める第６次新地町総合計画後期計

画の中で人口増加の施策については検討してまいりたいと考えておりますが、日本全体が人口減少

社会に向かう中、市町村単独での取組には限界があります。国や県の関わった人口増加施策も必要

であると考えております。

次に、件名４の物価高対策についての質問ですが、町長は物価高対策について、町民、事業者に

対しての対策をどのように考えているのか、町長の考えを伺うについてお答えをいたします。物価

高対策につきましては、令和４年度から新型コロナウイルス地方創生臨時交付金を活用し実施して

おります。令和４年度の原油価格・物価高騰対応分としましては、物価高騰対応生活困窮世帯緊急

支援事業、漁船省エネ対策支援事業、医療高騰緊急対策事業を実施いたしました。電気・ガス・食

料品等価格高騰重点支援分といたしましては、省エネ家電買換え支援事業、社会福祉施設原油価格
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高騰対策事業補助金、運送業者事業継続支援金、宿泊施設事業継続支援金、農林水産業事業継続支

援金等を実施いたしました。令和５年度につきましては、新型コロナウイルス感染症セーフティネ

ット強化交付金を活用し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給したほか、新型コロナウイルス地

方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得

世帯支援事業を実施いたしました。また、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援分といたしまし

ては、町内公共施設エネルギー価格高騰対策事業として、町内公共施設における光熱費高騰対応分

に活用いたしました。令和６年度につきましては、物価高騰対応臨時特別給付金として、特に家計

への影響が大きい低所得者に対し、給付金を支給いたしました。今後も物価高対策につきましては、

国の交付金も活用しながら、町内の情勢を注視し、優先すべき施策を検討してまいりたいと考えて

おります。

次に、件名５の旧新地高校跡地についての質問。町長はどのように考えているのか、町長の考え

を伺うについては、令和６年６月議会で答弁しましたとおり、福島県では県立高等学校改革実施計

画により、使用されなくなる新地高等学校を含めた16校について、特別な支援パッケージを創設し

ました。これは、空き校舎の利用を希望する市町村に対し、県が財政的な支援を行うもので、具体

的には１つ目として、市町村が空き校舎の利活用を希望する場合は、土地、建物を無償譲渡するこ

とができるということ。２つ目としては、市町村が建物を取得する場合には、解体費用相当額を交

付すること。３つ目としては、土地、建物を市町村が利活用する場合には、県の補助制度を利用で

きるというものであります。なお、この補助制度は５年間で最大３億円で、建物を新設する場合は、

市町村負担３分の１、既存建物の改修の場合は、市町村負担４分の１となっております。これを受

けまして、当町では町民の意見を広く聴取するため、新地高等学校の空き校舎等の活用を検討する

に当たり、新地高等学校空き校舎等活用検討委員会設置要綱を定め、委員会を組織しました。委員

につきましては、町議会議員、行政区長、各種団体の代表者、学識経験者などの方々12名に委員に

就任していただき、委員長を中心に検討を行っていただいております。委員会は、現在まで３回開

催いたしました。委員会の議論では、特に新地高等学校の敷地は貝塚西遺跡の範囲にあり、跡地利

用の方法によっては、活用が制限される可能性があることから、委員会に県の担当者に出席しても

らい、県での試掘調査の実施をお願いしたところであります。町といたしましても、県による試掘

調査の実施は必須であり、敷地の状態が明らかになった上で活用の有無を判断すべきと考えており

ますので、今後も県との協議、調整を行い、新地高校の空き校舎の利活用の検討を進めてまいりま

す。

以上です。

〇遠藤 満議長 ３番、牛坂毅志議員。

〇３番牛坂毅志議員 ありがとうございました。私、町長にお伺いしたのは、やっぱり町長もできる

範囲とできないものがあると思うのです。それで、優先順位もあると思いますけれども、一番ここ
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で私、重要視したのは１番の新地駅、これに交付金でやっぱり我々が考えられないような数字でや

ったのです。これに対して、やっぱりこの近くの周辺の土地は普通の土地と違うのです、これ。税

務課長がいますけれども、ここをよく、時間たてばたつほど今度相続税とか、もちろん贈与も発生

しますけれども、国税なのです、一番は。ここをやっぱり税務課長も町長と協議してもらって、こ

こをちょっと詳しく調べてもらいたいと思います。これは要望です。

あと、もう一点だけ。５番目の旧新地高校、これ委員会つくってやるというのもいいのですけれ

ども、町長も新地高校出身でないと思うのですけれども、新地高校を出た人も結構いますので、そ

れらの人もやっぱり、本当に終わってしまうのです。だから、全て終わってからでもいいのですけ

れども、一生懸命やって駄目な場合はしようがないのですけれども、ある程度町長のリーダーシッ

プをここのところ発揮してもらわないと、やっぱり駄目だと思うのです、任せでは。だから、町長

のやっぱり政治判断がここのところ大事だと思います。確かに県のお金も入ります、いろいろ政策

的に。だけれども、文化財もそうですけれども、何かここの新地高校を次の世代に残せるようなこ

とを、やっぱり委員会の人たちに投げたのでは、私、これちょっと酷だと思うのです。ですから、

町長が駄目な場合は副町長さんでもいいですので、そこのところは政治でやっぱり入らないと、こ

れ取り返しつかなくなると思うのです。それだけです。以上です。これは回答要りません。

以上で質問を終わります。

〇遠藤 満議長 これで３番、牛坂毅志議員の一般質問を終わります。

引き続き一般質問を続けます。

２番、村上勝則議員。

〔２番 村上勝則議員登壇〕（拍手）

〇２番村上勝則議員 受付順位８番、２番、村上勝則です。ちょうど昼食が済みまして、室温も暖か

くなった時間帯で気持ちよくなるあれですけれども、しばらくお付き合いを願いたいと思います。

よろしくお願いいたします。

前置きはさておき、本題に入ります。まず、第１、町道新地駒ケ嶺線の拡幅、改良についてでご

ざいます。町道新地駒ケ嶺線は通行量も多くて、通学路になっておりまして、非常に重要な路線と

考えております。駒ケ嶺地区に関しては、ちょうど１年前、12月に質問させていただきましたが、

そのときはいろんな計画は進んでいるという話ではありましたけれども、地元にしてみれば形に見

えてこないということで、非常に地元としても不安に思っているというところがございます。それ

と、あと今原富倉地区、工事が進んでおりまして、これが年度内だと思いますけれども、これが完

成すれば非常に利用しやすい、いい道路になるのではないかという見方をしております。それと、

小川地区の坂越地区ですけれども、これに関しては非常に６号線との入り口、町道との接続部分が

あるために、非常に事故もあるということになっておりまして、この状況がどうなっているのか、

この辺についてお伺いしたいと思います。その他、危険と思われる箇所と書いておきましたけれど
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も、これは新地駒ケ嶺線のファミリーマート北側、これ、水路があって橋が狭いところがあるとい

うことで、この辺についてはどういうふうに考えているのかなということで出させていただきまし

た。この解消に関して、どう取り組んでいくのか、町の考えとしてお伺いしたいと思っております。

２番目、今の話の中で出た小川の坂越地区ですけれども、度々車両の接触事故が起きていると。

国道から町道に入る際に見通しが悪くて、特に夕暮れどき、夜間あるいは雨など天候の悪い時期に

起きているケースが見受けられます。あの地区もいずれは改良するわけでしょうけれども、当面、

一朝一夕に改良といってもできるわけではございません。応急的な措置が必要ではないかというこ

とで、この辺についてどう考えているのか。出入口は２箇所ありますけれども、どちらかというと

南側、ここが町道と国道の間が非常に短いということで、ましてフェンスがかかっているのです、

国道沿いに。それが見えなくしている部分もあるのではないかということで、この辺について騒音

がするためにフェンスを設けたのでしょうけれども、国と町道と管理が違うわけですが、この辺に

ついてどういうふうに対応していけばいいのか。素人考えですけれども、国道から町道に入る場合、

僅かな区間ではありますけれども、止まれのマーク２箇所両方つけるとか、そういったやり方はな

いのかなということで提案させていただきました。よろしくお願いします。

２番目、地場農産物の普及促進と付加価値についてでございます。新地町は米をはじめ、ニラ、

イチジク、大豆、花卉、シイタケ、トマト、リンゴ、イチゴ、数多くの地場農産物があるわけでご

ざいます。この中で、いわゆる利用方法あるいは加工、販売、一般的に言われる６次化を含めた付

加価値をつけることで収益アップを図ることが必要ではないかということで、町としてどういうふ

うに考えているのか。農産物に関しては、今回の一般質問でも幾つか出ておりますけれども、改め

て町の考えを伺いたいと思います。

２番ですが、町は農産物振興に向け、支援制度や補助制度を活用して努力しているということは

分かりますが、行政側もさらに生産者目線に立った農産物の利用方法をＰＲして、そのプランを共

有して普及に努めるべきではないかと考えて提案させていただきました。

個人的な話ですが、私、現役時代に宮城県の南方町というところに行ったことがあるのです。今

は平成の大合併で登米市になったと思うのですが、ここはニラの産地なのです。それで、ニラとい

えば、役場の職員と話ししまして、お浸しと、私どもの考えるには卵とじあるいはギョーザ等の中

華料理、そのぐらいしかないのではないかという話をしましたら、南方の役場の職員は、ニラとい

うよりも、むしろあそこでは精力がつくということで、もっこりということです。どういう食べ方

をするかというと、フライパンにごま油を引いて、四、五センチに刻んだニラをわっと入れると。

それで、30秒ぐらいしたら、しょうゆを一回り、好みに応じて一回り半ぐらい入れて、それを熱々

の御飯にかけて食べる。これがおいしいのだよということで私もやったことがあるのです。やった

ことって、今でもやっているのです。これがまたうまいのです。ですから、こういったいわゆる量

も食べられる。なおかつニラの生産者にも製造といいますか、栽培をしていただけるということで、
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そういった方法はないものかということで、ほかにもセリ鍋というのも仙台で有名ですけれども、

セリといえば名取が昔から有名な地区になっております。飲食店で非常にセリ鍋がはやって、鶏肉

といろいろだし汁でセリを入れて、セリをつついて食べるというやり方なのですが、あるいは秋田

のきりたんぽと同じように根まで入れて食べるというのが仙台のセリ鍋。それで、名取ではセリが

非常に不足して、お正月近くになると値段が跳ね上がるという状況が続いております。

それと、イチジクなのですけれども、先日駒小のＩＣＴ発表会で、５年生だったと思いますけれ

ども、イチジクを加工したケーキ、クッキー、ジュース、そういったものを考えて作っているので

す。非常に感心して見てきましたけれども、これがイチジクとなると、東大の柏キャンパスですか、

に出ることがあるのだそうですけれども、それが一瞬にして売り切れるということで非常に人気が

あるという状況になっています。新地の場合、日本イチジクでありますけれども、確かに私も以前、

北海道の友達がイチジクを食べたいのだということで仙台市内を探したことがあるのですが、なか

なか見つからない。たまたま私の大学の同級生で魚関係ですが、仙都魚類という会社に勤めていた

人間がいまして、その人に青果でイチジク買えないかということで、探してみるということで、見

つかって５キロの箱、10キロの箱あるけれどもどうするとかって、５キロの箱を北海道に送ったら

非常に喜んでもらったということで、北海道にはイチジクがないのだというのを初めて知ったわけ

です。そういったことで素材そのものを食べるということはもちろん、地産地消にもつながります

し、非常にいいことなのですけれども、これに対して、いわゆる加工、そして販売まで含めた、通

常言われる６次化商品というものが考えられないものかということで、農協のカレンダーなんかに

はレシピは書いてありますけれども、非常に手の込んだやり方になっております。ですから、簡単

に、例えばジャムであれば、レンジでチンしてこうすれば僅か二、三十分でできるよということを

生産者もしくは流通関係、扱っている業者が知っていれば、それをＰＲして、かつメディアを利用

しながら、今でいえばＳＮＳが主流になるのかもしれませんけれども、そういった普及に努めてい

けば、地元の農産物の振興にもつながるのかなと思います。

確かにいろいろな作物、新地町はできます。恵まれた土地だと思います。だからといって、これ

といった逸品がないのかなという私の個人的な考えですけれども、その中でいわゆる名前の通るも

のを作っていけば、新地町も、生産者も、かつ関連する方々も経済的にも裕福になっていくのかな

と思います。ですから、生産者が考えるべきなのか、あるいは農協が考えるべきなのか、行政が考

えるべきなのか、その縦割りをなくして、それぞれの立場で横並びになって物事を考え、農業の振

興に努めていければなということで提案させていただきました。よろしくお願い申し上げます。

〇遠藤 満議長 大堀武町長。

〔大堀 武町長登壇〕

〇大堀 武町長 ２番、村上勝則議員の質問にお答えをいたします。

初めに、町道新地駒ケ嶺線の拡幅、改良についての１点目、町道新地駒ケ嶺線は通行量が多く、
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通学路でもあり、現在富倉地区の拡幅、歩道設置が進められている。計画中の駒ケ嶺町地区及び小

川坂越地区の進捗状況はどうなっているのか。また、その他の危険と思われる箇所の解消はどのよ

うに取り組んでいくのか、町の考えを伺うについてですが、まず駒ケ嶺町地区の歩道整備事業につ

きましては、町道部についての測量及び設計は終了し、随時地権者への説明や境界立会い等を行っ

ているところであります。現在は協力をいただく土地の価格を決定するための不動産鑑定業務を発

注したところであり、今後この鑑定結果により、用地交渉を行うこととなります。また、立田川に

架設を計画しております橋梁については、今後設計を行うこととなっております。橋梁部分であり

ますが、これは歩道を今のところ考え、あるいはそういった部分での設計を行うこととしておりま

す。

次に、小川坂越地区の進捗状況につきましては、町の事業としては事業化はしておりませんが、

令和５年10月19日に実施された新地町通学路安全推進会議による合同点検により10箇所が点検さ

れ、当該箇所については国道６号の歩道整備要望があり、その後、国土交通省磐城国道事務所や同

東北地方整備局、同本省に出向き、それぞれ要望書を提出するなど、働きかけを行ってまいりまし

た。また、当該箇所は、福島県道路交通環境安全推進連絡会議アドバイザー会議において、歩行空

間の確保をすべき区間として箇所づけされており、その中で交差点における事故の分析等について

報告されております。このような経過を経て、本年度、国土交通省において事業化となり、今後事

故対策も含め、どのような計画にすべきか検討されることとなっております。

最後に、その他の危険箇所の解消について、どう取り組むかについては、先ほど申し上げました

通学路安全推進会議による合同点検などは有効な手段であり、こうした点検の中から危険箇所が発

見された場合は現地を確認し、道路管理者、交通管理者などと協議をしながら、対策が必要と判断

された場合はその解消に取り組んでまいります。

町道新地駒ケ嶺線の拡幅、改良についての２点目、小川坂越地区は度々車両の接触事故が起きて

いる。国道６号から町道に入る際に見通しが悪く、特に薄暮や夜間に発生しているケースが見受け

られるが、応急的な措置はないものかと考えるが、町長の考えはについてですが、坂越地区の交差

点における車両の接触事故に関しましては、ご質問にありました発生の時間帯については承知して

おりませんが、過去において死傷事故や物件事故が数件発生しております。事故の原因については、

国道から町道へ入る場合の国道本線で減速した車両への追突、町道側を出入りする車両と国道走行

車両の出会い頭によるものが原因であると聞いております。質問の１点目で回答しましたように、

国土交通省では歩道整備事業に合わせ、町道への出入りの際の事故対策についても検討していくこ

ととなっておりますので、応急的措置については必要な場合もあるかとは思いますが、当該箇所に

ついては既に事業化されておりますので、根本的な解消に向け、事業推進に注力してまいりたいと

思います。

次に、件名２の地場産農産物の普及促進と付加価値についてお答えいたします。１点目、当町に
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は米をはじめ、ニラ、イチジク、大豆、花卉、シイタケ、トマト、リンゴ、イチゴ等多くの地場農

産物がある。しかし、新たな利用方法や加工、販売等の６次化を含めた付加価値をつけることで収

益アップを図る必要があると思うが、町の考えはについてお答えをいたします。これまで酒類やお

菓子類をはじめ、特産品振興協議会等において、各種の地場農産物を利用した加工食品類が商品開

発と販売がされてきました。新地のお土産セットなど、現在進行形のものもありますが、撤退した

加工品もありますので、付加価値をつけることは容易ではないと考えております。そんな中ではあ

りますが、ふるさと納税の返礼品で新たに加わったイチジクジャムや干し芋など、生産者の努力に

よって６次化商品として全国に発信しているところであります。このようにご提案の新たな利用方

法や加工、販売などは生産者が考案し、行うことであると考えております。同時に農業の収益の向

上は農業の魅力を感じさせる一番の要因であるとも考えております。全国的には地場産品のブラン

ド化や観光農園などがあり、近隣市町村でもブランド化したイチゴがあります。こういった地域を

活性化させる取組は、生産者や関係団体の自由な創造の上で実施されております。町では特産品振

興協議会をはじめ、意欲ある相談があれば各種の事業スキームの支援をしていきたいと考えており

ます。

２点目、町は農産物振興に向け、支援制度や補助制度を活用し努力しているが、行政側もさらに

生産者目線に立った農産物の利用方法やＰＲの方法を共有し、普及に努めるべきと考えるが、町の

考えはについてお答えをいたします。農産物や地場産の加工品などの宣伝を行うことで、新規就農

者の確保や商品開発の増加など、様々な活力が生まれてくると考えております。これまでもいろい

ろな形や場所でＰＲ活動を実施しているところでありますが、町、観光協会、特産品振興協議会な

どにおいては、各地で開催される物産展等に出展し、ＰＲをしているところであります。今年度は

東京大学と連携し、生活協同組合店舗での販売や千葉県のららぽーと柏の葉へ出店、和歌山県みな

べ町で開催された、みなべあきんどカーニバル2024、仙台市一番町で開催された仙台市文化観光局

主催によるイベント「ｍｏｒｅ ＴＯＨＯＫＵ マルシェ」のほか、今後亘理町で開催が予定され

ている伊達なわたりまるごとフェアへ出店参加によりＰＲする予定であります。

学校教育においては、給食に地場産物活用を積極的に取り入れ、その活用率は福島県トップクラ

スです。地場産物活用については、主として食育だよりや給食レシピ集等を配付して啓発してまい

りました。その一つである給食レシピ集は、平成18年あたりから尚英中学校の卒業生に卒業のはな

むけとして配付してきたところであります。これは生徒が進学、就職で新地町を離れた際に、ふる

さと新地の地場産物をふんだんに活用した給食の味を思い出してほしいこと、それを広めてほしい

ことを願って、町職員の調理員が自主的に始めたものであります。震災後の平成23年度には、地場

産物活用が８パーセント台まで低下したことから、放射線による風評被害を払拭し、地場産物の活

用を積極的に進めるため、教育委員会としてレシピ集を編さんし、卒業生を中心に配付することと

いたしました。昨年度のレシピ集においても、新地のニラのスタミナ丼、新地丸ごとかき揚げ等々、
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新鮮で栄養価の高いレシピを紹介しております。

また、認定農業者協議会では、毎年10月に実施されているＪＡまつりや、先月に実施した町のふ

るさと産業まつりにおいては、自慢の農産物を展示し、品評や無料で振る舞ったニラキムチ鍋など

地場産のものを町民に味わっていただく機会として、地元に根づいた宣伝を行っております。この

ほか毎年12月に仙台市において実施されている新地産品の宣伝活動を行っておりますし、さきに答

弁したとおり、全国的には、ふるさと納税の返礼品は地場産品の加工食品を対象としており、全国

に発信しているところであります。こういった取組を継続的に実施しているところでありますが、

新たな取組等の相談があった場合においても、前向きに検討し普及に努めてまいります。

以上です。

〇遠藤 満議長 ２番、村上勝則議員。

〇２番村上勝則議員 まず、町道の件なのですけれども、現在進めている原富倉地区、これ、今年度

で今やっている工事は終わると思うのですけれども、歩道は右、左別としてもつながるのかなと思

います。その後の計画というのは、この地区ではあるのでしょうか。

〇遠藤 満議長 小野好生建設課長。

〇小野好生建設課長 ２番、村上議員のご質問にお答えいたします。

富倉地区で今行われています工事につきましては、今の工事では全ては終わらないです。そして、

ちょっと追加工事ができるかできないか今算段をしているところでございまして、工事が全て終わ

ったときのその先の話だと思いますけれども、富倉地区においては今回の工事区間で取りあえず一

度終わりということになっております。

以上でございます。

〇遠藤 満議長 ２番、村上勝則議員。

〇２番村上勝則議員 了解です。ありがとうございました。追加工事といえば附帯的な工事になろう

かと思いますけれども、了解いたしました。

次に、駒ケ嶺町地区なのですが、先ほど町長からの答弁があったとおり、設計等に関しては終わ

っていると、測量設計ですね。橋に関してはこれからのような、設計が入るというニュアンスなの

ですけれども、以前、昨年ちょうど今の時期に質問させていただいたとき、地元としては立田川橋

を優先していただけないかということをお話ししましたけれども、それに関しては当初どおり変わ

らないということで理解してよろしいのでしょうか。

〇遠藤 満議長 小野好生建設課長。

〇小野好生建設課長 お答えいたします。

前回のご質問の中でもお答えしましたとおり、できるところから今進めているというところがご

ざいますので、今回、先ほど町長答弁にもありました橋の設計について、今後ということありまし

たが、橋についても間もなく発注しようと考えておりまして、一番は交差点の改良というものが今
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回の工事の最大の目的でございますので、そちらを優先することには変わっておりませんが、でき

る時間を利用しながら、橋についても進めてまいりたいと思っております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ２番、村上勝則議員。

〇２番村上勝則議員 ありがとうございます。駒ケ嶺地区は、非常に地権者に接触されているという

話のようですけれども、実際あそこを通る人は地権者ばかりではないということで、私が区長をや

っているときに地元の説明会をやって、七、八年はたっているかと思います。その後の動きについ

て、まだ進まないという見方しかしていないわけですけれども、こういった年次計画とまではいか

ないまでも、例えば３年、５年後にこうなっていますよという経過報告があると非常に地元として

も分かりやすいのかなと思いますが、いかがでしょうか。

〇遠藤 満議長 小野好生建設課長。

〇小野好生建設課長 お答えいたします。

一番初めに説明会を行ったのが令和２年でございまして、現在令和６年でございますので、四、

五年を経過しているということになります。その途中で令和３年、令和４年と大きな地震がありま

して、停滞していた時期もございますので、その辺はご了承いただきたいなと思っております。我

々もこの交差点改修に向けて全力で取り組んでございますので、今後ともよろしくお願いしたいと

思います。

議員からありました経過の報告ですが、その辺りについては今後検討して、やっぱり情報の発信

というのは非常に大事だと私も思いますので、その辺は検討してまいりたいと思っております。

以上です。

〇遠藤 満議長 ２番、村上勝則議員。

〇２番村上勝則議員 分かりました。駒ケ嶺地区については、説明会といいますか、経過報告を検討

いただけるということで理解させていただきます。

次に、小川地区なのですが、坂越地区、非常にこれ危険といいますか、先ほど事故の内容につい

ても町長からお話がありましたけれども、非常にカーブがきついといいますか、見通しが悪くて、

いわゆる町道を北から南に走ってくる車との接触もある、あるいは町道から国道に出て減速された

状態で追突があるということなのですが、例えば出ていく分は別として、国道から入る部分に止ま

れの標識というのは設置できないものでしょうか。

〇遠藤 満議長 小野好生建設課長。

〇小野好生建設課長 お答えいたします。

当該交差点というか、当該箇所につきましては、議員おっしゃったように、２つの出入口があり

まして、１つ、北側には止まれの規制があったかと思います。今ご指摘は南側の出入口だと思いま

すけれども、道路管理者の部分ですと、交通規制につきましては、単独で設置はできませんので、
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一般的には交通関係に協議をするということになりまして、最終的には県の公安委員会でどうする

かというのが決定されると思います。しかしながら、先ほどの町長答弁にもありましたように、こ

の交差点部分につきましては国交省で事業化をしていただけるということで春先に報道されたとい

うこともございますので、答弁にもありましたように、国交省事業のほうで根本的な解消へ向けて

進めていければなと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

以上です。

〇遠藤 満議長 ２番、村上勝則議員。

〇２番村上勝則議員 ありがとうございます。先ほど町長の答弁にあったのは、いわゆる国交省が何

か歩道を設置すると私理解したのですけれども、ということは町道新地駒ケ嶺線から、通学路も変

わることになると思うのですが、左側行って歩道設置されてということで理解してよろしいのです

か。いわゆる町道を外れて国道側に歩道が設置されるという何か理解の仕方しかできなかったので

すが。

〇遠藤 満議長 小野好生建設課長。

〇小野好生建設課長 お答えいたします。

現在国道には、東側には歩道がつながっております。国道の西側が一昨年度ぐらいまでにコメリ

の交差点の南側、濁川までの間が国で歩道整備されたと思います。その先、丸三機械さんのところ

まで歩道が抜けておりまして、さらに南に行くとローソンさんの手前というか、ローソンのちょっ

と北側までは歩道ありますけれども、少しの間まだ歩道がない区間ございます。国道事務所さんの

事業としましては、その間の歩道をつなぐということの事業でございます。その歩道がつながると、

その歩道を通学路に利用したり、そういった部分は出てくるかと思いますので、それと併せて、そ

の後、町道の部分をどう整備していくかというのも課題にはなると思いますが、現在動いているの

は国道の事業による歩道の設置ということでございます。

以上です。

〇遠藤 満議長 ２番、村上勝則議員。

〇２番村上勝則議員 先ほども話ししましたが、いわゆる国道側のフェンス、これが逆に見えなくし

ているのではないかという意見も多々あるのですが、これ設置したのが国交省になれば、取り外し

に関しても、ただフェンス設けるということは騒音対策ということでやったのだと思いますが、こ

の辺、フェンスが邪魔しているという認識というのは町としてはどうでしょう、ありますか。

〇遠藤 満議長 小野好生建設課長。

〇小野好生建設課長 お答えいたします。

先ほど町長の１点目の答弁でありました福島県道路交通環境安全推進連絡会議という会議がござ

いまして、その会議の中でも当該交差点の部分について玉あげがされているということはご回答申

し上げましたが、その中で、今議員おっしゃったフェンスが支障になっているという分析も一部で
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しております、この会議の中で。町としてもそういう認識もございます。１つ、訂正させていただ

きたいのは、あのフェンスは防音のフェンスではございませんで、遮光フェンスになります。南か

ら町道新地駒ケ嶺線を仙台方面に向かったときに、ちょうどカーブの法線が６号に向いています。

そこで、６号を走っている車両がまぶしい状況となるため、そのために遮光フェンスを設置したと

聞いております。防音ではなくて遮光フェンスだということの説明でございました。認識としては、

先ほど申し上げましたように、支障になっているという原因の一つであるのではというところもこ

の会議の中で分析をしているということのご報告をさせていただきました。

以上です。

〇遠藤 満議長 ２番、村上勝則議員。

〇２番村上勝則議員 ありがとうございました。私としても防音とばかり思っていたのですが、遮光

だということで、改めて認識を新たにさせていただいた次第でございます。

道路関係は、私も建設関係のマスコミにいた関係で、非常に時間がかかるということは理解して

おります。しかし、町民の方は計画が乗れば、すぐ動き出すという意識があるのです。これ考え方

にかなりのギャップがありますし、いわゆる行政側と住民側の乖離といいますか、そういった部分

があると思いますので、その辺に関しては丁寧な説明が必要ではないかと思いまして、今後対応し

ていただければと思います。

次、２番目の農産物普及について、付加価値についてなのですが、先ほど大体の話、町長の答弁

で理解させていただきました。それで、たまたま私の知り合いで市役所ＯＢがいまして、農政関係

をやっていたのですが、新しい製品を作るに当たって、いわゆる２社以上が何か協力して新しい商

品、農産物を使った商品を作るということで、市としても最大かかった費用の２分の１、上限120万

円だったと思いますが、そこまで補助しているのだという話を聞いたことがあります。これに関し

て同じようにやれというわけにはいかないと思いますので、そういったこともあるということを認

識していただいて、答弁は結構でございます。

私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。

〇遠藤 満議長 これで２番、村上勝則議員の一般質問を終わります。

◎散会の宣告

〇遠藤 満議長 以上で本日の日程は全部終了しました。

これで散会いたします。

大変ご苦労さまでございました。

午後 ２時４６分 散 会
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午前１０時００分 開 議

◎開議の宣告

〇遠藤 満議長 これから本日の会議を開きます。

ただいま出席している議員は12名であります。

なお、佐々木孝司教育長は病気療養中のため、欠席届がありましたので、ご報告いたします。

◎議事日程の報告

〇遠藤 満議長 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。

◎議案第７３号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第１、議案第73号 新地町条例の読点の表記を改める条例の制定についてを議

題とします。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第73号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第73号 新地町条例の読点の表記を改める条例の制定については、原案のとお

り可決されました。

◎議案第７４号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第２、議案第74号 新地町犯罪被害者等支援条例の制定についてを議題としま

す。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

令和６年１２月定例会
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〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第74号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第74号 新地町犯罪被害者等支援条例の制定については、原案のとおり可決さ

れました。

◎議案第７５号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第３、議案第75号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを

議題とします。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第75号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第75号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のと

おり可決されました。

◎議案第７６号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第４、議案第76号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題とします。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。
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これから議案第76号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第76号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例については、原案のとおり可決されました。

◎議案第７７号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第５、議案第77号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第77号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第77号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例については、

原案のとおり可決されました。

◎議案第７８号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第６、議案第78号 新地町税条例の一部を改正する条例についてを議題としま

す。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第78号についてを採決します。
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お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第78号 新地町税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決さ

れました。

◎議案第７９号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第７、議案第79号 新地町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを

議題とします。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第79号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第79号 新地町国民健康保険条例の一部を改正する条例については、原案のと

おり可決されました。

◎議案第８０号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第８、議案第80号 新地町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例についてを議題とします。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第80号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第80号 新地町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例については、原案のとおり可決されました。

◎議案第８１号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第９、議案第81号 広葉樹林再生事業 白子下地内外 森林整備等業務委託変

更契約についてを議題とします。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第81号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第81号 広葉樹林再生事業 白子下地内外 森林整備等業務委託変更契約につ

いては、原案のとおり可決されました。

◎議案第８２号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第10、議案第82号 令和６年度新地町一般会計補正予算（第５号）についてを

議題とします。

これから質疑を行います。

10番、井上和文議員。

〇10番井上和文議員 今回は9,900万円の補正でございます。9,900万円、一番大きいのが震災復興特

別交付税の歳入、5,400万円が大きくて、こういったボリュームになったわけでありますが、歳入

で１つ、町有財産貸付収入ということであります、100万円。これは現場、事務所の設置等々で入

ったということでありますが、町有財産貸付け全体見て、まだまだ貸し付けられるような状況が全

体の中であるのかどうなのか。今現在大きいところでも、そっちこっち貸している現況がございま

すが、まだまだこの辺の町有財産を貸し付けられるような状況、条件、こういったことを管財とし

てどのように見ておられるのかお聞かせをいただきたいと思います。
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歳出で庁舎空調設備調査業務、これはヒートポンプチラーというのと空調システム２つでやって

おって、このヒートポンプチラーというものを直すと5,000万円ぐらいかかるから、これを切り替

えて空調だけで全体をやるという話でございます。ご案内のように、今朝から電気系統が悪いのか

あれが悪いのか分かりませんけれども、トイレが使えないような大きな問題になって、私が記憶す

る限り、庁舎できて以来初めてなのかなという感じも思ったわけですが、電気系統の関係で空調な

どを今まで２系統でやっていたのを１つの系統で全体を回すと、ある程度無理がかからないかとい

う思いを持っておりました。今回のいろんな事件が、庁舎ができてから大分年数もたってきている

中の一環でそういったことが起きるのかどうなのか。定期点検、庁舎全体の点検を管財としてやっ

ておられるとは思いますが、この辺の現況もまたお聞かせをいただきたいと思います。

あわせて、学校で職員室空調整備しますと1,100万円もするので、そんなにかかるのかなと実は

思います。今まである空調のシステムをそっくり、職員室だけですよね、これ。そっくり替えると

いうことだけで1,000万円規模のあれができるのかどうなのか、この辺の中身もお聞かせいただけ

ればと思います。

以上です。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 今質問ありました件についてお答えいたします。

まず、町有財産の貸付収入でございますが、今回100万円計上させていただきました。これを具

体的に説明しますと、現場事務所の貸付けということでございます。現場事務所３箇所、今回県の

工事ですとか、高速道路の工事に伴い、現場事務所を設置するための貸付けが主になっているとい

うことで、今泉、大戸浜、駒ケ嶺３箇所ございましたので、その貸付けを行ったということでござ

います。全体として町有財産貸し付ける場所は当然様々ございますが、需要がもちろんないと貸付

けができませんので、そういった需要があれば相談に応じて貸付けを行うということでございます。

続きまして、空調の関係でございます。今回ヒートポンプチラーの調査費のものを減額させてい

ただきました。空調の状況を説明しますと、庁舎内の空調、ヒートポンプチラーというものと冷温

水発生機、この２系統で回しております。今回修繕を諦めたヒートポンプチラーというものはどう

いったものかと申しますと、基本的には夜間電力を使いまして、夏場であれば冷たい水、冬場であ

れば温かい水をつくって、その水を使って空調を回すというような状況でございます。もう一つあ

るのは、冷温水発生機といいまして、灯油で温かい水をつくったり、冷たい水をつくってやるとい

うものでございます。今回このヒートポンプチラーは、議員からもありましたとおり、これを直す

となると、多額の費用がかかるということでございまして、冷温水発生機、灯油を使いますけれど

も、仮に２系統で回せば若干灯油は減るのですけれども、その灯油の増加分を見込んだとしても、

仮にこのヒートポンプチラーを直しても、そこでその改修費を灯油分の減で、金額で回収できない

ということが確実に分かりましたので、今回修繕を見合わせたというところでございます。冷温水
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発生機に関しましても、これも万全ではなくて何回か故障等はしておりまして、今年も夏場にエア

コン動かない日があったということがございました。冷温水発生機も修繕も行いながら、このヒー

トポンプチラーなのですけれども、調べたところ、結構前から壊れていまして、もう既に、ちょっ

と二、三年前からもう調子が悪かったということでございましたので、実際現時点でもう冷温水発

生機１系統で空調を回している状況になります。この空調に関しても、来年の当初とかで修繕等も

しながら、この１系統で回すことを前提に空調のメンテナンスを行っていきたいということでござ

います。

今回急にエレベーターとトイレの水出なくなったということでご迷惑をおかけしております。補

足で説明しますと、原因としましては１階にある機械室に水をためて、その水をポンプで上げてト

イレの水等に使っているというような状況でございますが、その水が、ちょっと原因はまだ特定し

ていないのですけれども、水があふれたことによって、そこにある電源盤が水でぬれてしまって、

その電気系統で動かしているトイレの水と、あとエレベーターが動かなくなったという実態でござ

います。庁舎内もう古くなっておりますので、メンテナンスを小まめにしながら、今後も庁舎管理

をやっていきたいと思っております。

以上です。

〇遠藤 満議長 木幡邦枝教育総務課長。

〇木幡邦枝教育総務課長 ただいまの井上議員のご質問でございますが、職員室だけではなくて、職

員室、校長室、放送室系統の空調、室外機等の故障ということで、そちらの空調機器の更新、入替

えという工事になっております。設計をしていただいたところ、1,150万円という金額になるとい

うことで今回補正に上げさせていただいております。

〇遠藤 満議長 10番、井上和文議員。

〇10番井上和文議員 ご答弁をいただきました。歳入を１つでも増やすために、管財としてやっぱり

空いている町有地の活用、こういったことも意を用いながら、どんどん提供していくと、ＰＲして

いくということをひとつ大事だと思っております。防集元地のみならず、やっぱり町有財産、貸し

付けられる部分は貸し付けていくという基本的なスタンスが大事だと思います。

答弁の中で冷温水発生機だけでいくと、しかも万全ではないという答弁もありました。図書館、

保健センターの冷温水、あれも発生機なのでしょうか。これは、しょっちゅう毎年のように壊れて、

議会でも何回か、何とかならぬかという話も出た経緯がございます。やはり今回冷温水発生機でき

ちっと全体を回していくということでありますが、きちっとした点検、こういったことをしっかり

しておりませんと、先ほども壊れてしまって夏場のエアコンが効かなくなったという話もございま

す。涼み処なんかの指定、役場に入るわけでありますから、この点については抜かりのないような

点検、チェック体制を取ると同時に、やっぱり常にそういう機械というのですか、それに明るい職

員がいると思いますから、対応していただきたいと思います。
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メンテナンスができる職員がいるのかどうか分かりませんけれども、やっぱり休みとか、そうい

うことになりますと、業者でもすぐ飛んでくるということもないかと思いますが、この点での点検

の体制部分だけどういうことを取り入れているのか再答弁お願いします。

あと、学校関係は職員室のみならず、校長室とか、いろんなのがあって、そっくり今までのシス

テムを取り外して新しくし新品を取り付けるという認識でよろしいのですね。そういうことで１つ

だけお願いします。

〇遠藤 満議長 齋藤高史総務課長。

〇齋藤高史総務課長兼会計管理者 議員おっしゃいましたとおり、点検、非常に大事でございます。

もう平成14年ですか、に庁舎建ててかなり時間がたっているということで、機械も古くなっていま

すので、点検非常に大事でございます。何か機械に異変が生じた場合は、総務課の職員すぐに来る

体制を取っております。今も業者に朝からもう来ていただいて、状況を見てもらっている状況でご

ざいますので、何か異常が生じたら、すぐに総務課職員が駆けつけるという体制を今後も取ってま

いりたいと思っております。

以上です。

〇遠藤 満議長 そのほかありますか。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第82号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第82号 令和６年度新地町一般会計補正予算（第５号）については、原案のと

おり可決されました。

◎議案第８３号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第11、議案第83号 令和６年度新地町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

についてを議題とします。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。
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これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第83号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第83号 令和６年度新地町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

は、原案のとおり可決されました。

◎議案第８４号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第12、議案第84号 令和６年度新地町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてを議題とします。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第84号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第84号 令和６年度新地町介護保険特別会計補正予算（第２号）については、

原案のとおり可決されました。

◎議案第８５号の質疑、討論、採決

〇遠藤 満議長 日程第13、議案第85号 令和６年度新地町下水道事業会計補正予算（第２号）につ

いてを議題とします。

これから質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。
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〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから議案第85号についてを採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、議案第85号 令和６年度新地町下水道事業会計補正予算（第２号）については、原

案のとおり可決されました。

◎請願審査委員長報告

〇遠藤 満議長 日程第14、請願審査委員長報告を議題とします。

令和６年請願第３号 「再審法改正を求める意見書」採択に関する請願について、審査結果の報

告を求めます。

寺島浩文総務文教常任委員会委員長。

〔寺島浩文総務文教常任委員会委員長登壇〕

〇寺島浩文総務文教常任委員会委員長 報告いたします。

令和６年12月11日

新地町議会議長 遠 藤 満 様

総務文教常任委員会委員長 寺 島 浩 文

請願審査報告書

本委員会は、令和６年12月６日付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議

規則第94条の規定により報告します。

受理番号、令和６年請願第３号。件名、「再審法改正を求める意見書」採択に関する請願でござ

います。審査結果は採択でございます。意見として、関係機関に送付すべきである。

以上でございます。

〇遠藤 満議長 委員長の報告が終わりました。

これから委員長報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで討論を終わります。

これから令和６年請願第３号について採決を行います。
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この請願に対する委員長報告は採択です。

お諮りします。本件は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、令和６年請願第３号 「再審法改正を求める意見書」採択に関する請願については、

委員長報告のとおり採択することに決定しました。

◎意見書案第４号の上程、説明、質疑、採決

〇遠藤 満議長 日程第15、意見書（案）についてを議題とします。

意見書（案）第４号 再審法改正を求める意見書の提出について、提出者に説明を求めます。

寺島浩文総務文教常任委員会委員長。

〔寺島浩文総務文教常任委員会委員長登壇〕

〇寺島浩文総務文教常任委員会委員長

意見書（案）第４号

再審法改正を求める意見書の提出について

地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣に対する意見書を別紙のとおり提出いたします。

令和６年12月11日提出

新地町議会議長 遠 藤 満 様

提出者 新地町議会議員 寺 島 浩 文

賛成者 新地町議会議員 大 内 広 行

〃 新地町議会議員 三 宅 信 幸

〃 新地町議会議員 八 巻 秀 行

〃 新地町議会議員 村 上 勝 則

意見書（案）第４号

再審法改正を求める意見書（案）

冤罪は、国家による最大の人権侵害の一つである。冤罪被害者の人権救済は、人権国家を標榜す

る我が国にとってはもちろん、地域住民の人権を守る義務を有する地方自治体にとっても重要な課

題といえる。

以下、記載の部分は省略させていただきます。

よって、冤罪被害者を一刻も早く救済するために、再審法を速やかに改正すべきである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

令和６年12月11日。提出先、内閣総理大臣宛て。

福島県相馬郡新地町議会議長、遠藤満、名です。
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以上でございます。

〇遠藤 満議長 提出者の説明が終わりました。

これから意見書（案）第４号の提出者に対する質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 これで質疑を終わります。

これより意見書（案）第４号について採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、意見書（案）第４号 再審法改正を求める意見書の提出については、原案のとおり

可決されました。

◎閉会中の所管事務等調査の申し出

〇遠藤 満議長 日程第16、閉会中の所管事務等調査の申し出の件を議題とします。

各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に

配付した申出書のとおり、閉会中の所管事務等の継続調査の申出があります。

お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることについてご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇遠藤 満議長 異議なしと認めます。

したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

◎町長の挨拶

〇遠藤 満議長 以上で、提案されました議案の全てが終了しました。

ここで、町長に挨拶を求めます。

大堀武町長。

〔大堀 武町長登壇〕

〇大堀 武町長 令和６年第７回新地町議会定例会の閉会に当たり、ご挨拶を申し上げます。

議員の皆様には、何かとお忙しい中にもかかわらず、定例会にご出席いただき誠にありがとうご

ざいました。慎重に審議の上、上程いたしました13件全ての議案の御議決をいただきましたことに

心から感謝を申し上げます。

寒暖の差が厳しい本年の師走であり、また何かとご多忙のこととは存じますが、新型コロナウイ

ルス感染症やインフルエンザ等感染症に注意され、健康にご留意され、議員活動にご精励いただき
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ますよう心からお願い申し上げます。

そして、新年を穏やかに迎えることができますよう心からご祈念申し上げ、定例会閉会に当たっ

てのご挨拶といたします。誠にありがとうございました。

◎閉会の宣告

〇遠藤 満議長 以上で本日の日程は全部終了しました。

本年も残すところ、あと僅かとなりました。特に緊急案件のない限り、本日をもって納めの議会

となりますので、一言ご挨拶を申し上げます。12月６日から本日までの６日間にわたり、慎重にご

審議をいただき、全議案を議決し、無事閉会の運びとなりましたことに対し、心より厚く御礼を申

し上げます。

いよいよ本格的な冬に向かいます。皆様には健康に充分留意され、今後ますますご活躍されます

ことをご祈念いたしまして、閉会に当たっての御礼の挨拶といたします。

以上で令和６年第７回新地町議会定例会を閉会といたします。

本当にご苦労さまでした。

午前１０時３２分 閉 会
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